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ま　え　が　き

　雇用保険の主な目的は、ハローワークの窓口での職業相談・職業紹介を活用するなどの求

職活動を行った失業者に対して失業給付等を支給することにより失業中の生活を支え、安心

して新しい仕事を探し、 1 日も早く再就職できるようにすることである。

　この失業給付の基本手当については、2016（平成28）年 3 月末に成立した雇用保険法改正

法案に対する参議院厚生労働委員会の附帯決議に「基本手当の受給者及び受給終了者につい

て、再就職できない理由及び生活の実態を調査すること。」という事項が盛り込まれ、基本

手当受給者の実態把握が喫緊の課題となった。

　このような状況を踏まえ、厚生労働省より雇用保険の受給資格取得者を対象とした雇用保

険（失業給付基本手当）受給後の実態等についての調査依頼があり、厚生労働省、ハローワ

ークの協力を得ながら、当機構においてアンケート調査を実施したところである。

　本調査の主な調査項目は、「雇用保険受給資格者の雇用保険（失業給付基本手当）受給中

の求職活動実態」、「受給終了者の再就職できない理由及び現在の生活実態」、「雇用形態別の

離職前賃金及び再就職賃金の水準」である。これらの調査項目に加え、当機構独自の関心事

項である留保賃金（それ以下では働きたくないと考える最低限の賃金）の設問を設け、留保

賃金に関係する分析を実施している。

　本書が、企業経営者、労働者、政策担当者をはじめ、雇用保険に関心のある方々に活用さ

れ、些かでも今後の雇用政策に資することがあれば幸いである。

　2017年 3 月

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

理事長　　菅　野 　　和　夫　
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第 1章　調査の趣旨、実施方法等

1．本調査の趣旨・目的

　雇用保険は、ハローワークの窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っ

た失業者に対し、失業給付等を支給し、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、 1

日も早く再就職できるようにすることを目的としている。

　この失業給付の基本手当1については、2016（平成28）年 3 月末に成立した雇用保険法改

正法案の国会審議の際の附帯決議において、「基本手当の受給者及び受給終了者について、

再就職できない理由及び生活の実態を調査すること。」が盛り込まれたところである。

　このような状況も踏まえ、今般、雇用保険の受給資格取得者を対象に、雇用保険（失業給

付基本手当）受給後の実態等を調査するものである。

2．調査名

　「雇用保険受給資格取得者実態調査」

3．主な調査事項

　調査項目の主なものを例示すると以下のとおりである。

・雇用保険受給資格者の雇用保険（失業給付基本手当）受給中の求職活動実態

・雇用保険（失業給付基本手当）受給終了者の再就職できない理由及び現在の生活実態

・雇用形態別の離職前賃金・再就職賃金の比較

4．実施方法

（ 1 ）　アンケート調査の実施方法

　アンケート調査の実施は、図表 1 - 1の①～⑧の手順で行った。

①～②：厚生労働省、労働局、ハローワークが協議・調整し、各ハローワーク2で調査を行

う調査対象者の人数を確定。

③～④：厚生労働省は、各ハローワーク毎の調査対象者の人数を当機構担当者に伝達し、当

機構担当者は当該人数を調査委託事業者に伝達。

⑤：調査委託事業者から各ハローワーク宛て3に、定められた人数分のアンケート調査票を

郵送。

⑥：各ハローワークは、アンケート調査票の安定所記入欄4に記入の上、調査対象者宛てに

1  雇用保険（失業給付基本手当）の制度の概要については本章末尾の参考を参照。
2  今回の調査では、「平成28年熊本地震」の影響を踏まえ、熊本県、大分県のハローワークは除外している。
3  一部の県においては、労働局に郵送。
4  安定所記入欄は、対象者の属性区分として、01給付制限中に就職した者、02受給中（受給開始後 1 ヶ月以内）
に就職した者、03受給中（受給開始後 1 ヶ月超 3 ヶ月以内）に就職した者、04受給中（受給開始後 1 ヶ月超 6
ヶ月以内）に就職した者、05受給中（受給開始後 6 ヶ月超 1 年以内）に就職した者、06受給終了後 1 ヶ月以内
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調査票を郵送。

⑦：調査対象者は、アンケート調査に回答し、調査委託事業者宛てに、回答済みのアンケー

ト調査票を返送。

⑧：当機構担当者は調査委託事業者により入力・作成されたアンケート調査票データを用い

て、分析、とりまとめを実施。

図表 1 - 1　調査実施の流れ図

（ 2）　調査の対象者

　2013（平成25）年度に各ハローワークにおいて雇用保険（失業給付基本手当）の受給資格

決定を受けた者（全国で約10, 000人）。対象者はハローワークにおいて任意に抽出。

　なお、2013（平成25）年度の雇用保険（失業給付基本手当）の受給資格決定件数は

1, 665, 847件であるので、そのうちの約0. 6％が今回の調査の調査対象となっている。

（ 3 ）調査方法：郵送調査

（ 4 ）調査委託事業者：株式会社タイム・エージェント

（ 5 ）調査実施期間：2016（平成28）年 8月19日～ 9月 2日

5 ．回収状況等

（ 1）　発送／回答数

・発送数は約10, 000人

・有効回答数　2, 304人（有効回答率：約23. 0％）

（ 2 ）　調査回答者の概況

　調査回答者の性・年齢別の状況は、全体で2, 304人のうち、男性907人（全体の39. 4％）、

女性1, 383人（60. 0％）となっており、女性の回答者が多くなっている。2013（平成25）年

に就職した者、07受給終了後 1 ヶ月超 2 ヶ月以内に就職した者、08受給終了後 2 ヶ月超 3 ヶ月以内に就職した
者、09受給終了後 3 ヶ月超 6 ヶ月以内に就職した者、10受給終了後 6 ヶ月超 1 年以内に就職した者、11受給終
了後 1 年超で就職した者、12未就職者、を記載している。
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度の雇用保険（失業給付基本手当）の受給資格決定件数1, 665, 847件のうち、男性699, 893

件（全体の42. 0％）、女性965, 954件（58. 0％）となっているので、同様の傾向と考えられる。

　年齢別には、60歳以上26. 3％、50代22. 4％、40代22. 0％、30代21. 3％、20代7. 5％と年齢

が高くなるに従って、回答者数も多くなっている。60歳以上の回答者数が多いのは、男性の

回答者数が多い（39. 1％）ことが影響している（図表 1 - 2）。

図表 1 - 2　調査回答者の性・年齢別の状況

（注）　男女別の回答をしなかった者がいるため、「全体」と「男」と「女」の計が一致しない場

合がある。

　調査回答者の学歴別の状況は、高校卒が41. 1％と最も多く、次いで大学卒24. 7％、高専・

短大卒14. 6％、専修学校卒13. 2％と続いている（図表 1 - 3）。

図表 1 - 3　調査回答者の学歴別の状況

　ハローワークで記入した、調査回答者の属性区分（受給状況及び就職時期別）は、給付制

限中に就職した者10. 5％、受給中に就職した者25. 3％、受給終了後就職した者29. 4％、未

就職者29. 2％となっている（図表 1 - 4）。

図表 1 - 4　調査回答者の属性区分（受給状況及び就職時期別）（安定所記入欄）

（注）　01～12の区分は安定所記入欄の区分である。
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（参考）雇用保険（失業給付基本手当）の制度の概要5

　雇用保険（失業給付基本手当）は、雇用保険の被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了

等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、 1 日も早く再就職する

よう支給するものであり、その制度の概要は以下のとおりである。

1．雇用保険（失業給付基本手当）を受けるまでの手続き

　雇用保険（失業給付基本手当）を受けるまでの流れは概ね以下のとおりである。

①　離職後、勤めていた会社から雇用保険被保険者離職票を受け取る。

②　住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行った後、「雇用保険被保険者

離職票」を提出する。

※求職の申込み後の、失業の状態にある 7 日間は「待期」といい、雇用保険（失業給付基本手当）

は支給されない。

③　ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行

う。この際に離職理由についても判定する。

※離職理由に関し、自己都合などで退職した場合、待期期間満了後 3 か月間は雇用保険（失業給

付基本手当）が支給されない（離職理由による給付制限）。

④　受給資格の決定後、受給説明会（雇用保険受給者初回説明会）の日時が決定する。

⑤　雇用保険受給者初回説明会に出席した際に、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告

書」が渡され、第 1 回目の「失業認定日」が決定する。

※本調査の調査対象者である「雇用保険受給資格取得者」とは、「雇用保険受給資格者証」を取

得した者のことである。

⑥　指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を

記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出することにより、失業の認定（失業状態

にあることの確認）を受ける（原則として 4 週間に一度）。

※失業に認定に当たっては、この期間に、原則として 2 回以上の求職活動の実績が必要となる。

⑦　失業の認定を行った日から、通常 5 営業日で、指定した金融機関の預金口座に雇用保険

（失業給付基本手当）が振り込まれる。再就職が決まるまで、所定給付日数（雇用保険

（失業給付基本手当）が支給される最高日数）を限度として、「失業の認定」「受給」を繰

り返しながら、仕事を探すことができる。

2 ．雇用保険（失業給付基本手当）の受給要件

　雇用保険の被保険者が離職して、次の①及び②のいずれにも該当するとき、雇用保険（失

5  ハローワークインターネットサービスを参照（平成28年10月 1 日参照）
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
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業給付基本手当）が支給される。

①　ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、

いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、

職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

②　離職の日以前 2 年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、倒産・

解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者（特定

受給資格者）及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新さ

れなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者（特定理由離職者）について

は、離職の日以前 1 年間に、被保険者期間が通算して 6 か月以上ある場合でも可。

3 ．雇用保険（失業給付基本手当）の支給額

　雇用保険で受給できる 1 日当たりの金額を「基本手当日額」という。この「基本手当日

額」は原則として離職した日の直前の 6 か月に毎月きまって支払われた賃金（賞与等を除

く。）の合計を180で割って算出した金額（賃金日額）のおよそ50～80％（60歳～64歳につい

ては45～80％）であり、賃金の低い方ほど高い率となっている。

　また、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりと

なっている（図表 1 - 5）。

図表 1 - 5　支給額の上限額（平成28年 8月 1日現在）

4．雇用保険（失業給付基本手当）の給付日数

　雇用保険の一般被保険者に対する基本手当の所定給付日数（基本手当の支給を受けること

ができる日数）は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期

間及び離職の理由などによって決定され、90日～360日の間で決められている。

　特に、特定受給資格者及び特定理由離職者については、一般の離職者に比べ手厚い給付日

数となっている（図表 1 - 6）。
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図表 1 - 6　基本手当の所定給付日数

（注）　対象者の区分には、上記以外に「就職困難者」（障害者等で就職が著しく阻害されている

人）の区分もある。

5．再就職手当

　再就職手当は、雇用保険（失業給付基本手当）の受給資格のある人が安定した職業に就い

た場合（雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する

場合など）に、基本手当の支給残日数（就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの

日数）が所定給付日数の 3 分の 1 以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。支給

額の計算は以下のとおりとなっており、早く再就職すると、給付率がより高くなるよう設計

されている。

　○基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の 2以上の人

再就職手当＝所定給付日数の支給残日数×60％（給付率）×基本手当日額

　○基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の 1以上の人

再就職手当＝所定給付日数の支給残日数×50％（給付率）×基本手当日額
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第 2章　調査結果の概要

第 1節　回答者の年齢と受給時期のタイムラグについて

　第 1 章で述べた通り、今回の調査の対象とされたのは2013（平成25）年度に雇用保険の受

給資格を取得した人である。一方、調査票では2016（平成28）年 5 月末時点の年齢を尋ねて

いる。したがって、図表 2 - 1 - 1にまとめたとおり、調査票における「年齢」と受給資格取

得時の年齢の間には26～37ヶ月のタイムラグがあると考えられる。次節以降の調査結果の報

告では、あくまで2016（平成28）年 5 月時点の年齢に基づいて集計を行っている点に留意さ

れたい。

図表 2 - 1 - 1　回答者の年齢と受給時期のタイムラグの範囲

　※セル内の数字は、タイムラグの月数を表す。
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第 2節　回答者の基本情報

1．ハローワークとして把握している回答者の就職状況

　まず初めに、回答者自身ではなく、調査票の配布元である各ハローワークが把握している

回答者の就職状況が図表 2 - 2 - 1である1。全体では「未就職者」が29. 2％を占めており、そ

れ以外のうち無回答2を除くと 3 人に 2 人程度（65. 2％）が就職できた人という状況である。

就職できた人の内訳は、「受給終了後に就職した者（合計）」が29. 4％、「受給中に就職した

者（合計）」が25. 3％で大半を占めるが、一方で「給付制限中に就職した者」も10. 5％いた。

　次に男女別に見ると、男性の場合60歳未満の 3 つの年齢層では「給付制限中に就職した者

（合計）」と「受給中に就職した者（合計）」が併せて約半数程度を占め、「未就職者」も20％

未満と比較的低い水準に留まっている。一方、60歳以上層では50. 1％が「未就職者」と過半

数を占めており、厳しい就職状況となっている。ただし60歳以上の就職した人の中で見ると、

最も多いのは「受給中に就職した者（合計）」の23. 7％であり、「受給終了後に就職した者

（合計）」の19. 2％よりも多い。

　これには 2 つの解釈が考えられる。第 1 に、60歳以上層では「いつまでも就職できない人

と、比較的すぐに就職できる人に二極化している」という解釈が考えられる。この解釈を採

用する場合は、50～59歳の層についても同じ傾向を読み取ることができる。一方、もう 1 つ

の解釈として、60歳以上層では「受給終了中に就職できなければ、就職自体を断念してしま

う人が多い」という解釈も考えられる。たとえば年金の受給が始まったり、受給開始が近づ

いてきた場合、就職活動をやめるという判断は十分考えられる。

　続いて女性の場合には、60歳以上層の「未就職者」が62. 4％と、男性以上に多くなってい

る点が特徴的である。また50歳未満の各層でも「未就職者」が男性の 2 倍超を占め、50～59

歳層でも 5 ％ポイント程度高くなっており、総じて就職できていない人が男性より多い。さ

らに就職した人についても、全ての年齢層で「受給終了後に就職した者（合計）」の方が

「受給期間中に就職した者（合計）」よりも高く、男性と比べて就職活動が長期化しやすい様

子が窺える。

　ただし、そもそもの各年齢層の該当者数を見てみると、男性については高齢層ほど多い一

方、女性については「35～49歳」が531名（女性全体の38. 4％）で最も多いなど、回答者の

分布に大きな違いがある。この年齢層は、出産・子育て等で一度離職した人の再就職などが

多いと考えられる。また女性の場合は、一般論として世帯の主たる収入源としてではない就

労を希望しているケースも多い可能性がある。いずれにせよ、女性については男性とは大き

く異なる文脈がある点に注意が必要である。

1  なお、本調査において回答者自身の回答ではないデータは、この「回答者の就職状況」のみである。
2  この場合の「無回答」は回答者が回答しなかったのではなく、ハローワークとして未記入のまま配布したケー
スを表している。未記入が発生した理由は不明だが、この欄に何を記入するのか担当者に上手く伝わっていな
かった可能性などが考えられる。
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図表 2 - 2 - 1　ハローワークが把握している回答者の就職状況3

※網掛けは、本文での言及箇所を示す。以下同じ。

2．回答者の最終学歴

　回答者の最終学歴を図表 2 - 2 - 2 に示す。全体では「高校卒」が41. 1％で第 1 位、「大学

卒」が24. 7％で第 2 位であった4。年齢層別に見ると、35歳未満層のみ「大学卒」が38. 6％で

第 1 位となっており、それ以外の35歳以上の各層ではいずれも「高校卒」が第 1 位となって

いる。

　男性のみで見ると、総計では「高校卒」が41. 8％で第 1 位、「大学卒」が35. 2％で第 2 位

となっている。ただし35歳未満層と50～59歳層では「大学卒」が第 1 位となっており（各

44. 3％、39. 5％）、また35～49歳層と60歳以上層でも「大学卒」が 3 割を超えている（各

32. 1％、31. 3％）。この他、「専修学校卒（専門課程）」が35歳未満層と35～49歳層で15％程

度を占め、50歳以上の層よりも多い様子が窺える。

　一方、女性のみで見ると、総計で「高校卒」が40. 2％で第 1 位である点は男性と同じだが、

第 2 位は「高専・短大卒」の20. 8％となっており、「大学卒」は18. 1％となっている。この

うち、35歳未満層については「大学卒」が36. 0％で第 1 位であるが、35歳以上の各層では全

て「高校卒」が第 1 位、「高専・短大卒」が第 2 位となっている。1990年代以降続いている

女性の大学進学率の上昇と短大進学率の低下という状況を反映した結果と言える。

3  表側の年齢区分に関しては、35歳未満を「若年層」として、35～49歳を「中年層」として、50～59歳を「50代」
として、60歳以上を「高齢者」として 4 区分したものである。

4  なお、本稿では以後、最も該当者が多いことを「第 1 位」、 2 番目に該当者が多いことを「第 2 位」、といった
形で表記する。
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図表 2 - 2 - 2　最終学歴（択一回答）5

3．現在の世帯人数と、同居人の種別

　現在の世帯人数、単独世帯比率、および 2 名以上の世帯における各構成者区分の有無をま

とめたものが図表 2 - 2 - 3 である。まず全体では世帯人数の平均値は3. 3人、単独世帯比率

は11. 3％という状況だった。 2 名以上の世帯の中で最も多かった同居人区分は「配偶者（パ

ートナー）」（以下、「配偶者」）であり、約 7 割に含まれていた。その他、「自分の子供」

（47. 4％）、「自分の親」（28. 5％）も比較的多い。

　年代別に見ると、最も世帯人数の平均値が高いのは35～49歳の中年層で、3. 5人であった。

また単独世帯比率も、同年代が最も低い（10. 7％）。一方、 2 名以上の世帯の同居人区分を

見ると、35歳未満の若年層では「配偶者」が 5 割未満である一方、「自分の親」が49. 1％、

「（自分または配偶者の）兄弟姉妹」（以下、「兄弟姉妹」）が21. 7％とそれぞれ高く、いわゆ

る実家暮らしの人が多い様子が窺える。これに対し、年齢層が上がるにつれて「自分の親」

の比率は直線的に低下し、「配偶者」が同居人に含まれる世帯が多くなる。ただし、世帯人

数としては60歳以上層で特に低いという傾向は見られず、平均で3. 2人となっている。

　次に男女別に見ると、35～49歳の中年層で最も世帯人数の平均値が高い点、35歳未満の若

年層では「自分の親」および「兄弟姉妹」が含まれる比率が高い点等は一貫しているが、単

独世帯比率については男性の場合、60歳未満の 3 つの年齢層で単独世帯比率が15％を上回る

5  以下、第 2 章・第 3 章の図表タイトルにおいて、「択一回答」とは最も当てはまる選択肢を 1 つ選ぶ設問を、
「複数回答」とは当てはまる選択肢を全て選ぶ設問を、「実数記入」とは人数、年数、金額等について実際の数
値を記入する設問を表す。「追加集計」については設問そのものではなく、執筆者が独自に集計した結果を表す。
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一方で、女性の場合、10％未満である。逆に、60歳以上の高齢層では、男性の単独世帯率は

9. 4％に留まる一方、女性では14. 0％となっている。この結果は、おそらく男性の場合は

「独り暮らし」への抵抗感が女性よりも低いこと、ならびに、一般論として女性のほうが長

生きするため、配偶者と死別した結果として60歳以降に単独世帯となる女性が一定数いるこ

とに由来すると考えられる。

図表 2 - 2 - 3　現在の世帯人数、および同居人種別の状況 

（世帯人数は実数記入、同居人種別は複数回答）

※世帯人数には回答者自身を含む。

※図表中の平均値に関しては、有効回答の中で集計した結果を表す。以下同じ。

第 3節　雇用保険の受給資格取得時の状況

1．離職理由

　続いて、雇用保険（失業給付基本手当）の受給資格取得当時に前職を離職した理由を尋ね

た結果を図表 2 - 3 - 1に示す。全体では、最も多かったのは「会社からではなく自己の希望

や都合による」（以下、「自己都合」）の51. 9％、次に多かったのが「定年・契約期間満了」

の22. 8％であった。

　ただし、35歳未満の若年層では「自己都合」が74. 1％と突出している一方で、年齢層が上

がるにつれてその比率は低下し、60歳以上の高齢層に関しては「定年・契約期間満了」が

49. 6％で最も多く、「自己都合」は28. 8％に留まっている。加えて、50～59歳層では「その

他会社からの申し出による」が19. 1％と、他の年齢層よりも高い点も注目される。年齢層に

よって離職理由は様相が大きく異なる様子が窺える。
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　さらに男女別に見ると、男性の60歳以上層では過半数が「定年・契約期間満了」を離職理

由として選択しており、「自己都合」は 3 割未満に留まる。一方、女性についても60歳以上

層では「定年・契約期間満了」が42. 0％で最大となっており、男性ほど顕著ではないものの、

やはり高齢層では期間満了等の理由での離職が多い様子が窺える。

　なお、「その他」に関する自由記述は81件あり、事業所の閉鎖等の会社都合と見なせる内

容が47件で最も多かった。それ以外では、家族の介護・病気、夫の転勤等の家庭の事情が 8

件、いじめ・パワハラが 5 件、といった状況だった。

図表 2 - 3 - 1　雇用保険の受給資格取得時の離職理由（択一回答）

2．「自己都合」による離職者の具体的な理由

　次に、前項の設問で「自己都合」で離職した人を対象に具体的な理由を択一式で尋ねた結

果が、図表 2 - 3 - 2である6,7。以下、「その他」（全体で12. 7％）を除き回答状況を確認する

と、全体では選択した人の比率が高い順に、「職場の人間関係がうまくいかなかったため」

（以下、「職場の人間関係」；15. 2％）、「病気・けがのため」（9. 8％）、「労働時間が長く、超

過勤務が常態化していたため」（以下、「長時間労働」；8. 2％）と続いている。

　ただし、この設問については性差が大きい。まず男性については、35歳未満の若年層のみ

「長時間労働」が15. 3％で最も多いが、35歳以上の 3 つの年齢層では一貫して「職場の人間

関係」が最多となっている。また、60歳以上の高齢層では、「病気・けがのため」（13. 6％）

6  複数回答方式を採用することも考えられたが、厚生労働省の要請により、今回は択一式で尋ねた。
7  なお、図表 2 - 3 - 1 の離職理由「その他」の中には自己都合と見なせる自由記述も少数ながら見られたが、調
査票の設計上、ここでは「会社からではなく自己の希望や都合による」（「自己都合」）を選択した人のみが「具
体的な理由」に回答している。
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や、「年金を受給できる状況となったため」（8. 6％）、「通勤が不便なため」（7. 4％）の比率

が比較的高い一方で、「よりやりがい・生きがいの感じられる仕事に就きたいため」（以下、

「やりがい不足」）は1. 2％と、他の年齢層より低くなっている。

　一方、女性については、「長時間労働」が35歳未満の若年層で比較的多い点、「病気・けが

のため」の比率が年齢が高いほど増加する点は男性と共通であるものの、35歳未満では「出

産・育児のため」が16. 6％、「結婚のため」が15. 2％で突出している点が大きく異なる。ま

た35～49歳の中年層、および50～59歳層では男性と同じく「職場の人間関係」が最多である

ものの、60歳以上の高齢層では「病気・けがのため」（22. 6％）に続いて「介護のため」が

14. 0％であり、「職場の人間関係」（14. 0％）と並んでいる。女性の場合は、結婚・出産・育

児・介護による離職が多いという点は、これまでの各種統計データと一致する傾向と言える。

　なお、「その他」の具体的内容については131件の記述があり、27件が引越し（配偶者の転

勤等を含む）、23件が家庭の事情（家族の病気、子・孫の世話等）、18件が仕事内容への不満、

12件が自身の体調不良、 9 件がパワハラ、といった状況だった。この他、「妊活」との回答

も 4 件見られた。

図表 2 - 3 - 2　雇用保険の受給資格取得時に「自己都合」で退職した人の具体的な理由（択一回答）
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3．所定給付日数

　続いて、雇用保険（失業給付基本手当）の受給資格の取得当時に算定された所定給付日

数8について尋ねた結果を図表 2 - 3 - 3 に示す。また、全体傾向を確認しやすくするため、

有効回答に占める各区分の比率を図表 2 - 3 - 4に棒グラフで示す。以下この棒グラフに基づ

き結果を概観する。

　まず、所定給付日数は離職時の年齢と被保険者であった期間に左右されることもあって9、

若い年齢層ほど最短日数である「90日」の比率が高い様子が窺える。特に35歳未満の若年層

では、 8 割弱が「90日」という状況である。一方、年齢層が上がるにつれて「120日」「150

日」「180日」の比率が上昇し、60歳以上では「150日」が 3 割超を占め最多となっている。

　また、自己都合での離職者については、所定給付日数の算定が最も厳しく（短く）算定さ

れることもあり、それ以外での離職者よりも「90日」の比率が高い。

　なお、性別ごとの結果について図表 2 - 3 - 3 のクロス集計から確認すると、35歳未満では

差が小さいものの、35歳以上の 3 つの年齢層では男性のほうが所定給付日数が長い傾向が見

られている。

図表 2 - 3 - 3　雇用保険の受給資格取得時に算定された所定給付日数（択一回答）

8  所定給付日数とは、雇用保険の基本手当が受給できるとされた限度日数である。実際に給付を受けた日数では
ない点に留意が必要である。

9  所定給付日数は、離職理由、年齢、被保険者であった期間、及び就職困難者かどうかによって、「一般の離職
者」、「障害者等の就職困難者」、「倒産、解雇等による離職者」に分けて算定される。ごく単純化して言えば

「障害者等の就職困難者」が最も所定給付日数が長く（150～360日）、「倒産、解雇等による離職者」が次に長
く（90～330日）、「一般の離職者」が最も短い（90～150日）。詳細な所定給付日数の算定方法は、下記のハロ
ーワークインターネットサービスWebサイトQ&Aが分かりやすいため参照されたい。

 <https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html> （2016/12/01参照）
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図表 2 - 3 - 4　雇用保険の受給資格取得時に算定された所定給付日数の棒グラフ 

（追加集計；サンプルサイズ、及び比率は全て有効回答に基づく）

4．離職した企業での勤続年数

　次に、離職した企業での勤続年数を図表 2 - 3 - 5に示す。まず全体では「 1 年以上 5 年未

満」が36. 2％で最も多く、次いで「 5 年以上10年未満」が19. 9％、「10年以上20年未満」が

15. 2％となっている。また、「30年以上」についても、13. 1％が該当している。全体での平

均勤続年数は、11. 5年となっている。

　年齢層別では、当然ながら年齢が高い層ほど勤続年数は長くなり、平均勤続年数で言えば

年齢層が低い順に3. 9年、7. 0年、11. 6年、22. 3年となっている。

　一方、男女別に見ると、35歳未満の若年層では男女でほとんど平均勤続年数に違いは見ら

れないが、35歳以上の 3 つの年齢層では差が広がり、60歳以上の高齢層では約10年の開きが

見られる。「30年以上」の比率も、男性の60歳以上層では57. 7％である一方、女性の60歳以上

層では14. 0％に留まっている。結婚、出産、子育て等に伴う女性の離職を表す結果と言える。

図表 2 - 3 - 5　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業での勤続年数（実数記入）
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5．離職した企業の従業員数

　続いて、離職した企業の従業員数について、回答結果を図表 2 - 3 - 6に示す。なお、本デ

ータは実数記入方式ではなくカテゴリーの選択方式であったため、平均値等は算出していな

い。

　まず全体では、「 1 ～ 4 人」と「官公営」が 5 ％程度と少数であるが、それ以外の区分に

は比較的なだらかに回答者が分布している様子が窺える。

　次に年代別で見ると、60歳以上の高齢層では「1, 000人以上」の企業からの離職者の比率

が29. 3％と、他の年齢層よりも10％ポイント程度高い。いわゆる大企業からの定年退職者等

が多く含まれていることが示唆される。

　ただし、男女別に見ると、こうした大企業からの定年退職者が多いという特徴は主に男性

に当てはまる様子が窺える（男性60歳以上層では「1, 000人以上」が38. 0％に対し、女性60

歳以上層では17. 2％）。一方、女性では「官公営」の比率が7. 2％と、男性の2. 5％よりも 3

倍程度高い。

図表 2 - 3 - 6　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業の従業員数（択一回答）
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6．離職した企業での就業形態

　次に、離職した企業での就業形態について尋ねた結果を図表 2 - 3 - 7に示す。まず全体で

は「正社員」が58. 0％で最も多く、次いで「パートタイム・アルバイト」が21. 4％、「契約

社員」が12. 8％という状況であった。

　ただし、就業形態については性差が大きい。まず男性の場合は、全体で「正社員」が77. 2

％で、かつ全ての年齢層で「正社員」は 7 割を超えている。一方、女性では35歳未満の若年

層では「正社員」が61. 9％であるものの、35歳以上の 3 つの年齢層では 4 割前後の水準とな

り、代わって「パートタイム・アルバイト」が 3 ～ 4 割程度と比率を増している。

　なお、「その他」については30件の自由記述があり、 8 件が「臨時職員」、 8 件が「嘱託」、

といった状況であった。

図表 2 - 3 - 7　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業での就業形態（択一回答）
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7．離職した企業での職種

　続いて、離職した企業での職種について尋ねた結果を図表 2 - 3 - 8に示す。全体では「事

務的な仕事」が28. 7％で最も多く、次いで「専門的・技術的な仕事」が20. 2％となっている。

　ただし、「事務的な仕事」については女性において40. 9％と圧倒的多数を占める一方で、

男性では10. 3％と、大きな性差が見られる。さらに、「管理的な仕事」については男性では

16. 2％が、特に50歳以降の 2 つの年齢層では 2 割超となっている一方で、女性の場合は年齢

層に関わらず 2 ％未満の水準となっており、やはり性差が大きい。

図表 2 - 3 - 8　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業での職種（択一回答）

8．離職した企業の業種

　次に、離職した企業の業種について回答結果を図表 2 - 3 - 9 に示す。全体では「製造業」

が23. 7％で最多であり、この他10％を超えていた業種として「医療、福祉」（15. 1％）、「卸

売業、小売業」（11. 9％）があった。

　ただし、「製造業」については、男性では全ての年齢層で 3 割超と比率が高い一方、女性

では 2 割前後と、性差が見られた。逆に「医療、福祉」に関しては女性で22. 3％に対し、男

性では4. 2％に留まっている。それ以外の業種に関しては、さほど大きな違いは見られなか

った。
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図表 2 - 3 - 9　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業の業種（択一回答）

9．離職した企業における雇用期間の定め、及びフルタイム勤務の状況

　続いて、離職した企業における雇用期間の定めの有無、及びフルタイム勤務の状況につい

て回答結果を図表 2 - 3 -10に示す。全体では、雇用期間の定めが「なし」であった人は59. 2

％であり過半数を占める。また「フルタイム」勤務であった人は84. 3％であり、大部分の離

職者は離職前にフルタイム勤務であったことが分かる。

　一方、年齢層別に見ると、60歳未満の 3 つの年齢層では離職前に雇用期間の定めが「な

し」であった人が 6 割超であるのに対し、60歳以上層では47. 2％と低くなっている。特に男

性の場合は、60歳未満の 3 つの年齢層では 7 割超が雇用期間の定めが「なし」であったが、

60歳以上層では47. 7％と20％ポイント以上の差が見られる10。

　次に、主に女性の回答に焦点を当てると、雇用期間の定めに関しては35～49歳の中年層、

50～59歳層で男性よりも15％ポイント程度低い。一方、「フルタイム」の該当者比率は、35

10 ただし、前掲の図表 2 - 3 - 7 で見たように、60歳以上の高齢層では前職の雇用形態が「正社員」であった人が
76. 1％で、他の年齢層と遜色ない水準であった。また、図表 2 - 3 -10でも「フルタイム」勤務であった人の比
率は83. 8％と、決して低いわけではない。フルタイムで、正社員として働いていたにも関わらず、「雇用期間
の定めがあった」と回答している60歳以上層の回答者が多いのはなぜなのか。

 　この点について本章筆者としては、おそらく60歳で定年退職した人が、雇用期間の定め「あり」であったと
回答してしまっているものと解釈している。というのも、「正社員」として「10年以上」働いていた企業を、

「定年・契約期間満了」を理由に離職した「60歳以上」の回答者158名について、「雇用期間の定め」の設問へ
の回答状況を確認したところ、51. 9％が離職前に「雇用期間の定め『あり』」であったと回答してしまってい
るためである。

 　なお、調査票上では「雇用期間の定めはありましたか。（いずれか 1 つに○をつけてください。ただし、定
年は除きます。）」と、定年退職は「あり」に含まれない旨を付記していたが、「ただし、定年は除きます」と
いう文言は、やや分かりにくかった可能性がある。たとえばより具体的に「ただし、定年退職された方は「な
し」に○をつけてください。」等、文言を工夫する余地があった。この点は本調査シリーズの以後の集計・分
析時に留意の上、今後同種の調査を行う際の課題としたい。
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歳未満層は89. 8％と高い一方で、35歳以上の 3 つの年齢層では 7 ～ 8 割程度と若干低くなっ

ている。これは、育児等をしながらパートタイム勤務をしていた人が女性では一定数いたた

めと考えられる。

図表 2 - 3 -10　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業で、雇用期間の定めが「なし」 

であった人、ならびに「フルタイム」勤務であった人の比率（いずれも択一回答）

※「該当者比率」は、それぞれ有効回答内での比率を表す。

※無回答率は、雇用期間の定めについて2. 4%、フルタイム勤務について0. 8%であった。

※「フルタイム」について、もう１つの選択肢の文言は「短時間または短日数」であった。

10．離職した企業での給与月額

　本節の最後に、離職した企業での給与月額（税込み）について実数記入方式で回答を求め

た結果を図表 2 - 3 -11に示す11,12。全体では、「10万円以上20万円未満」が40. 5％で最も多く、

次いで「20万円以上30万円未満」が26. 5％で多かった。全体の平均値は、22. 1万円である。

ただし、標準偏差が12. 8（万円）と大きいことからも分かるように、離職前の給与月額には

11 設問の正確な文言は以下の通りである。「離職した企業での給与は月額（税込み）いくらでしたか。実数を□
にご記入ください。例えば、月給が13万5, 000円の方は、四捨五入して14万円と回答してください。」：回答欄
「約□万円」

12 今回の調査では、本設問を含む月給関連の設問に対して、「103万円」「300万円」等、年収と思われる回答も見
られた。そこで本調査シリーズの執筆者間で協議の上、今回の調査では月給関連の回答について100万円を超
える回答は無回答処理することとした。したがって有効回答の範囲は上限100万円である点、および年収1200
万円を超えるような正しく「月給100万円以上」であった高所得層の回答が除外されている点に留意されたい。
ただし、一般論として自営業者や会社役員以外の雇用保険被保険者の中で年収1200万円を超える者は非常に少
ないため、データのバイアスはさほど大きくないものと考えられる。
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回答者の属性によって大きな違いが見られる。

　まず男性については、平均の給与月額は30. 0万円であるが、35歳未満層では「10万円以上

20万円未満」と「20万円以上30万円未満」の合計で86. 3％を占める。一方、同 2 カテゴリの

合計比率は、35～49歳の中年層では66. 5％に、50～59歳の50代層では45. 5％に低下し、60歳

以上の高齢層では40. 0％と横ばいになっている。その分、「30万円以上40万円未満」と「40

万円以上」の合計は35～49歳で33. 5％、50～59歳で52. 5％と上昇し、やはり60歳以上では

55. 5％と横ばいになっている。平均値で見ても、50～59歳までは上昇し、60歳以上では横ば

い、という状況が読み取れる。

　これに対して女性では、給与月額の平均値は加齢に伴う上昇は見られず、ほぼ17万円前後

となっている。ただし、平均値が同じでも標準偏差は年齢層が高いほど上がっており、個人

差が広がっていく様子が窺える。実際にカテゴリ別で見てみると、まず35歳未満の若年層で

は「10万円以上20万円未満」が62. 2％、「20万円以上30万円未満」が26. 6％で、合計88. 8％

がこの 2 つの区分に該当しており、分散は小さい。一方、35歳以上の 3 つの年齢区分では、

これら 2 つの区分の合計比率は低下し、その分、「10万円未満」の比率が高くなっている。

このため、確かに30万円以上の高所得者も加齢に伴い若干の増加が見られるものの、平均値

としては17万円程度に留まる結果となっている。

図表 2 - 3 -11　雇用保険の受給資格取得時に離職した企業での給与月額（実数記入；税込み）
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第 4節　雇用保険の受給資格取得時の求職活動

　本節では、雇用保険（失業給付基本手当）を受給している期間の求職活動に関する調査結

果を報告する。

1 ．再就職時期に関する受給期間中の意識

　まず、再就職時期に関する受給期間中の意識について、回答状況を図表 2 - 4 - 1に示す。

全体では「受給終了時期にかかわらず、一刻も早く就職したいと考えていた」（以下、「一刻

も早く」）という最も切迫感のある回答が32. 7％で最多であったが、「じっくり仕事を探し、

受給終了の前後で就職できればよいと考えていた」（以下、「じっくり受給終了前後で」）と

いう人も32. 3％とほぼ同じ比率であった。その他、「受給終了時期までに就職したいと考え

ていた」（以下、「受給終了時までに」）という人も22. 2％いた。

　ただし、この設問については性差と年代差が大きい。まず男性の場合は、60歳未満の 3 つ

の年齢層では「一刻も早く」が 5 割前後を占め最多であったが、60歳以上の高齢層では同比

率は21. 4％に低下し、代わって「じっくり受給終了前後で」や、「できるだけ受給終了した

後に就職したいと考えていた」（以下、「受給終了後に」）の比率がそれぞれ12％ポイント程

度増加していた。

　一方、女性の場合には、35歳前後での変化と60歳前後での違いが見られる。まず35歳未満

の若年層の場合は、最も多かったのは「じっくり受給終了前後で」の39. 2％であり、「一刻

も早く」の22. 7％を大きく上回っていた。これはおそらく、この年齢層での離職には結婚・

出産・子育て等の理由が含まれているため、配偶者の収入を前提として切迫感が弱い傾向が

見られたと考えられる。

　これに対して35～49歳の中年層や50～59歳の50代層では、「一刻も早く」が 3 割超を占め、

わずかではあるが「じっくり受給終了前後で」を上回っている。35歳未満と比べると、再就

職への切迫感がやや強い人が多い様子が窺える。

　一方、60歳以上の高齢層となると、再び「一刻も早く」の比率は12. 8％まで大きく低下し、

代わって「じっくり受給終了前後で」が 8 ％ポイント程度、「受給終了後に」が14％ポイン

ト程度増加している。したがって、男性と同じく、60歳を節目に再就職への切迫感が低い人

が受給者の中に多くなるものと解釈できる。
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図表 2 - 4 - 1　再就職時期に関する受給期間中の意識（択一回答）

2．受給期間中、および受給終了後の再就職状況

　次に、受給期間中、および受給終了後に再就職先が見つかったかどうかを尋ねた結果を図

表 2 - 4 - 2に示す。まず全体では、受給期間中に再就職先が「見つからなかった」人が56. 1

％と過半数を占めた。そのうち、受給終了後にも再就職先が「見つからなかった」人が43. 0

％であり、おおよそ 4 人に 1 人程度は仕事が見つからないままであったことになる。

　年齢層別に見ると、60歳未満の 3 つの年齢層では、概ね全体傾向と同じ状況であった。し

かし60歳以上の高齢層については、受給中に再就職先が「見つからなかった」人が72. 8％に

のぼり、そのうち受給終了後にも再就職先が「見つからなかった」人が60. 6％で、約 4 割の

人が仕事が見つからないままという状況であった。

　以上の傾向は男女いずれにおいても見られているが、全般的に女性のほうが男性よりも再

就職先が見つからなかった人の比率が高く、60歳以上層では全体の半数以上が仕事が見つか

らないままとなっている。
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図表 2 - 4 - 2　受給期間中、および受給終了後の再就職状況（択一回答）

※受給終了後の状況は、受給期間中に就職先が「見つからなかった」人全体を100％とした時の比率を表す。

3．受給期間中に再就職先が見つからなかった理由（受給終了後に再就職できた人対象）

　続いて、上述の設問で受給終了後に再就職先が「見つかった」人を対象として、受給期間

中には再就職先を見つけられなかった理由を尋ねた結果を図表 2 - 4 - 3に示す。全体で最も

多かったのは「雇用保険の受給終了までの就職にこだわらず、自分に合う仕事をじっくり探

したかったため」（以下、「じっくり探したかった」）の40. 5％であった。これに対し、「熱心

に求職活動を行っていたが（月 1 回以上の求人面接への応募）、就職に結びつかなかったた

め」（以下、「熱心な求職活動をするも実らず」）も27. 0％と少なくはないが、「じっくり探し

たかった」よりは低い比率であった。したがって、受給終了後に再就職できている人たちの

中には、「不本意ながら、再就職までに受給期間以上の時間がかかってしまった」というよ

りは、「もともと受給期間にこだわらず、じっくり仕事を探していて、結果的に受給期間を

超えて再就職した」という人のほうが多かったということになる。

　一方、年齢層別に見てみると、全ての区分で「じっくり探したかった」が 4 割前後を占め

最多である点は共通だが、50～59歳の50代層では「熱心な求職活動をするも実らず」が32. 7

％とやや高く、逆に60歳以上の高齢層では同比率が22. 7％とやや低い。また、60歳以上層で

は「年金を受給できる状況であったため」が6. 7％を占めている点にも注意が必要である。

　男女別に見ると、概ね全体傾向としては一貫しているが、女性の場合は「熱心な求職活動

をするも実らず」の比率がやや低く、その分、50歳未満の 2 つの年齢層では「妊娠・出産・

育児のため」が、50歳以上の 2 つの年齢層では「介護のため」が比率を増している点が注目
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される。

　なお、「その他」について自由記述は29件あり、「条件が合わなかった」が 8 件、「体調不

良」が 5 件、「年齢のために募集・採用がなかった」が 4 件といった状況だった13。

図表 2 - 4 - 3　受給期間中に再就職先が見つからなかった理由 

（択一回答；受給終了後に再就職先が見つかった人のみ）

4 ．求職活動に費やした期間

　次に、どの程度の期間を求職活動に費やしたのかを「およそ[　　]ヶ月」という形で実数

記入式で回答を求めた結果を図表 2 - 4 - 4に示す。まず全体では、「 0 ～ 3 ヶ月」（90日以内

に該当）が39. 3％で最も多く、次いで「 4 ～ 6 ヶ月」（120～180日に該当）が26. 4％、「 7 ～

12ヶ月」（210～360日に該当）が18. 8％という状況であった。平均値も6. 0ヶ月となっており、

大部分の人は 1 年以内の求職活動期間であったことになる。

　ただし、35歳未満の若年層では「 0 ～ 3 ヶ月」の比率が49. 6％とほぼ半数を占める一方、

その比率は年齢層区分が上がるごとに約 5 ％ポイントずつ低下し、60歳以上の高齢層では

28. 3％となっている。その減少分、35～49歳層と50～59歳層では「 7 ～12ヶ月」の比率が、

60歳以上層ではこれに加え「 4 ～ 6 ヶ月」の比率が増加しており、平均値で見ても求職活動

13 なお待機児童問題とも関連して、「保育園に入所できなかったため」との回答も 1 件見られた。
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の加齢に伴う長期化傾向は明らかである。また、上述の傾向は、多少の違いはあるものの、

概ね男性・女性を問わず見られる。

　一方、ここで求職活動期間が13ヶ月以上であったという人の比率に注目すると、必ずしも

高齢層において明確に上昇傾向が見られない。所定給付日数の上限が12ヶ月（360日）であ

ることで、あたかも天井効果が発生しているようにも見受けられる。そこで、前述の設問で

尋ねた回答者自身の所定給付日数を30日区分で月数に変換し、その月数を超えて求職活動を

行っていた人を「受給期間超過者比率」として算出したところ、全体では36. 1％、すなわち

3 人に 1 人程度が該当していた。そして、興味深いことに、その比率は年齢層間の差はほと

んど見られなかった。つまり、見かけ上は高齢層になるほど求職期間が増加しているものの、

「所定給付日数以内でのみ求職活動をした人の比率」という観点では若年層も高齢層も違い

が見られなかったのである。

　ただし、超過者に該当しない「求職活動が所定給付日数以内であった人」には、実際には

「所定給付日数以内に再就職できた人」と「所定給付日数以内に再就職できず、求職活動自

体を断念した人」が混在している。図表 2 - 4 - 2 で高齢層では「最終的に、再就職できなか

った人」の比率が高かったことも踏まえると、受給期間超過者比率が同じとは言っても、実

際には若年層では「期間内に再就職できた人」が多く、高齢層では「期間内に再就職できず、

諦めた」人が比較的多いと考えられる点に注意が必要である。

図表 2 - 4 - 4　雇用保険の受給資格取得に際して、 

求職活動に費やした期間（実数記入）と受給期間超過者比率（追加集計）

※「 0 ～ 3 ヶ月」が概ね所定給付日数の「90日」に、「 4 ～ 6 ヶ月」が「120～180日」に、「 7 ～12ヶ月」が「210

～360日」に対応する。なお13ヶ月以上は、被保険者期間や障害有無等に関わらず、確実に所定給付日数を超

過して求職活動をしていたことになる。

※「受給期間超過者比率」は、求職活動期間が回答者自身の所定給付日数を確実に超過しているケースの比率を表す。

　例：所定給付日数「90日」かつ求職期間「 3 ヶ月」は、超過者に該当せず。所定給付日数「90日」かつ求職期

間「 4 ヶ月」は、超過者に該当。
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5．応募書類提出企業数、面接を受けた企業数

　続いて、求職期間中に応募書類を提出した企業数を図表 2 - 4 - 5に、面接を受けた企業数

についての調査結果を図表 2 - 4 - 6に示す。まず応募書類提出企業数については、全体で最

も多かったのは「 1 社以上 5 社未満」の46. 8％であった。これと、「 5 社以上10社未満」の

12. 7％を合わせて、約 6 割の人が10社未満の範囲で応募書類を提出している。一方、「 0 社」

との回答も20. 9％いる。

　ただし、この設問については60歳未満の 3 つの年齢層と、60歳以上の高齢層の間で大きく

状況が異なる。まず60歳未満の 3 つの年齢層では、概ね半数程度の人が「 1 社以上 5 社未

満」に該当し、「 0 社」は15％前後に留まっている。一方、60歳以上の高齢層では「 0 社」

が36. 2％と極めて高い14。 3 人に 1 人程度は、1 度も応募書類を提出していないことになる15。

　また、男女別に見ると、男性の平均値は6. 5社で、女性（3. 6社）の倍近く多かった。特に

35～49歳層、50～59歳層では男性の平均が 9 社を超える一方、女性の平均値は 4 社以下であ

り、大きな差が見られる。全体的に男性のほうが提出企業数が多いこともあるが、「100社以

上」が一定数いるために平均値が大きく引き上げられている側面もある。

　次に、面接を受けた企業数について見てみると、約 6 割が「 1 社以上 5 社未満」に集中し

ていた。一方で、約 2 割が「 0 社」と回答しているが、やや意外なことに、応募書類提出企

業数の「 0 社」比率と大きな違いは見られなかった。応募はしたが面接には呼ばれなかった、

という人が一定数いれば、面接を受けた企業数「 0 社」の比率は応募書類提出企業数「 0

社」よりも高くなるはずだが、そうした人はあまりいなかったということかもしれない。

　なお、60歳未満の 3 つの年齢層と比べて60歳以上の高齢層では「 0 社」比率が高いという

傾向は、応募書類提出企業数と同じ傾向が見られている。

14 なお、60歳以上の高齢層では無回答比率も高いため、有効回答に限定すれば「 0 社」比率はさらに高いことに
なる。

15 ただしこのことは、直ちに「高齢の受給者は求職活動を行っていない」ということにはならない。なぜなら、
一般論として高齢者の求職活動では親戚知人等の縁故によって職探しをするケースも多いと考えられるためで
ある。
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図表 2 - 4 - 5　求職期間中の応募書類提出企業数（実数記入）

図表 2 - 4 - 6　求職期間中に面接を受けた企業数（実数記入）

6．応募・面接が最も多かった時期

　続いて、応募・面接が最も多かった時期について尋ねた結果を図表 2 - 4 - 7に示す。本設

問の狙いは、応募・面接の経験者が、どのタイミングで求職活動を本格的に実施していたの

かを知ることであった。そこで、この図表では「企業へ応募はしなかった」と「無回答」に

ついては全回答者に占める比率を示す一方、具体的な最多時期のタイミングについて言及し

ている 4 つのカテゴリについては、「企業へ応募はしなかった」と「無回答」を除く「応

募・面接経験者内での比率」を示している。

　さて、まず全体では、「給付制限期間中」「所定給付日数の前半」「所定給付日数の後半」

「雇用保険の受給終了後」の 4 カテゴリにほぼ均等に回答が分散していた。一方、年齢層別

に見ると、若い年齢層ほど「給付制限期間中」や「所定給付日数の前半」の比率が高く、逆
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に高齢層になるほど「所定給付日数の後半」や「雇用保険終了後」の比率が高い様子が窺え

る。特に60歳以上の高齢層では、「雇用保険終了後」が30. 6％と高い。

　男女別に見ると、男性のほうが女性よりも「給付制限期間中」や「所定給付日数の前半」

といった早めのタイミングの比率が高く、逆に「所定給付日数の後半」や「雇用保険の受給

終了後」といった遅めのタイミングの比率は女性のほうが高かった。

図表 2 - 4 - 7　求職期間中で応募・面接が最も多かった時期（択一回答）

※「企業へ応募はしなかった」と「無回答」は各層の該当者数に対する比率を表す。

※それ以外の 4 項目は、「企業へ応募はしなかった」と「無回答」を除く回答者に占める比率を表す。

7．給付制限期間中の応募書類提出企業数、面接を受けた企業数（自己都合離職者対象）

　次に、前掲の図表 2 - 3 - 1 で離職理由として「会社からではなく自己の希望や都合によ

る」（「自己都合」）を選択した人を対象に、給付制限期間（ 3 ヶ月間）の応募書類提出企業

数、および面接を受けた企業数を尋ねた結果を図表 2 - 4 - 8、図表 2 - 4 - 9に示す。まず応

募書類提出企業数については、「 0 社」が43. 8％と多いが、一方で半数近くの人は給付制限

期間中に 1 社以上の応募書類を提出しており、平均値は1. 8社である。この全体傾向は、面

接を受けた企業数にも共通しており、「 0 社」が46. 0％、平均値は0. 9社である。

　一方、年齢層別では60歳未満の 3 層と60歳以上の高齢層で大きな違いが見られ、60歳以上

に関しては「 0 社」が応募書類提出企業数で61. 1％、面接を受けた企業数で57. 7％と多くな

っている点が特徴的である。
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図表 2 - 4 - 8　給付制限期間中の応募書類提出企業数（実数記入；「自己都合」での離職者対象）

図表 2 - 4 - 9　給付制限期間中に面接を受けた企業数（実数記入；「自己都合」での離職者対象）

8．希望していた就業形態

　続いて、求職活動中に希望していた就業形態について尋ねた結果を図表 2 - 4 -10に示す。

全体では「正社員」を希望していた人が47. 2％、「パートタイム・アルバイト」が34. 4％で、

この 2 つのカテゴリーで 8 割超を占めていた。ただし、男性60歳未満の 3 層と女性の50歳未

満の 2 層では「正社員」が最も多い一方で、男性60歳以上層、および女性の50歳以上の 2 層

では「パートタイム・アルバイト」が最も多く、性別と年齢の交互作用によって希望する就

業形態は大きく左右されている様子が窺える。また、「契約社員」について、男性60歳以上

層でのみ21. 1％と、有力な選択肢と見なされている。

　なお、「その他」の具体的記述は12件のみあり、「何でも」「こだわらない」という趣旨の
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記述が 5 件、自営業が 3 件といった状況だった。

図表 2 - 4 -10　求職期間中に希望していた就業形態（択一回答）

9．求職活動開始時、および再就職直前・受給終了直前時の留保賃金

　次に、「求職活動を開始したころ」、および「再就職直前もしくは受給終了直前」において、

「これ以上でないと再就職したくないと考えていた最低の給与月額（税込み）」、いわゆる留

保賃金を尋ねた結果を図表 2 - 4 -11、図表 2 - 4 -12に示す。まず求職活動開始時については、

全体では「10万円以上20万円未満」が39. 5％で最も多く、次に「20万円以上30万円未満」が

26. 2％と多かった。平均値は、17. 5万円という状況だった。

　ただし、本設問は性差が大きかった。まず男性の場合、35歳未満の若年層では「10万円以

上20万円未満」「20万円以上30万円未満」の 2 つのカテゴリーで 8 割超と大半を占めていた

が、35～49歳層、50～59歳層では「30万円以上」の希望が急増し、60歳以上層になると再び

「10万円以上20万円未満」と「20万円以上30万円未満」の比率が高まる、という台形型の分

布となっている。平均値で見ても、中年層や50代層が最も留保賃金は高い。

　一方、女性の場合は「10万円未満」が全体で21. 0％と少なくなく、留保賃金の平均値も男

性よりも 8 万円程度低く、全体で14. 3万円となっている。また、その希望水準は35～49歳層

で若干高くなるものの、男性と比べると変化量は小さく、60歳以上層が11. 8万円とやや低い

状況となっている。前掲の図表 2 - 4 -10でも見た通り、女性の場合はパートやアルバイト希

望者も多いため、このことが留保賃金にも反映されているものと考えられる。

　次に、再就職直前もしくは受給終了直前の留保賃金を見てみると、全体の分布傾向が求職

活動開始時と比べて 1 ～ 2 万円程度低くなり、全体平均が16. 2万円、男性平均20. 6万円、女
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性平均が13. 2万円という状況になっている。ただ、男性の場合は「30万円以上」の比率が 7

％ポイント程度低下しているものの「10万円未満」の比率は大きく変化しておらず、希望を

下げてはいても10万円未満は許容できないという人が多い様子が窺える。

図表 2 - 4 -11　求職活動開始時の留保賃金（実数記入）

図表 2 - 4 -12　再就職直前もしくは受給終了直前の留保賃金（実数記入）

　ここで、求職活動開始時の留保賃金を、再就職直前もしくは受給終了直前には下げていた
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人がどの程度の比率いたのかを集計してみたところ、図表 2 - 4 -13の結果となった。なおそ

の際、無回答が比較的多かったため、解釈の容易性を考えて無回答を除く有効回答における

比率を集計している。

　まず全体では、「変化なし」が 6 割程度を占めていたが、34. 0％が当初よりも留保賃金を

下げていた。最も多かったのは「 1 万円以上 5 万円未満」の低下幅であり、19. 5％が該当し

ていた。その結果、全体の平均値（上昇した人、変化なしの人を含む該当者全体での変動幅

の平均値）はマイナス1. 3万円という状況であった。

　年齢層別に見ると、まず35歳未満の若年層では「変化なし」が74. 8％と高く、「低下した

（合計）」という人は20. 8％に留まった。一方、35歳以上の 3 つの年齢層では「変化なし」の

比率が下がると同時に「低下した（合計）」の比率は上昇しており、平均値で見ると35～49

歳層でマイナス1. 1万円、50～59歳層でマイナス1. 5万円、60歳以上層でマイナス2. 0万円と

減少幅が拡大していた。

　性別間での違いとしては、上昇・変化なし・低下（合計）の比率にはさほど違いがないが、

低下幅の内訳を見ると女性では「 1 万円以上 5 万円未満」が23. 7％で比較的多い。平均値で

見ても、女性全体はマイナス0. 9万円と、男性全体のマイナス1. 8万円の半分程度となってい

る。ただしこれは「女性のほうが留保賃金を低下させない」というよりも、前掲の図表

2 - 4 -11、 2 - 4 -12で確認したとおり、「男性のほうが留保賃金がもともと高いため、相対

的に下落幅が大きくなる」と見なしたほうが良いと考えられる。

　なお、留保賃金に関しては第 4 章にて多変量解析を含む詳細な検討が行われているため、

そちらをご参照頂きたい。

図表 2 - 4 -13　求職活動を通しての留保賃金の変化状況（追加集計）
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10．求職申し込み時と再就職直前もしくは受給終了直前における希望労働条件の変化

　続いて、求職申し込み時と再就職直前もしくは受給終了直前において、希望する労働条件

9 項目を変えたかどうか、「変えなかった」「自分の都合で変えた」「現実をふまえて仕方な

く変えた」の 3 つから択一回答形式で尋ねた結果を順に報告する。

　まず、求職活動を通して希望条件を「変えなかった」の比率を図表 2 - 4 -14に示す。これ

は回答者にとって、「妥協しなかった条件」と見なすこともできるが、全体としては各項目

について概ね50％前後で横並びという状況だった。ただし、回答状況は性別と年齢層によっ

て大きく異なる。

　まず男性の場合、35歳未満の若年層、および35～49歳の中年層で妥協できない条件として

「フルタイムで就業」が 8 割超、「正社員で採用」が 7 割超と非常に高かった。また35歳未満

層では「所定労働時間の長さ」も 7 割を超えており、「給与」も 7 割弱が「変えなかった」

と回答している。50歳未満の回答者は、「フルタイム正社員として、安定的にまとまった就

労がしたい」という希望を曲げない人が多い様子が窺える。

　これに対して男性の50～59歳層では、依然として「フルタイムで就業」が68. 5％と高い水

準であるものの、「正社員で採用」は57. 0％と、50歳未満の 2 つの年齢層よりも柔軟性が見

られる。さらに60歳以上層では、 9 項目全般にわたって条件面で当初よりも妥協したという

人が多くなっており、「変えなかった」の比率が50％を超えていたのは「週末（土・日曜日）

に休みが取れること」のみであった。

　一方、女性の35歳未満層では、男性同様「フルタイムで就業」（72. 4％）、「所定労働時間

の長さ」（74. 1％）を妥協しない点は男性の同年代と共通だが、「週末（土・日曜日）に休み

が取れること」（73. 1％）と「企業規模」（70. 3％）が比較的高く、また「正社員で採用」は

54. 9％と男性より18％ポイント程度低い。

　これに対して35歳以上の 3 つの年齢層については、年齢層が高いほど 9 項目全てにおいて

「変えなかった」の比率が低くなっており、60歳以上層では50％を上回る項目がなくなって

いた。年齢層が上がるほど希望労働条件を妥協する人が増えていく全体傾向は男性と共通だ

が、女性の場合には特に60歳以上で、当初の希望を変更した人が多かったと考えられる。
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図表 2 - 4 -14　求職活動を通して、希望する労働条件 9項目（いずれも択一回答）を 

「変えなかった」人の比率

※比率は全て、無回答を含む該当者全体に占める「変えなかった」人の比率を表す。

　次に、求職活動を通して当初希望していた労働条件を「自分の都合で変えた」人の比率を

図表 2 - 4 -15に示す。総じて、自己都合で希望労働条件を変化させた人は 1 割弱と少数派で

あるが、全てのセルを通して比較的比率が高く15％を超えていたものとして、男性35～49歳

層の「業種」（16. 7％）、「仕事の内容」（16. 3％）、「職種」（15. 8％）、女性35歳未満層の「正

社員で採用」（15. 7％）、女性50～59歳層の「正社員で採用」（15. 2％）、女性60歳以上層の

「フルタイムで就業」（15. 2％）があった。

　自己都合での希望労働条件の変化は、必ずしも「条件を下げる」ことを意味せず、解釈は

容易ではないが、男性35～49歳層ではいわゆる職種転換、業種転換を自主的に行っている人

がいること、女性の場合は「仕方なく」ではなく、自主的に正社員やフルタイムから希望を

変化させる人がいることが示唆されている。
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図表 2 - 4 -15　求職活動を通して、希望する労働条件 9項目（いずれも択一回答）を 

「自分の都合で変えた」人の比率

※比率は全て、無回答を含む該当者全体に占める「自分の都合で変えた」人の比率を表す。

　最後に、求職活動を通して希望する労働条件を「現実をふまえて仕方なく変えた」人の比

率を図表 2 - 4 -16に示す。なお、この選択肢に関しては、上述の自己都合とは異なり、「仕

方なく」という文脈が添えられていることからも「変えた」＝「妥協した」と見なせるケー

スがほとんどと考えられるため、以下の内容はその前提に基づくものとなっている。

　全体としては「給与」について仕方なく妥協したという人が35. 2％で最も多かった。これ

は男性全体（37. 3％）、女性全体（34. 0％）でも共通であった。ただし、その比率は50～59

歳層の41. 4％をピークとする山形となっており、特に男性35歳未満層では「仕事の内容」の

22. 9％と同水準となっている。給与面で妥協せざるを得なくなる人は、中高年層で多い様子

が窺える16。

　次に、「正社員で採用」の比率が全体で26. 2％と比較的高かった。中でも、男性の50歳以

16 なお、前掲の図表 2 - 4 -13「求職活動を通しての留保賃金の変化状況」で留保賃金が低下していたはずの人が、
本設問では希望給与額を「変えなかった」と回答していたり、逆に留保賃金の変化が無かったはずの人が、希
望給与額を自己都合または仕方なく「変えた」と回答していたりと、整合性が無いケースが346件見られた。本
来、希望給与額とは範囲を持った概念のはずであり、その下限となる留保賃金の変化の有無は希望給与額の変
化の有無と連動するはずである。この点について、本調査シリーズの執筆者間で協議した結果、（ 1 ）「変えた」
という人の中には、下限ではなく上限を変えたという人が一定数いたのではないか、（ 2 ）労働条件の 1 つとし
ての「給与」について、上限～下限の範囲という概念ではなく、「大きな比重を置く一定値の希望額」という
概念で回答していた人がいたのではないか、の 2 つの可能性が指摘された。上記（ 1 ）の具体例としては「 2
人目の子供が生まれたので、下限額は18万円から20万円まで上げざるをえなかった」といったケースが、また
上記（ 2 ）の具体例としては「仕方がないので求人情報を探す際の下限額は10万円まで下げたが、あくまで希
望額は15万円だった」といったケース、「家族を扶養するため最低15万円は譲れなかったが、当初の希望額30
万円というのは高望みしすぎだったので、20万円まで下げても良いと考えた」といったケースが考えられる。
しかし、この点について本調査のデータからは厳密に内訳を特定することはできず、今後同種の調査を行う際
の課題の 1 つとしたい。
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上の 2 つの年齢層、および女性の35～49歳層、50～59歳層においては 3 割程度が該当してお

り、当初の正社員希望を取り下げたという人がこれらの年齢層で多いことが示唆されている。

　以上の「給与」、「正社員で採用」以外の項目で、全体としては突出してはいないものの層

別で比率が30％を超えているセルとして、男性50～59歳層の「仕事の内容」（35. 5％）、「企

業規模」（35. 0％）、「週末（土・日曜日）に休みが取れること」（32. 5％）、「業種」（31. 0％）、

「職種」（30. 0％）があった。女性についても、50代層は全般的に妥協している項目の比率が

高いが、特に男性でその傾向が顕著と言える。これはおそらく、この年齢層の男性の場合は

労働市場の「現実」が純粋に厳しいことに加え、本人の当初の「理想」も高くなりがちであ

るため、理想と現実のギャップを埋めるような希望労働条件の修正が必要になるケースが多

いものと推測される。

図表 2 - 4 -16　求職活動を通して、希望する労働条件 9項目（いずれも択一回答）を 

「現実をふまえて仕方なく変えた」人の比率

11．職種転換・業種転換のために最も効果的な支援策

　次に、再就職に際して職種転換、及び業種転換が必要となったとき、最も効果が高いと思

われる支援策は何かについて、「その他」を含む10の選択肢から択一式で回答を求めた結果

を図表 2 - 4 -17、図表 2 - 4 -18に示す17。なお、「無回答」の比率が高い18こともあり、ここ

17 正確な調査票上の文言は、以下の通りである。「再就職に際して、職種や業種を転換しなければならないとし
た場合、業種・職種転換にはどのような支援策の効果が最も高いと思われますか。現在の考え方を教えてくだ
さい。」

18 無回答が多い理由の詳細は不明だが、おそらく、本設問は「もし転換しなければならないとしたら……」とい
う仮定を置いているために回答者の認知的負荷が高く、回答せずに飛ばしてしまった人が多かったのかもしれ
ない。
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では解釈しやすくするために「無回答」を除いた場合の各選択肢の比率を示している。

　まず職種転換（図表 2 - 4 -17）については、最も選択した人の比率が高かったのは「訓練

メニューの充実」の16. 6％であった。ただし、「職業適性検査の実施」が15. 2％、「会社・工

場の見学」が14. 2％、「ハローワークなどで求人情報を積極的に周知すること」が13. 8％と、

本設問に関しては回答が大きく分かれている。また、「特になし」との回答も15. 3％に及ぶ。

　性別間で違いが大きかった項目としては、「訓練メニューの充実」について、女性が全体

で19. 0％、35歳未満層と35～49歳層では 2 割超と、男性よりも高い様子が窺われた。

　この他、性別×年齢層別で個別に20％を超えているセルとしては、男性35歳未満層の「会

社・工場などの見学」（20. 0％）、「職業適性検査の実施」（20. 0％）、男性50～59歳層の「特

になし」（21. 1％）、男性60歳以上層の「特になし」（20. 0％）、女性35～49歳層の「職業適性

検査の実施」（20. 2％）、女性60歳以上層の「ハローワークなどで求人情報を積極的に周知す

ること」（21. 7％）、「特になし」（22. 5％）などがあった19。どちらかといえば、若年・中年

層では自己理解を深めたり、職場体験を重視する人が多い一方で、男女共に60歳以上層では

有効な支援策は無いと考えている人が多いこと、ただし女性60歳以上層についてはハローワ

ーク求人のニーズが比較的高いこと、などが示唆されたと言える。

　次に業種転換（図表 2 - 4 -18）について回答状況を見てみると、全体では「会社・工場な

どの見学」が20. 1％で最も多く選択されていた。上述の職種転換では、働く場所のイメージ

自体は比較的持ちやすかったのに対し、業種転換の場合にはそもそも働く場所や雰囲気が掴

みづらいこともあって、実地見学が重視される傾向にあるのかもしれない。また、具体的な

支援策の中では「ハローワークでの相談（カウンセリング）の充実」の13. 3％、「訓練メニ

ューの充実」の13. 1％が続いていたが、職種転換と同様、「特になし」も16. 9％と一定の比

率を占めていた。

　なお、業種転換については、特に男女間で差の大きい項目は見られない20。そこで、全体

の年齢層別で比較してみると、60歳未満の 3 つの年齢層では「会社・工場などの見学」が、

50歳未満の 2 つの年齢層では「訓練メニューの充実」が比較的高い水準であった。また、50

歳以上の 2 つの年齢層では「特になし」の比率が高い点については、職種転換と共通性が見

られている。

　なお、職種転換・業種転換に統一で回答欄を設けた「その他」の具体的内容については18

件の記述があり、知人の紹介等が 2 件見られたものの、ほとんどは個別具体的な意見・アイ

ディアであった。

19 なお、「20. 0％」という比率が不自然に多いように感じられるが、念のため確かめたところ有効回答数はそれ
ぞれ異なっており、全くの偶然であった。

20 強いて言えば、50～59歳層について、男性のほうが「特になし」の比率が10％ポイント程度高い。
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図表 2 - 4 -17　職種転換において最も効果的な支援策（択一回答）

図表 2 - 4 -18　業種転換において最も効果的な支援策（択一回答）
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12．求職活動の結果に関する満足度

　続いて、求職活動の結果に関する満足度を尋ねた結果を図表 2 - 4 -19に示す。なお、調査

票上は回答者にとって自然な配置となるよう、「満足」を 1 、「不満」を 5 として配置してい

たが、分析・解釈を行う上では満足度が高いほど高得点としたほうが理解しやすいため逆転

処理を行っている。図表 2 - 4 -19の平均値も逆転処理後の値であり、 3 を下回れば不満側に、

3 を上回れば満足側に位置すると解釈できる。

　まず全体では「どちらでもない」が43. 1％で最も高かった。その上で、「満足」と「やや

満足」が合計で34. 2％、「不満」と「やや不満」が合計で17. 6％と、どちらかといえば満足

している人のほうが多いことが分かった。このため平均値も、 3 をわずかに上回り3. 2とな

っている。

　ただし、年齢層別で見ると、35歳未満層では「満足」と「やや満足」の合計が43. 7％に及

び平均値も3. 4である一方、それ以降、年齢層が高いほど同比率は低くなっており、平均値

も50歳以上の 2 つの層では3. 1となっている。この傾向は特に女性において顕著で、35歳未

満層では「満足」と「やや満足」の合計が43. 0％に及ぶ一方、同比率は60歳以上層では22. 0

％まで落ち込んでいる21。ただし、女性60歳以上層でも「不満」「やや不満」の比率が高いか

といえばそうとも言えず、「どちらでもない」や「無回答」が他の層より高くなっていると

いう状況だった。

図表 2 - 4 -19　求職活動の結果に関する満足度（択一回答）

※「平均値」の算出にあたっては、「満足」を 5 点、「やや満足」を 4 点、「どちらでもない」を 3 点、「やや

不満」を 2 点、「不満」を 1 点とした。 3 を下回れば不満側に、 3 を上回れば満足側に位置すると解釈で

きる。以下、同設問について同じ。

21 ただし、女性の60歳以上層では無回答率が高いため、有効回答内で見れば、満足している人の比率は図表中の
数値よりも若干高くなる。



－ 41 －

13．求職活動を行う前の転職経験の有無と、転職回数

　本節の最後に、求職活動を行う前の転職経験の有無、ならびに転職経験が有る場合の転職

回数を尋ねた結果を図表 2 - 4 -20に示す。全体では、求職活動前に既に転職経験があったと

いう人は58. 9％で、過半数を占めていた。また、経験があった人の中での平均転職回数は

2. 9回であった。

　ただし、年齢層別で見ると、35～49歳の中年層で73. 8％と突出して高く、また50～59歳層

も66. 9％と高い水準であった。一方、35歳未満層と60歳以上層はいずれも50％を切っている。

この傾向は、男女でほぼ共通していた22。60歳以上で雇用保険の受給資格を取得する人には、

定年まで一つの企業で勤めてきて、初めて再就職のための活動をするという人が一定数いる

様子が窺える。

図表 2 - 4 -20　求職活動を行う前の転職経験の有無（択一回答）と、転職回数（実数記入）

※出向・転籍は転職経験に含まないことが調査票上で明記されていた。

※転職回数の回答の最大値は21回であった。

第 5節　現在の就業状況

　本節では、現在（平成28年 5 月末時点）の就業状況について尋ねた結果を報告する。

1 ．現在の基本的な就業状況

　まず、基本的な現在の就業状況について尋ねた結果を図表 2 - 5 - 1に示す。全体では「週

22 なお、男女で35～49歳層、50～59歳層で「ある」の比率が同じ数値でやや不自然に感じられるが、確認したと
ころ全くの偶然であった。
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20時間以上の雇用労働をしている（公務員・自営業を除く）」（以下、「週20時間以上雇用労

働」）が55. 5％で、過半数を占めていた23。一方、「就業していない」人も26. 0％いた。

　ただし、本設問については60歳未満の 3 つの層と60歳以上層で大きな違いが見られる。男

性、女性ともに、60歳未満の 3 つの層では「週20時間以上雇用労働」が 6 ～ 8 割を占め最も

多いが、60歳以上層では「就業していない」の比率が 4 割を超え最も多くなっている。これ

は、前節までにも見てきたように、この年齢層では労働市場の厳しさに加えて、年金受給開

始等の要因のために再就職自体を諦める人が一定数いた可能性を示唆するものと言える。

　なお、「その他」の具体的記述は36件あり、産休・育休中が 7 件、季節労働や短期不定期

のパート・アルバイトが 5 件といった状況であった。

図表 2 - 5 - 1　現在（平成28年 5月時点）の基本的な就業状況（択一回答）

2 ．現在、週20時間未満の雇用労働をしている人、および就業していない人の状況

　次に、前項の設問で「週20時間未満の雇用労働をしている（公務員・自営業を除く）」、も

しくは「就業していない」と回答した801名を対象に、いくつかの踏み込んだ質問を行った

結果を本項にて順に報告する。

（ 1 ）　受給終了時から現在までの就業経験の有無

　まず、雇用保険（失業給付基本手当）の受給終了時（基本手当の受給終了前に再就職した

23 雇用労働について週20時間以上と未満を区別する理由は、雇用保険の適用要件の 1 つが「 1 週間当たりの所定
労働時間が20時間以上であること」とされているためである。
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場合は、その再就職したとき）から現在（平成28年 5 月末日時点）までの就業経験の有無を

複数回答にて尋ねた結果を、図表 2 - 5 - 2に示す。現在だけでなく、受給終了時から「一度

も就業していない」人は45. 4％で、半数に迫る比率であった。一方、「週20時間以上の雇用

労働をしたことがある（公務員・自営業を除く）」（以下「週20時間以上の雇用労働」）は

20. 8％いた。また「週20時間未満の就業をしたことがある」（以下「週20時間未満の就業」）

は29. 2％という状況であった。

　ただし、本設問については、性別間で大きな差が見られる。まず男性の場合は、35歳未満

層、および35～49歳層で「週20時間以上の雇用労働」を受給終了後に行ったことがあるとい

う人がそれぞれ33. 3％、46. 4％と高かった。これに対して女性の場合は、50歳未満の 2 つの

年齢層については男性よりも「週20時間以上の雇用労働」の就業経験者の比率は低いものの、

50～59歳層については30. 3％と、男性の同年齢層の7. 1％を大きく上回っていた。

　この他、性別間の違いとして、男性では「一度も就業していない」の比率が全体で56. 3％

と比較的高く、一方、女性の場合は「週20時間未満の就業をしたことがある」の比率が全体

で33. 8％と比較的高い。

　なお、「その他」の具体的記述は36件あり、不定期のアルバイト等が 7 件、産休・育休が

7 件といった状況であった。

図表 2 - 5 - 2　受給終了後から現在までの就業経験の有無 

（複数回答；現在週20時間未満の雇用労働をしている人と、現在就業していない人を対象）

※複数回答の場合の「無回答」は、全ての項目に無回答であったケースを表す。以下同じ。
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（ 2）　週20時間未満の就業を辞めた理由（辞めた人のみ対象）

　次に、上記の図表 2 - 5 - 2 の設問で、「週20時間未満の就業をしたことがある」と回答し、

かつ、既にその仕事を辞めた人を対象に、辞めた理由について択一式で回答を求めた結果を

図表 2 - 5 - 3に示す。無回答率が高いが、これはその仕事を「辞めていない」という人が含

まれているためと考えられる。

　全体で見ると、「会社からではなく自己の希望や都合による」（以下、「自己都合」）が47. 0

％で最も多く、有効回答の大半を占めている。またこの傾向は、男性全体でも43. 1％、女性

全体でも47. 8％と変わらなかった。したがって、受給終了から現在までに週20時間未満の就

業を経験しながら辞めてしまった人は、大半が自己都合であったことが示唆される。ただし、

男性については13. 7％が「定年・契約期間満了」と回答しており、女性と比べて多い点にも

注意が必要である。

　なお、年齢層ごとの違いに関しては、本設問では有効回答が少なくなりすぎるため詳しく

検討しない。「その他」の具体的記述については 3 件あり、うち 2 件は出産のため、となっ

ていた。

図表 2 - 5 - 3　週20時間未満の就業を辞めた理由 

（択一回答；受給終了後から現在までに週20時間未満の就業を経験し、既に辞めた人を対象）

（ 3）　週20時間未満の就業を自己都合で辞めた人の詳細な理由（該当者のみ対象）

　続いて、上記の図表 2 - 5 - 3 で「自己都合」と回答した人を対象に、さらに具体的な理由

を尋ねた結果を図表 2 - 5 - 4に示す。該当者数自体が非常に限られているため、ここでは全

体の傾向を中心に概観すると、最も多かったのは「出産・育児のため」の20. 9％であり、そ

の全てが、女性の回答者（全体で26. 4％）によるものだった。次に多かったのは「職場の人
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間関係がうまくいかなかったため」の15. 5％であり、これは男性全体（18. 2％）、女性全体

（14. 9％）のいずれにおいても高かった。この他、「病気・けがのため」と「その他」が10. 0

％、「介護のため」が9. 1％といった状況であった。ただし、「病気・けがのため」は男性の

ほうが10％ポイント程度高く、逆に「介護のため」や「その他」は女性のほうがそれぞれ 5

％ポイント程度高かった。また、男性60歳以上層に限っては「年金を受給できる状況となっ

たため」が15. 4％と高かった。

　ただし、繰り返しとなるが、本設問は該当者の総数が非常に限られているため、得られた

知見の一般化可能性は差し引いて考えなければならないと言える。

　なお、「その他」の具体的記述は 8 件あり、夫の転職・転勤が 2 件、パワハラ・同僚トラ

ブルが 2 件、といった状況であった。

図表 2 - 5 - 4　週20時間未満の就業を「自己都合」で辞めた人の具体的な理由（択一回答； 

受給終了後から現在までに週20時間未満の就業を経験し、「自己都合」で既に辞めた人を対象）

（ 4）　現在の具体的な生計維持手段

　次に、現在週20時間未満の就業をしている、もしくは現在就業していない人を対象に、現

在の具体的な生計維持手段を尋ねた結果を図表 2 - 5 - 5 に示す。全体で最も多かったのは
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「配偶者や親などの収入に依存している」（以下「配偶者や親に依存」）の42. 9％で、次に多

かったのが「年金を受給している」（以下「年金受給」）の28. 8％であった。

　ただし、本設問については性別間、年齢層間で大きく回答状況が異なる。まず男性に絞っ

て見てみると、35歳未満層では「配偶者や親に依存」が40. 0％で、最多となっている。一方

で、「特に稼いでいないが、蓄えがあり当面生活していくことは可能である」（以下「蓄えで

生活」）も26. 7％と少なくない。これはおそらく、一度は新卒の形で正社員としてまとまっ

た収入があった人が、離職後に貯蓄を切り崩しつつ生活しているものと考えられる。この他、

男性35歳未満層では「雇用保険（失業保険）の基本手当」（以下「失業保険」）も20. 0％と高

い。

　次に男性35～49歳層については、一転して「配偶者や親に依存」の比率が低下し、逆に

「アルバイトなど雇用保険適用外の仕事に依存している」（以下「アルバイト等」）が35. 7％

と多くなっている。この世代では、一般的には親への依存が難しくなると考えられるため、

その分アルバイト等で生計を立てている人が増えるものと推測される。なお、この年齢層で

も「蓄えで生活」が21. 4％を占めている。

　続いて男性50～59歳層では、「蓄えで生活」が40. 5％と非常に多くなっている。この層で

雇用保険の適用となるような仕事をしていない人には、離職前に特に高収入で、十分な蓄え

を作ってから早めに引退しているケース、資産運用などで生活できるケースなどが増えてい

るものと考えられる。また、やや意外なことに、「配偶者や親に依存」も23. 8％と高い。

　男性の最後に60歳以上層を見て見ると、「年金受給」が75. 6％と非常に多くなっている。

この年齢層の傾向としては、ごく自然な結果と言える24。

　次に女性に絞って年齢層ごとに回答を見ていくと、まず35歳未満層では「配偶者や親に依

存」が80. 6％と圧倒的多数を占めている。既婚者の専業主婦や、未婚者の実家暮らしなど、

いずれにせよ女性の若年層ではこの区分に該当する人が多いと考えられる。

　続いて女性の35～49歳層、に注目すると、依然として「配偶者や親に依存」の比率が70. 5

％で突出しているが、「アルバイト等」も12. 7％となっている。この傾向は、基本的には女

性の50～59歳層にも共通して見られ、女性の中年層、50代では若年層よりもやや配偶者や親

への依存傾向が弱まると考えられる。

　最後に女性の60歳以上層では、「配偶者や親に依存」が28. 4％と相対的に見て低くなって

いる。これは、この年代の女性の場合は配偶者や親と死別しているケースも増えてくるため

と考えられる。こうした人々の生計維持手段としては、何といっても「年金受給」が53. 7％

と多数を占めており、他の区分は多くても 5 ％前後となっている。

　なお、「その他」の具体的記述は14件あり、不動産収入が 4 件、農業が 3 件、傷病手当が

24 ここで、35～49歳層、50～59歳層で「年金」が 0 ％でないことに違和感を覚える読者もいると思われる。確か
に個人年金や障害年金が存在するため 0 ％ではないにせよ、男性35～49歳層で10. 7％というのは不自然と言え
る。この点について、今回のデータからは原因・内訳をはっきり特定することはできないが、可能性としては

「親の年金」というニュアンスであることなどが考えられる。
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2 件といった状況だった。

図表 2 - 5 - 5　現在の具体的な生計維持手段 

（択一回答； 現在週20時間未満の雇用労働をしている人と、現在就業していない人を対象）

（ 5）　求職者支援制度の利用経験、および利用しなかった理由 

　続いて、引き続き現在週20時間未満の就業をしている、もしくは現在就業していない人を

対象として、過去に求職者支援制度25を利用した経験があるか、もし無い場合にはその理由

を尋ねた結果を図表 2 - 5 - 6 に示す。まず全体では、「利用したことがある」人は12. 1％に

留まり、「利用したことはない」人が84. 6％と大半を占めていた。また、性別・年齢層別に

見ると、男性35～49歳層、女性35歳未満層、女性35～49歳層は「利用したことがある」が15

％を超えており、比較的利用者が多い様子が窺われる。

　次に利用経験が無い理由を見てみると、全体では「求職者支援制度を知らなかった」が

26. 5％で最も多かった。特に男性の50歳未満の 2 つの年齢層では同回答の比率が50％を超え

ている。これらの層は該当者数が少ないため、一般化可能性は限定して見る必要があるが、

男性の若年・中年層を中心に制度自体の周知が重要である点が示唆される。

　一方、「（子育てなど家庭の事情や、病気・通学などの個人的な事情のために）訓練を受講

25 求職者支援制度について、調査票上では、前掲の図表 2 - 5 - 5 の生計維持手段の選択肢の下に、以下の注が付
記されていた。「求職者支援制度とは、雇用保険（失業保険）の基本手当が受給できない求職者に対して、訓
練を受講する機会を提供し、条件を満たした場合には、訓練期間中に給付金を支給することによって、求職者
の早期就職を支援する制度のことをいいます。」
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できなかった」（以下、「家庭・個人の事情」）は全体では16. 4％に留まるが、男性が全体で

7. 0％に留まるのに対して女性は全体で21. 0％と、性差が大きかった。子育て中の女性の場

合、子どもの体調不良等で急に受講できなくなるケースも少なくないであろうことを考慮す

れば、受講に係る要件をもう少し柔軟にすることも検討の余地がある。

　次に、「希望する訓練コースがなかった」が全体で14. 6％と比較的高かった。特に、男性

の35～49歳層、女性の35～49歳層、女性の50～59歳層については15％を超えている。コース

の内容の充実という観点では、男女とも中年層を中心にニーズを再確認することも有意義と

考えられる。

　それ以外で全体で比率が10％を超えていたのは、「就職することを考えていたが、訓練を

受講し、能力開発する必要はないと考えた」であった（12. 5％）。特に、男性の35歳未満層、

男性の50～59歳層ではそれぞれ21. 4％、25. 0％と高い。どちらの層も該当者の総数自体が少

ないため注意が必要だが、男性の若年層や50代では訓練自体のニーズを持たないという人も

一定数いる可能性が示唆されている。

　なお、「その他」の具体的記述は19件あり、介護等家庭の事情が 3 件、「高齢のため」が 2

件、病気や体調不良が 2 件、他は個別の文脈に関するものであった。

図表 2 - 5 - 6　求職者支援制度の利用経験と、利用しなかった人の理由（択一回答； 

現在週20時間未満の雇用労働をしている人と、現在就業していない人を対象）

※「利用経験が無い理由」については、「利用したことはない」回答者に占める比率を示している。
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（ 6）　現在、週20時間以上の雇用労働をしていない理由

　次に、引き続き現在週20時間未満の雇用労働をしている人、および現在就業していない人

を対象に、週20時間以上の雇用労働を現在していない理由を尋ねた結果を図表 2 - 5 - 7に示

す。全体では、「年金を受給できる状況であるため」（以下「年金受給」）が18. 9％で最も多

かったが、当然ながらその大半は60歳以上層であり、同層で43. 2％と突出している。

　一方、60歳未満の 3 つの年齢層については男女で大きく回答が異なっていた。まず男性の

場合は、35歳未満層では「熱心に求職活動を行っているが（月 1 回以上の求人面接への応募）、

就職に結びついていない」（以下「熱心な求職活動をするも実らず」）が53. 3％と過半数を占

めている。男性の若年層では、いわゆる「不本意」な理由が多い様子が窺える。

　次に男性の35～49歳層では、「熱心な求職活動をするも実らず」の比率は依然として高い

ものの32. 1％に留まり、その分「貯蓄があったり、他の家族などの収入があるために、急い

で就職する必要がないため」（以下「貯蓄や家族収入がある」）が14. 3％、「就職する上で困

難な病気・けがにかかっているため」（以下「病気・けが」）が17. 9％、「介護のため」が7. 1

％と若年層より高くなっている。また、「その他」の比率も17. 9％となっており、若年層よ

りも理由が多様化していることが示唆される。これらの要因の比率が高まる傾向は、基本的

に50～59歳層でも共通している。

　次に女性の60歳未満層に注目すると、35歳未満層では「妊娠・出産・育児のため」が64. 1

％と突出していた。この年齢層の女性が週20時間以上の雇用労働をしていないのは、主に産

休・育休が理由であると言える。

　これに対して女性35～49歳層は、「妊娠・出産・育児のため」の比率は依然として高いも

のの40. 5％に留まり、その分、「貯蓄や家族収入がある」が15. 6％と比較的高くなっている。

また、50～59歳層になると「妊娠・出産・育児のため」は皆無となり、代わって「貯蓄や家

族収入がある」が27. 3％となる他、「介護のため」が24. 2％と高くなっている。50代女性の

場合には、介護のために本格的な就業ができない人が少なくないと言える。この他、50代女

性では「その他」も19. 2％と高くなっており、男性同様、就業できない理由が多様化してい

る様子が窺える。

　なお、「その他」の具体的記述は56件あり、自身の体調不良や体力低下が19件、子育てや

介護等の家庭の事情が 9 件、希望条件に合う仕事が無いが 6 件、配偶者控除における「103

万円の壁」等が 4 件、職場の人間関係へのトラウマが 3 件、といった状況だった。
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図表 2 - 5 - 7　現在、週20時間以上の雇用労働をしていない理由 

（択一回答； 現在週20時間未満の雇用労働をしている人と、現在就業していない人を対象）

（ 7 ）　今後の就職活動についての意識26

　本項の最後に、引き続き現在週20時間未満の雇用労働をしている人、および現在就業して

いない人を対象に、今後の就職活動についての意識を尋ねた結果を図表 2 - 5 - 8に示す。全

体では「（子育てなど家庭の事情や、病気・通学などの個人的な事情のために）当面予定は

ないが、就職できる状況になれば求職活動を行う」（以下「事情が解消されれば」）が27. 3％

で最も多く、僅差で「よい条件があれば就職したいが、特に求職活動を急いではいない」

（以下「よい条件があれば」）が25. 1％という状況であった。また、「今後就職する予定はな

い」も、19. 7％と少なくなかった。

26 なお、設問タイトルでは「就職活動」、選択肢では「求職活動」と文言にブレがあるが、これは調査票の表記
に合わせたものである。他の設問との一貫性を考慮すると本来は「求職活動」に統一すべきだった。
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　ただし、「今後就職する予定はない」との回答は50歳未満の若年・中年層ではほとんど見

られず、50～59歳で13. 5％、60歳以上で39. 3％という状況であった。この傾向は男女でも違

いが見られず、50歳を超えると就職意思を持たない人が多くなる様子が窺える。

　一方、「よい条件があれば」についても、男性34～49歳層でやや低いものの、男女の違い

は比較的少なく、総じて 2 ～ 3 割程度を占めるという状況であった。

　これに対して、性差が特に大きかった項目として、まず「 1 日でも早く就職できるよう求

職活動にはげむ（月 1 回以上の求人面接への応募を行う）」（以下「 1 日でも早く」）がある。

同項目は男性35歳未満層では60. 0％、35～49歳層では50. 0％と突出して高くなっており、該

当者総数が少ないため注意が必要であるものの、男性の50歳未満層では切迫した就職への意

思を持つ人が少なくないことが示唆される。

　次に、「事情が解消すれば」については、逆に女性の35歳未満層で60. 2％、35～49歳層で

47. 4％、50～59歳層で29. 3％と高くなっている。女性の場合には、家庭や個人の事情によっ

て求職活動が保留されているケースが若年・中年層を中心に多い様子が窺える。

図表 2 - 5 - 8　今後の就職活動への意識 

（択一回答； 現在週20時間未満の雇用労働をしている人と、現在就業していない人を対象）
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3．現在、週20時間以上の雇用労働をしている人の状況

　さて、本項では現在の状況として「週20時間以上の雇用労働をしている（公務員・自営業

を除く）」と回答した1, 278名を対象に、いくつかの踏み込んだ質問を行った結果を報告する。

（ 1 ）　現在の勤め先の会社が受給資格取得後の最初の就職先であるか

　まず、現在の勤め先である会社が、2013年度の受給資格取得後の最初の勤め先であるかど

うかを尋ねた結果を図表 2 - 5 - 9 に示す27。全体では「最初の勤め先である」という人が

65. 1％で 3 人に 2 人程度となっており、「最初の勤め先でない」という人は33. 6％と、 3 人

に 1 人程度であった。なお上記の全体傾向は、概ね性別・年齢層別で見ても一貫していたが、

男性60歳以上層、女性35歳未満層でやや「最初の勤め先である」の比率が高い。

図表 2 - 5 - 9　現在の勤め先の会社は、2013年度の受給資格取得後の最初の就職先であるか 

（択一回答；現在、週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

27 調査票上の正確な文言は以下の通りである。「現在の会社は、平成25年度に受給資格を認定されて以降最初に
就職された勤め先ですか。」なお調査票上では本設問以降、受給資格について「認定後」という表現が何度か
登場するが、本稿では調査票前半部と表現を統一し、一貫して「取得後」としている。
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（ 2）　受給資格取得後、最初の勤め先を辞めた理由（対象者のみ）

　次に、前掲の図表 2 - 5 - 9 の設問で「最初の勤め先ではない」と回答した429名を対象に、

最初の勤め先を辞めた理由を尋ねた結果を図表 2 - 5 -10に示す。全体では「会社からではな

く自己の希望や都合による」（以下「自己都合」）が64. 1％で、 3 人に 2 人程度という状況だ

った。この他、「定年・契約期間満了」が18. 2％となっており、この 2 つの理由で 8 割超が

占められている。

　なお、本設問については性別ごとの差はあまり大きくないが、年齢層別に見ると「自己都

合」の比率は35歳未満の若年層と60歳以上層でやや低いという台形型となっている。したが

って、いわゆる「若年層は自己都合離職しやすい」という一般論は、確かに前掲の図表

2 - 3 - 1 の「雇用保険受給前の仕事を辞めた理由」では明確に当てはまっていたものの、雇

用保険受給後に再就職した場合には当てはまらない可能性が示唆されている。むしろ、中年

層、50代のほうが、再就職後にさらに自己都合で離職する人の比率が高い（特に男性の場合）。

　なお、「その他」に関する具体的記述は18件あり、パワハラ・職場いじめ等が 4 件、自身

や家族の体調不良が 3 件、雇用主への不満が 2 件といった状況だった。

図表 2 - 5 -10　受給資格取得後の最初の勤め先を辞めた理由 

（択一回答；現在、週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）
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（ 3）　受給資格取得後、最初の勤め先を「自己都合」で辞めた具体的な理由（対象者のみ）

　続いて、上記の図表 2 - 5 -10で「自己都合」を選択した275名を対象に、さらに具体的な

理由を尋ねたところ図表 2 - 5 -11の結果を得た。なお、本設問は年齢層別の該当者数が少数

の箇所が多いため、全体、男性計、女性計についてのみ言及する。

　まず全体では、最も多かったのは「職場の人間関係がうまくいかなかったため」の15. 3％

であった。前掲の図表 2 - 3 - 2 （雇用保険受給資格取得時の自己都合退職理由）、および図

表 2 - 5 - 4 （受給終了後から現在までに週20時間未満の就業を経験しながら、自己都合で退

職した理由）でも、一貫して「職場の人間関係」は15％前後を占めていたことから、「自己

都合」離職という場合には、共通して一定数が人間関係のトラブルに基づくものであること

が示唆される。

　次に全体で多かったのは、「もっと収入を増やしたいため」の12. 0％であった。この理由

については、前掲の図表 2 - 3 - 2 、 2 - 5 - 4 では 5 ％前後と比較的少数に留まっていた。し

たがって、「受給終了後の最初の勤め先に収入面で不満が出てきたため、再度離職し、現在

は週20時間以上の雇用労働をしている」という一連の文脈に該当する人が一定数存在する、

ということが考えられる。

　続いて全体で 3 番目多かったのは、「その他」の9. 5％であった。特に、女性全体では13. 5

％を占めており、「自己都合」の中にも多様性がある様子が窺われる。

　その他、女性の場合は僅かながら「出産・育児のため」が存在する点が男性と異なる。と

はいえ、本設問では女性35歳未満層であっても「出産・育児のため」の比率は3. 6％に留ま

っており、雇用保険受給資格取得時の自己都合離職における同年齢層の16. 6％や、受給終了

後から現在までに週20時間未満の就業を経験しながら自己都合で辞めた理由での同年齢層の

68. 2％と比較すると、ごく少数である。

　この点について、「雇用保険の対象となるような本格的就業を離職し、その後再就職した

が、自己都合で辞めて再び雇用保険の対象となる本格的就業を現在行っている35歳未満の女

性」28名の「配偶者と同居」比率を見て見ると34. 1％であり、同年齢層のその他の女性258

名における53. 5％よりも低かった。このことから、雇用保険受給終了後の最初の勤め先を自

己都合で離職する女性はそもそも未婚女性の比率が高いことも、「出産・育児のため」が少

なかった原因の 1 つと考えられる。

　なお、「その他」については具体的な記述が23件あり、パワハラ・いじめが 4 件、労働条

件等が事前の説明と大きく食い違う、が 4 件といった状況であった。
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図表 2 - 5 -11　受給資格取得後の最初の勤め先を「自己都合」で辞めた具体的な理由 

（択一回答；現在、週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

（ 4）　再就職先での初任給（月額）

　次に、受給資格取得後の再就職先（最初の勤め先でない場合は、最初の勤め先について。

以下同じ）での初任給の月額（税込み）を尋ねた結果を図表 2 - 5 -12に示す28。全体では「10

万円以上20万円未満」が49. 5％とほぼ半数を占め、その他では「20万円以上30万円未満」が

23. 9％、「10万円未満」が15. 5％という状況であった。全体の平均値は17. 2万円である。

　次に性別間の差を見ると、平均値は男性全体が21. 0万円に対して女性全体は14. 3万円と、

男性がほぼ1. 5倍という結果であった。「10万円未満」の比率を見ても女性では24. 1％が該当

しており男性より高い。一方、男性では「20万円以上30万円未満」が36. 5％と高く、性差が

顕著と言える。

　また、女性については35～49歳層をピークとしつつも、比較的なだらかな平均値の推移と

28 なお、調査票上の設問の正確な文言は以下の通りである。「再就職先での初任給は月額（税込み）いくらでし
たか。実数を□にご記入ください。例えば、月給が13万5, 000円の方は、四捨五入して14万円と回答してくだ
さい。ただし、問31で「最初の勤め先でない」と回答された方は、最初の勤め先についてご記入ください。」
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なっているのに対して、男性の場合は35～49歳層で22. 0万円、50～59歳層では24. 5万円と高

くなっており、35歳未満層と60歳以上層は18万円程度と、台形型が顕著であった29。前掲の

図表 2 - 3 -11（雇用保険受給資格の取得時に離職した企業での給与水準）では、男性の年齢

層が低い順に19. 7万円、26. 4万円、33. 3万円、34. 2万円と高止まりしていたことと比べると、

再就職後の給与水準は低くなっている。特に60歳以上層については、定年等により離職した

後、賃金が半分程度まで下がっている様子が窺える。

図表 2 - 5 -12　再就職先での初任給 

（実数記入；月額、税込み； 現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

（ 5）　再就職先の企業の従業員数

　次に、再就職した企業の従業員数について尋ねたところ、図表 2 - 5 -13の結果を得た。な

お、本設問は実数記入式ではなく、選択式であっため平均値等は集計していない。

　全体で最も多かったのは「 5 ～29人」の25. 4％であり、それ以外では「30～99人」が19. 6

％、「100～299人」が17. 1％と続いており、300人未満の 4 つの項目の合計で66. 4％と、ほぼ

3 人に 2 人を占めていた。

　一方、「1, 000人以上」の比率に注目すると、男性60歳以上層で17. 2％と比較的高くなって

いる。一般的には、定年後の再就職は中小企業が多いと言われるが、今回の調査ではややそ

れとは異なる結果が見られたと言える。

　この他、女性の60歳以上層では「官公営」が12. 3％と比較的高かった。該当者の総数がや

や少ないため注意が必要だが、「現在週20時間以上の雇用労働をしている60歳以上の女性」

29  ただし、男性50～59歳層については標準偏差が13. 2と高く、個人差が大きい様子が窺える。
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の場合、民間での再就職先がなかなか見つかりにくく、結果的に官公営の比率が高まってい

るということも考えられる。

図表 2 - 5 -13　再就職先の企業の従業員数 

（択一回答；現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

（ 6）　再就職先での就業形態

　続いて、再就職先での就業形態について尋ねた結果を図表 2 - 5 -14に示す。全体では「正

社員」が40. 5％で最も多く、「パートタイム・アルバイト」が31. 1％で次に多かった。性別

間の差を見ると、前掲の図表 2 - 3 - 7 （雇用保険の受給資格取得時に離職した企業での就業

形態）と同じく「正社員」の比率は男性全体が56. 1％で女性全体（28. 6％）よりも高く、逆

に女性では「パートタイム・アルバイト」が44. 7％で、男性全体（13. 4％）よりも高くなっ

ている。

　ただし、図表 2 - 3 - 7 と比べると、総じて「正社員」比率は低くなっており、特に男性60

歳以上層では離職前76. 1％に対し再就職後は19. 5％となり、代わって「パートタイム・アル

バイト」が32. 0％となっている。いわゆる定年退職後の再就職者の状況が明確に反映されて

いるものと考えられる。また女性についても、離職前は「正社員」率が全体で45. 4％であっ

たのに対して、離職後は28. 6％と低下しており、全ての年齢層で10～30％ポイント程度低下

している。とはいえ、これらの男性60歳以上、および女性の場合、本人が「正社員」よりも

「パートタイム・アルバイト」を希望するケースも多くなるため、一概にネガティブな結果

とは言えない点に注意が必要である。また、この図表 2 - 5 -14は「現在、週20時間以上の雇
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用労働をしている人」の中での比率を示しているものなので、「雇用保険の受給資格取得者

の何％が正社員に再就職できたか」といった解釈はできない点にも併せて注意が必要である。

　なお、「その他」の具体的記述は19件あり、うち17件は嘱託・非常勤・臨時等の職員との

状況だった。

図表 2 - 5 -14　再就職先での就業形態 

（択一回答；現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

（ 7 ）　再就職先での雇用期間の定めの有無、およびフルタイム勤務の状況

　次に、再就職した企業での雇用期間の定めの有無、およびフルタイム勤務であるかどうか

を尋ねた結果を図表 2 - 5 -15に示す。全体では雇用期間の定めが「なし」であった人が52. 3

％で過半数を占め、「フルタイム」勤務であった人が75. 7％と 4 人に 3 人程度を占めていた。

　次に男女別に見ると、まず男性の場合、60歳未満の 3 つの年齢層で「フルタイム」が 9 割

超と大多数を占めていた。しかし、雇用期間の定めが「なし」は 5 ～ 6 割程度に留まり、再

就職後には雇用期間の定めがあるフルタイムの仕事に就く人が一定数いることが示唆された。

また男性60歳以上層では、60歳未満の 3 つの年齢層と比較して雇用期間の定め「なし」も、

「フルタイム」も、25～30％ポイント程度低くなっている点が特徴的である。

　一方、女性の場合には、男性と比べると「フルタイム」の該当者比率は20～45％程度低く

なっており、特に50～59歳層については男性の同世代との差が非常に大きくなっている。こ

れと比べると、雇用期間の定め「なし」の該当者比率については男性との差は大きくても15

％ポイント程度であり、60歳以上層では逆に女性のほうが多いなど、「フルタイム」とは異
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なる状況となっている。ただ、これはいわゆる「終身雇用」を意味しているわけではなく、

パートタイムの仕事などで雇用契約を結ぶ際に雇用期間の定めを明記しないケースが多いこ

と等を反映しているものと推測される。

図表 2 - 5 -15　再就職先での雇用期間の定めの有無、およびフルタイム勤務の状況 

（いずれも択一回答；現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

※「該当者比率」は、それぞれ有効回答内での比率を表す。

※無回答率は、雇用期間の定めについて2. 7％、フルタイム勤務について2. 6％であった。

※「フルタイム」について、もう１つの選択肢の文言は「短時間または短日数」であった。

（ 8）　再就職先での職種

　続いて、再就職先での職種について尋ねた結果を図表 2 - 5 -16に示す。全体では「事務的

な仕事」が26. 1％で最も多く、次に「専門的・技術的な仕事」が20. 0％で多かった。この他、

10％を超えている職種としては、「サービスの仕事」（13. 1％）、「生産工程の仕事」（10. 6％）

があった。

　ただし、「事務的な仕事」については非常に性差が大きく、女性で40. 4％と突出して高く

なっている。特に女性35歳未満層、35～49歳層ではそれぞれ48. 1％、49. 2％と、ほぼ半数の

人が再就職先で事務的な仕事に就いていた。また、比率は低下するものの、50歳以上の 2 つ

の年齢層でも「事務的な仕事」は「サービスの仕事」と並んで高い比率となっている。女性

の週20時間以上の雇用労働としての再就職先は事務職の存在感が大きいことが分かる。

　一方、男性の場合には、どれか一つの職種が女性よりも際立って高いというよりも、「管
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理的な仕事」（5. 5％）、「保安の仕事」（5. 1％）、「輸送・機械運転の仕事」（7. 9％）、「建設・

採掘の仕事」（3. 3％）等の女性ではほとんど該当者がいない職種に広く分布していることが

特徴である。雇用の受け皿の多様性という観点で、女性よりも選択肢が広い状況にあると考

えられる。

　ここで、雇用保険の受給資格取得時に離職した際の職種から、いわゆる「職種転換」をし

た人の比率を追加で集計してみたところ、図表 2 - 5 -17の結果を得た。その際ここでは、

「その他の仕事」を含めると解釈が難しくなるため、除外して比率を求めている。

まず男性では全ての年齢層で、概ね 4 ～ 5 割程度の人が職種転換を経験している。60歳以上

層で「転換した」の比率がやや高いものの、若年・中年層でも 4 割超が職種転換の上で再就

職していることになる。これに対して女性では「転換した」の比率は全体で29. 4％と、男性

よりも低い。前述の通り、女性の場合にはそもそも職種の選択肢が比較的狭いことを考える

と、単に職種転換が少ないというだけでなく、男性よりも職種転換の余地が少なかったこと

が反映された結果とも解釈できる。

　なお、繰り返しとなるが、ここでの比率は雇用保険の受給資格者全体ではなく、現在週20

時間以上の雇用労働をしている人の中での比率であるため、「受給資格を取得した女性の約

4 割が事務的な仕事に再就職している」といった解釈はできない点に注意が必要である。

図表 2 - 5 -16　再就職先での職種（択一回答；現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）
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図表 2 - 5 -17　再就職における職種転換の有無 

（追加集計；現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

（ 9）　再就職先の企業の業種

　本項、ならびに本節・本章の最後に、再就職した企業の業種について尋ねた結果を図表

2 - 5 -18に示す。全体では「製造業」が19. 2％で最も高く、僅差で「医療、福祉」の18. 9％

が続いていた。それ以外で10％を超えている業種は無かったが、「卸売業、小売業」が9. 7％

とやや高い水準であった。

　ただし、前掲の図表 2 - 3 - 9 （雇用保険の受給資格取得時に離職した企業の業種）と同じ

く、「製造業」が多いのは男性であり（全体で25. 7％）、「医療、福祉」が多いのは女性であ

る（全体で25. 2％）。したがって、全体傾向としては、男女ともに離職前と主要な勤め先の

業種傾向は同じであったことが示唆される。

　そこでこの点について、個人ベースで業種転換の有無を集計した結果を図表 2 - 5 -19に示

す。その際、職種転換と同様、「その他」については除外した上で比率を計算している。予

測に反して、業種転換を経験した人の比率は男性で48. 1％、女性で51. 2％と、女性において

も半数を超える水準であった。このことは、確かに全体傾向としては男性が「製造業」、女

性が「医療、福祉」という一貫傾向が見られたものの、個人ベースで見ると男女ともに業種

をまたいで週20時間以上の雇用労働に再就職したという人が半分程度を占めていたことを示

している。女性の場合、事務職が本格的な就業先として有力な選択肢であるが、事務職であ

れば業種への拘りは無い、という人が少なくないのかもしれない。
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図表 2 - 5 -18　再就職先の企業の業種（択一回答； 

現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）

図表 2 - 5 -19　再就職における業種転換の有無 

（追加集計；現在週20時間以上の雇用労働をしている人を対象）
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第 3章　焦点を絞った追加集計・分析

　前章では、性別・年齢層とのクロス集計によって全ての調査項目について結果を確認した。

これに対して、本章では、（ 1 ）若年層の自己都合離職者の再就職状況に関する追加集計、

（ 2 ）求職活動の結果に対する満足度の規定要因の追加分析、の 2 点に焦点を絞って追加の

集計・分析を行った結果を報告する。

第 1節　若年層の自己都合離職者の再就職状況に関する追加集計

1．追加集計の意図

　初めに本節では、若年層（35歳未満を指す、以下同じ）の自己都合離職者の再就職状況に

ついて確認する。従来、若年層においては、いわゆる「七五三」1とも呼ばれる高い離職率が

社会的関心の高いテーマとされてきた。今回の調査結果でも、例えば前章の図表 2 - 3 - 1 で

は離職理由として「自己都合」を選択した人の比率は、男性若年層で74. 1％、女性若年層で

73. 8％と突出して高くなっている。

　もちろん、若年層の自己都合での離職には合理的なものもあり、必ずしも全てネガティブ

な文脈で捉える必要はない。しかし、人的資本を蓄積すべき時期に失業期間が発生すること、

企業の採用コスト・本人の求職コストが無駄になること等は社会的観点からは損失であり、

その実態を把握することが肝要である。そこで、今回の調査でも特に若年層の自己都合離職

者に焦点を当てて、彼らがどのような再就職状況にあるかを確かめることとした。

　その際、女性の場合は配偶者の有無によって大きく文脈が異なることが予想される2こと

から、本節では、（ 1 ）男性：若年層：離職前正社員：自己都合離職者（以下、「男性若年

層」）82名、（ 2 ）女性：若年層：離職前正社員：自己都合離職者：配偶者なし（以下、「無

配偶女性若年層」）51名、（ 3 ）女性：若年層：離職前正社員：自己都合離職者：配偶者あり

（以下、「有配偶女性若年層」）92名、の 3 つの群について状況を確認してゆく3。

　ここで、該当者数が最小区分で51名と少ない状況であるため、中年層を含めたり、元正社

員という条件を外したりして集計対象者の総数を確保することも考えられた。しかし、それ

1  「七五三」とは、学校の卒業後に入社した正社員について、中学校卒の場合 7 割が、高校卒の場合 5 割が、大学
卒の場合 3 割が 3 年以内に離職してしまう現象を指す。ただし、中卒者・高卒者に関して近年は 3 年以内離職
率は低下傾向にある。厚生労働省がハローワークへの雇用保険被保険者資格取得者のデータに基づき集計した
結果によると、2013年 4 月入社（学卒で雇用保険加入）で 3 年後の2016年 3 月までに離職した者の比率は、中
卒者で63. 7％、高卒者で40. 9％、大卒者で31. 9％と、「六四三」と言うべき状況となりつつある。

 【参照データ】厚生労働省「新規学卒者の離職状況」
 〈http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html〉（2016/12/15参照）
2  労働政策研究・研修機構（2016）「壮年期の正社員転換―JILPT「 5 年前と現在の仕事と生活に関するアンケー
ト」調査結果より―」（JILPT調査シリーズNo.160）においては、35歳以上の「壮年期」対象ではあるが、有配
偶女性と無配偶女性で回答傾向が大きく異なる様子が示されている。

3  ただし、今回の調査では配偶者の有無を直接尋ねていないため、ここでは「配偶者（パートナー）」と同居中
の人を「配偶者あり」と見なしている点に注意されたい。
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によって「若年層の自己都合離職者」という焦点がぼやけてしまっては意味が無いと考え、

本節の集計では一貫して「若年層、元正社員、自己都合離職者」に限定している。とはいえ、

結果的に少ないサンプルに基づく集計となっているため、本節の結果の一般化可能性は差し

引いて考える必要がある点に留意されたい。

2 ．雇用保険の受給資格取得時の状況

（ 1）　「自己都合」の具体的理由

　まず、自己都合の具体的な理由について確認した結果を図表 3 - 1 - 1に示す。男性若年層

と無配偶女性若年層では、「労働時間が長く、超過勤務が常態化しているため」がそれぞれ

18. 3％、15. 7％で最も高かった。また、「会社・仕事に将来性がないため」も12. 2％、13. 7

％、「職場の人間関係がうまくいかなかったため」も12. 2％、9. 8％と両群で高かった。した

がって、結婚前後の性役割の発生が無ければ、基本的に男女ともに自己都合離職の理由は長

時間労働、会社・仕事の将来性、職場の人間関係が多いことが示唆されている。

　ただし、男性若年層と無配偶女性若年層の間で、「よりやりがい・生きがいの感じられる

仕事に就きたいため」に関しては、前者が14. 6％、後者が3. 9％と開きがある。たとえ結婚

前後の性役割が発生せずとも、男性は仕事のやりがいを理由として離職する傾向が女性より

強い可能性が示唆されている。

　なお、無配偶女性若年層で男性若年層よりも比率が高かったのは、「その他」の15. 7％が

ある。そこで、無配偶女性若年層の回答者の「その他」の具体的な記述を見てみると 7 件あ

り、「引越し」が 2 件、「会社が信用できない」が 1 件、「独身、子ども無しの自分が働きに

くい職場になっていった」が 1 件で、あとは設定された選択肢のいずれかに当てはまる内容

であった。

　最後に有配偶女性若年層については、「結婚のため」が29. 3％、「出産・育児のため」が

26. 1％で、合計で半数以上を占めており、同じ「自己都合」とは言っても無配偶女性若年層

とは明確に異なる文脈であることが分かる。
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図表 3 - 1 - 1　自己都合により離職した若年層回答者の具体的な離職理由（択一回答）

※今回の調査では配偶者の有無を直接尋ねているわけではないため、「配偶者と同居中」の場合を「配偶者あり」

と見なしている。以下同じ。

（ 2）　離職前の職種

　次に離職前の企業での職種は図表 3 - 1 - 2の結果となっている。職種に関してはいずれの

群においても「専門的・技術的な仕事」の比率が 3 割超を占め最も高かった。したがって、

若年層の自己都合離職者の場合、結婚後の性役割の発生等とは無関係に、専門的・技術的な

仕事であった人が比較的多い様子が窺える。

　それ以外については、前掲の離職の具体的理由とは異なり性別間の差が大きく、女性の中

での無配偶・有配偶の違いは小さかった。たとえば、「事務的な仕事」の比率は男性若年層

で7. 3％に対して、無配偶女性若年層では35. 3％、有配偶女性若年層では38. 0％となってい

る。逆に、「生産工程の仕事」に関しては男性若年層が17. 1％に対して、無配偶女性若年層

が3. 9％、有配偶女性若年層が6. 5％と限定的であり、性差が顕著である。

図表 3 - 1 - 2　自己都合により離職した若年層回答者の離職前の職種（択一回答）
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（ 3）　離職前の企業の業種

　続いて、離職前の企業の業種については図表 3 - 1 - 3の結果となった。業種については 3

つの群で一貫した群間の共通傾向、相違傾向は見られず、各群ごとに特徴が見られた。

　まず男性若年層では、最も多かったのは「製造業」（24. 4％）であり、「卸売業、小売業」

（12. 2％）、「学術研究、専門・技術サービス業」（11. 0％）、「医療、福祉」（11. 0％）、「その

他」（11. 0％）と続いていた。

　次に無配偶女性若年層では、最も多かったのは「医療、福祉」（25. 5％）であり、「卸売業、

小売業」（17. 6％）で、他に10％を超えている業種は無かった。

　最後に有配偶女性若年層では、最も多かったのは無配偶女性若年層と同じく「医療、福

祉」（33. 7％）であり、しかし 2 番目に多いのは男性若年層で最多だった「製造業」（21. 7

％）であった。また、「金融業、保険業」（14. 1％）からの離職者も多いのが特徴的である。

図表 3 - 1 - 3　自己都合により離職した若年層回答者の離職前の企業の業種（択一回答）

（ 4）　離職前の給与月額

　次に、離職前の給与月額については図表 3 - 1 - 4の結果となった。対象を元正社員に絞っ

ている関係で、「10万円未満」の該当者は一人もおらず、また若年層ということもあって

「40万円以上」も該当者がいなかった。その上で、男性若年層は「20万円以上30万円未満」

が56. 1％と最も多く、無配偶女性若年層と有配偶女性若年層については「10万円以上20万円

未満」がそれぞれ68. 6％、51. 1％で最も多かった。この結果、平均値で見ると男性若年層が

僅かながら高く、21. 0万円となっている。

図表 3 - 1 - 4　自己都合により離職した若年層回答者の離職前の給与月額（実数記入；税込み）
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3．受給期間中の求職活動の状況

（ 1 ）　受給期間中の再就職時期についての意識

　続いて、若年層自己都合離職者が再就職する時期についての回答結果を図表 3 - 1 - 5に示

す。全体を概観すると、最も切迫感の強い「受給終了時期にかかわらず、一刻も早く就職し

たいと考えていた」は男性若年層では51. 2％と過半数を占め、無配偶女性若年層では33. 3％

と 3 人に 1 人程度であり、有配偶女性若年層では9. 8％と10人に 1 人程度に留まる。これと

ちょうど対応するように、「じっくり仕事を探し、受給終了の前後で就職できればよいと考

えていた」は、有配偶女性若年層では52. 2％で過半数を占める一方、無配偶女性若年層は

37. 3％、男性若年層は23. 2％と相対的に見て少なくなっている。また、有配偶女性若年層に

関しては「できるだけ受給終了した後に就職したいと考えていた」が15. 2％と比較的高い。

　一言で言えば、求職活動の切迫感は、男性若年層において最も高く、有配偶女性若年層に

おいて最も低く、無配偶女性若年層はちょうど中間程度、ということになる。

図表 3 - 1 - 5　自己都合により離職した若年層回答者の 

受給期間中の求職時期に関する意識（択一回答）

（ 2）　受給期間中、および受給期間終了後の再就職状況

　次に、自己都合で離職した若年層が、結果的に再就職できていたのかについて、結果を図

表 3 - 1 - 6 に示す。まず、受給期間中に再就職先が「見つかった」人の比率は、男性若年層

と無配偶女性若年層では 6 割程度でほぼ同じ水準だった。しかし、受給終了後の再就職率は

無配偶女性若年層が80. 0％と、男性若年層の64. 7％よりも高くなっており、最終的に再就職

先が見つからないままとなっている人の比率は、無配偶女性若年層が5. 9％で、男性若年層

が12. 2％よりも低かった4,5。したがって、雇用の質等を吟味せずに単純に再就職の状況だけ

で見ると、無配偶女性若年層のほうが男性若年層より再就職率が良いという結果となってい

る。

　なお、有配偶女性若年層については、受給期間中に仕事が「見つかった」人は34. 8％に留

4  本段落の「最終的に再就職先が見つからないままとなっている人の比率」は、図表 3 - 1 - 6 には示していない
が、受給終了後も再就職先が「見つからなかった」人数を、各層の総数で割って算出したものである。

5  なお、この「男性若年層の自己都合離職者の12. 2％、無配偶女性若年層の自己都合離職者の5. 9％が、受給終
了から 1 ～ 3 年が経過した現在（第 2 章第 1 節参照）まで仕事が見つからないままである」という結果を、「中
高年と違って大多数が再就職している」と肯定的に見るか、「若年にも関わらず、失業状態が続く人が一定数
存在する」と否定的に見るかは読者の判断に委ねたい。
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まり、さらに受給終了後の再就職率も43. 3％と比較的低く、最後まで再就職先が見つからな

かった人の比率は37. 0％であった。前掲の図表 3 - 1 - 4 で見たとおり、有配偶者は求職に対

する切迫感が低かったが、こうした意識の結果、実際に再就職率が低くなっているものと考

えられる。

図表 3 - 1 - 6　自己都合により離職した若年層回答者の再就職状況（いずれも択一回答）

※受給終了後の状況は、受給期間中に就職先が「見つからなかった」人全体を100%とした時の比率を表す。

（ 3）　求職期間中に希望していた就業形態

　それでは、再就職の状況とは別に、そもそも若年層の自己都合離職者はどの程度の人が正

社員を希望して求職活動を行っていたのだろうか。この点について、集計結果を図表

3 - 1 - 7 に示す。その結果、男性若年層では87. 8％が正社員を希望しており最も高かった。

しかし無配偶女性若年層についても78. 4％と、 4 人に 3 人以上は正社員希望であったことが

分かる。したがって、結婚後の性役割の発生が無ければ、女性若年層でも男性若年層に近い

水準で正社員を希望する人が多い様子が窺える。

　なお、有配偶女性若年層に関しては正社員を希望する人は41. 3％と半数未満であり、過半

数が「パートタイム・アルバイト」希望での求職活動となっている。

図表 3 - 1 - 7　自己都合により離職した若年層回答者の 

求職期間中に希望していた就業形態（択一回答）

（ 4）　求職活動の開始時、および再就職直前もしくは受給終了直前の留保賃金

　次に、無配偶女性若年層では男性若年層に準じる程度に正社員希望者が多いとして、求職

活動の開始時、および再就職直前（再就職していない場合は、基本手当受給終了直前）の留



－ 69 －

保賃金6についても男性若年層と同水準となっているのだろうか。この点について集計結果

を図表 3 - 1 - 8に示す。

　結果を見ると、まず男性若年層では求職活動開始時の留保賃金の平均が20. 1万円となって

おり、「20万円以上30万円未満」比率が過半数を占めるなど、「最低でも20万円」という人が

多い様子が窺える。これに対して無配偶女性若年層では「10万円以上20万円未満」比率が

70. 6％と多数を占め、留保賃金の平均も17. 1万円と、男性若年層より低かった。したがって、

正社員を希望している人が大半を占める、という点では男性若年層に準じる水準であったが、

「最低でも20万円」というこだわりは無配偶女性若年層においては見られないと言える。こ

の留保賃金の平均額は若年層自己都合離職者の場合、再就職直前もしくは受給終了直前にお

いても 5 千円前後しか低下していない。

　なお、有配偶女性若年層の場合は「10万円未満」が32. 6％と多く、留保賃金の平均も求職

活動開始時点で13. 1万円となっている。ここでも男性若年層の留保賃金が最も高く、有配偶

女性若年層が最も低く、無配偶女性若年層が両者の中間程度、とまとめることができる。

図表 3 - 1 - 8　自己都合により離職した若年層回答者の求職活動開始時、 

および再就職直前もしくは受給終了直前における留保賃金（いずれも実数記入）

A．求職活動開始時

B．再就職直前もしくは受給終了直前

（ 5）　希望する労働条件の求職活動を通しての変化

　前述の通り、それぞれベースとなる留保賃金は異なるものの、基本的に若年層の自己都合

離職者に関しては性別、配偶者の有無に関わらず、求職活動を通じて、留保賃金をさほど引

き下げていない。それでは、より広い視野で労働条件の変化を見た場合、 3 群間で違いが見

られるだろうか。この点について、求職申し込み時と再就職直前（再就職していない場合は、

6  第 2 章と重複しての説明となるが、本調査における留保賃金とは、「これ以上でないと再就職したくないと考
えていた最低の給与月額（税込み）」のことである。
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基本手当の受給終了直前）での希望する労働条件の変化状況を尋ねた結果を図表 3 - 1 - 9に

示す。

　まず「正社員で採用」について見てみると、男性若年層が95. 1％と突出しており、それに

準じて無配偶女性若年層でも88. 2％と高くなっている。一方、同項目に関しては有配偶女性

若年層では21. 7％が「自分の都合で変えた」と回答しており、違いが顕著である。

　それ以外で、特に男性若年層と無配偶女性若年層の間の差が大きかったのは「企業規模」

と「職種」であった。まず「企業規模」に関しては、男性の場合は85. 4％が求職期間を通じ

て「変えなかった」と回答しているのに対して、無配偶女性若年層の場合は11. 8％が「自分

の都合で変えた」、17. 6％が「現実をふまえて仕方なく変えた」と回答している。同様に

「職種」に関しても男性若年層は73. 2％が「変えなかった」のに対し、無配偶女性若年層の

場合には「変えなかった」は60. 8％と比較的低く、その分、「現実をふまえて仕方なく変え

た」が27. 5％と高くなっている。また「職種」に関しては無配偶女性若年層の回答比率は、

ほぼ有配偶女性若年層と一致している。職種に関しては、結婚後の性役割の発生に左右され

るというよりも、男性のほうが女性よりも変化させにくい、と解釈できる。

図表 3 - 1 - 9　自己都合により離職した若年層回答者の 

希望労働条件（いずれも択一回答）の求職活動を通しての変化

A．「変えなかった」

※比率は全て、無回答を含む該当者全体に占める「変えなかった」人の比率を表す。

B．「自分の都合で変えた」

※比率は全て、無回答を含む該当者全体に占める「自分の都合で変えた」人の比率を表す。

C．「現実をふまえて仕方なく変えた」

※比率は全て、無回答を含む該当者全体に占める「現実をふまえて仕方なく変えた」人の比率を表す。
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4．現在の就業状況

　本項では、自己都合で離職した若年層の2016年 5 月現在の就業状況について結果を報告す

る。

（ 1 ）　希望する労働条件の求職活動を通しての変化

　まず、自己都合で離職した若年層の2016年 5 月現在の就業状況を図表 3 - 1 -10に示す。基

本的には前掲の図表 3 - 1 - 6 （再就職状況）の結果と対応しており、「週20時間以上の雇用

労働をしている（公務員・自営業を除く）」が男性若年層で80. 5％、無配偶女性若年層で

84. 3％と多数派である一方、「就業していない」が男性若年層で11. 0％、無配偶女性若年層

で9. 8％となっている。無配偶女性は、図表 3 - 1 - 6 の結果からは、受給終了後も再就職で

きなかった人が5. 9％であったが、現在の就業状況では就業していない人の比率がわずかに

高いといえる。

　一方、有配偶女性に関しては「就業していない」が45. 7％と高く、専業主婦として過ごし

ている様子が窺える。

図表 3 - 1 -10　自己都合により離職した若年層回答者の現在の就業状況（択一回答）

（ 2 ）　再就職した企業での初任給（週20時間以上の雇用労働者のみ）

　次に、自己都合により離職した若年層においては「現在、週20時間以上の雇用労働をして

いる」の比率が高いことを踏まえ、これに該当する人について再就職先の初任給を図表

3 - 1 -11に示す。男性若年層の場合、最も多いのは「20万円以上30万円未満」の47. 0％だが、

「10万円以上20万円未満」も40. 9％と多く、平均値としては19. 2万円となっている。これは

前掲の図表 3 - 1 - 8 の、再就職直前もしくは受給終了直前における留保賃金19. 5万円よりも

3, 000円低く、1. 5％減となっている。

　続いて無配偶女性若年層の場合、最も多いのは「10万円以上20万円未満」で、62. 8％と多

数派を占めていた。このため平均値も15. 7万円となっており、これは前掲の図表 3 - 1 - 8 の、

再就職直前もしくは受給終了直前における留保賃金16. 7万円よりも 1 万円低く、6. 0％減と

なっている。

　つまり、自己都合で離職し、その後週20時間以上の雇用労働に再就職できた無配偶女性若
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年層は、同じ境遇の男性若年層よりも留保賃金をもともと低く設定していたにも関わらず、

現実にはさらに大きな妥協を強いられていた、ということになる。

　なお、有配偶女性若年層については無配偶女性よりも「10万円未満」の比率がやや高いも

のの、「30万円以上40万円未満」が3. 1％いるために、平均値は15. 8万円で無配偶女性とほぼ

同水準となっている。これは一見するとやや意外な結果であるが、実際には有配偶女性若年

層には週20時間未満の雇用労働をしている人や、就業していない人も多いため、週20時間以

上の雇用労働をしている人だけを抽出すると平均値が押し上げられるのは自然な結果と言え

る。

図表 3 - 1 -11　自己都合により離職した若年層回答者の再就職先での初任給 

（実数記入；月額，税込み；現在週20時間以上の雇用労働をしている人のみ）

（ 3）　再就職した企業の従業員数（週20時間以上の雇用労働者のみ）

　それでは、自己都合で離職し、その後週20時間以上の雇用労働として再就職を果たした若

年層の受け皿となっているのは、大企業なのだろうか、中小企業なのだろうか。この点につ

いて集計結果を図表 3 - 1 -12に示す。全体を概観すると、男性若年層では「30～99人」が

28. 8％、「100～299人」が18. 2％と比較的多く、無配偶女性若年層では「 5 ～29人」が25. 6

％、「30～99人」が25. 6％、「1, 000人以上」が18. 6％と比較的多く、有配偶女性若年層では

「 5 ～29人」が21. 9％、「30～99人」が21. 9％、「300～999人」が18. 8％と比較的多かった。

図表 3 - 1 -12　自己都合により離職した若年層回答者の再就職先の企業の従業員数 

（択一回答; 現在週20時間以上の雇用労働をしている人のみ）

　ただ、この点については、離職前と比較した変化として捉えたほうが有意義と考えられる。

そこで、第 2 章の図表 2 - 3 - 6 （雇用保険の受給資格取得時に離職した企業の従業員数）を

基準として、当時の区分よりも人数区分が「上がった」か、「下がった」か、「変わらない」
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かを集計した結果を図表 3 - 1 -13に示す。

　まず男性若年層と無配偶女性若年層についてはほとんど結果は変わらず、「下がった」「変

わらない」「上がった」がそれぞれ 3 割程度で分かれている。したがって、少なくとも自己

都合で離職した若年層で、再就職できた人については、従業員規模が 1 つの方向へ偏ってい

くということは無いように見受けられる。

　これに対して、有配偶女性若年層においては「上がった」が43. 8％でやや偏りが大きかっ

た。これは後から述べるように、有配偶女性の場合には週20時間以上の雇用労働といっても

正社員ではないケースが多いため、パートタイムやアルバイト雇用が豊富な大手の企業が多

くなっているのではないかと考えられる。

図表 3 - 1 -13　自己都合により離職した若年層回答者の、離職前と比較した再就職先の 

従業員数区分の変化（追加集計；現在週20時間以上の雇用労働をしている人のみ）

※離職前の従業員数区分と再就職先の従業員数区分を比較し、より多い人数区分に移行しているケ

ースを「上がった」、同じ人数区分であるケースを「変わらない」、より少ない人数区分に移行し

ているケースを「下がった」とした。離職前、再就職先、のいずれかが「官公営」の場合は、「無

回答または官公営」に含めた。

（ 4）　再就職した企業での就業形態（週20時間以上の雇用労働者のみ）

　次に、再就職先の企業での就業形態を確かめた結果が図表 3 - 1 -14である。まず男性若年

層に関しては、「正社員」が78. 8％と多数派であった。これに対し、無配偶女性若年層の場

合には「正社員」は58. 1％に留まり、「契約社員」、「パートタイム・アルバイト」、「派遣労

働者」がそれぞれ 5 ％ポイント以上、男性若年層よりも高かった。前掲の図表 3 - 1 - 7 （求

職期間中に希望していた就業形態）と見比べると、男性若年層では「正社員」の希望率より

も10％ポイント程度低くなっているのに対して、無配偶女性若年層では20％ポイント程度低

くなっている。したがって、無配偶女性若年層では、求職期間中は正社員を希望していたも

のの、止むを得ず現在は契約社員やパートタイム・アルバイト、派遣労働の仕事に就いてい

るという人が男性若年層よりも多いことが示唆される。

　なお、有配偶女性に関しては「正社員」が46. 9％で最も多いものの、「パートタイム・ア

ルバイト」が31. 3％を占める点が特徴と言える。
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図表 3 - 1 -14　自己都合により離職した若年層回答者の再就職先の企業での就業形態 

（択一回答; 現在週20時間以上の雇用労働をしている人のみ）

（ 5）　職種転換、業種転換の状況（週20時間以上の雇用労働者のみ）

　本節最後の集計結果として、自己都合により離職し、その後週20時間以上の雇用労働に再

就職した若年層がどの程度職種転換や業種転換を行っていたのかを集計した結果を図表

3 - 1 -15、図表 3 - 1 -16に示す。

　まず図表 3 - 1 -15の職種転換状況を見ると、男性若年層では50. 0％が「転換していない」

と回答しており、「転換した」よりも10％ポイント程度高くなっている。これに対し、無配

偶女性若年層では「転換した」が60. 5％で過半数を占め、これは有配偶女性若年層の「転換

した」50. 0％よりも高かった。したがって、男性若年層でも職種転換により再就職するケー

スは珍しくないものの、それ以上に、無配偶女性若年層では職種転換による再就職が多い様

子が窺われる。

図表 3 - 1 -15　自己都合により離職した若年層回答者の再就職に際しての職種転換状況 

（追加集計；現在週20時間以上の雇用労働をしている人のみ）

　次に図表 3 - 1 -16の業種転換状況を見ると、男性若年層では「転換していない」が48. 5％、

「転換した」が45. 5％と、前述の職種転換同様、ほぼ半々の比率で業種転換後に再就職を果

たしていることが分かった。一方、無配偶女性では「転換していない」が55. 8％で最も高く、

「転換した」よりも15％ポイント程度高かった。したがって、無配偶女性若年層の場合、職

種は転換する人の方が多いものの、業種に関しては転換する人は少数派であるということに

なる。
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図表 3 - 1 -16　自己都合により離職した若年層回答者の再就職に際しての業種転換状況 

（追加集計；現在週20時間以上の雇用労働をしている人のみ）

　以上の職種・業種の転換状況は、第 2 章で確認した全年齢層の女性回答者の状況とは大き

く異なる。女性の全年齢では男性と比較して、基本的に「事務の仕事」が圧倒的な人気を持

っており、「職種は事務に拘るが、業種は拘らない」傾向が見られていた（図表 2 - 5 -17、

2 - 5 -19参照）。しかし、自己都合で離職した無配偶女性若年層の場合には男性若年層と比

較して、逆に「業種は拘るが、職種は拘らない」という傾向が見られている。もちろん、こ

の結果は「本人が拘るか否かではなく、結果的に受け皿が特定業種（例：医療・福祉）に限

られているためである」ということも考えられるが、いずれにせよ自己都合により離職した

無配偶女性若年層に関しては、男性若年層とも、女性全体とも異なる文脈を持った集団であ

る点が示唆されていると言える。

第 2節　求職活動の結果に対する満足度の規定要因の追加分析

　さて、今回の調査では全ての回答者に求職活動の結果に関する満足度を尋ねている。再就

職状況を評価するにあたっては、何％の人が再就職できたか、という量的観点は第一義的に

重要な評価軸だが、第二の評価軸として、本人がどの程度満足した上で再就職を果たしてい

るのか、再就職の質的観点も重要である。

　そこで本節では、まず初めに第 1 項で再就職の可否別に求職結果の満足度の状況を確認し

てから、第 2 項で男性の再就職した人について、第 3 項で女性の再就職した人について、そ

れぞれ年齢階層別に順序ロジスティック回帰分析によって主要な規定要因を探ることとする。

1．再就職の可否別の求職結果への満足度

　まず、再就職先が見つかった人と見つからなかった人の求職結果への満足度の平均値を、

図表 3 - 2 - 1に示す。第 2 章と説明が重複するが、逆転処理された満足度得点の範囲は 1 ～

5 点であり、「満足」を 5 点、「やや満足」を 4 点、「どちらでもない」を 3 点、「やや不満」

を 2 点、「不満」を 1 点としている。また、ここでは受給期間の内外を問わず、再就職先が

「見つかった」場合を「再就職先が見つかった人」としている。

　その結果、当然ながら、再就職先が見つかった人のほうが再就職先が見つからなかった人
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よりも満足度の平均は高く、その差は統計学的にも有意であった7。

図表 3 - 2 - 1　再就職の可否別の求職活動の結果に関する満足度の平均値

***は、t検定において差が0. 1％水準で有意であったことを表す。

2．男性の再就職者を対象とした求職結果満足度を説明する順序ロジスティック回帰分析

　次に、男性の再就職者を対象として、求職結果に関する満足度を説明する順序ロジスティ

ック回帰分析を行った結果を報告する。なおその際、利用可能な変数を統一するため、本節

の「再就職者」とは「現在週20時間以上の雇用労働をしている人」である点に留意されたい。

（ 1 ）　投入変数と投入の理由

　上述の分析対象ケースの限定の結果、いくつかの分析で対象ケース数が100未満と少なく

なっている。このため、分析に投入する説明変数は可能な限り絞り込む必要があった8。こう

した事情から、男性60歳未満の 3 つの年齢層では下記の 8 変数を投入することとした。

（a） 離職理由が自己都合 2 値データ（ 0 ：非該当、 1 ：該当）

（b） 再就職時期に関する切迫度  連続値データ（ 1 「受給終了後に」～ 4「でき

るだけ早く」）

（c） 求職活動に費やした月数 連続値データ（ 0 ～60ヶ月）

（d） 切迫度×所要月数 連続値データ（-60. 6～36. 6）9

（e） 就業形態に関する希望の実現 2 値データ（ 0 ：実現せず、 1 ：実現した）

（f） 再就職直前の留保賃金の初任給での実現 2 値データ（ 0 ：実現せず、 1 ：実現した）

（g） 職種転換 2 値データ（ 0 ：非該当、 1 ：該当）

（h） 業種転換 2 値データ（ 0 ：非該当、 1 ：該当）

7  対応のないt検定の結果、両群の差は0. 1％水準で有意であった（t（1215. 9）=12. 9, p＜.001）。
8  一般的に多変量解析の場合、安定した結果を得るためには投入する説明変数の数の10倍程度は分析対象ケース
数が必要とされる。

9  交互作用項は、切迫度、および所要月数をそれぞれ平均値を減算した（中心化した）上で乗算した値である。
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　（a）の「離職理由が自己都合」については、自己都合での離職者が結果的に満足できる再

就職を果たしやすいのかどうかを検討するため投入した。（b）の「再就職時期に関する切

迫度」は、切迫度が高い人ほど熱心に求職活動をすると推測されることから、そのことが満

足度にどのように影響するかを検討するため投入した。（c）の「求職活動に費やした月数」

は、再就職までにどれくらい時間がかかったかによって満足度が左右されるか検討するため

投入した。ここで、（b）の切迫度と（c）の所要月数は、実際には交互作用があることが予

想された。すなわち、切迫度が低い人は所要月数が満足度に影響せず、切迫度が高い人は所

要月数が長くなるほど不満が高くなることが予想された10。そこで（d）として「切迫度×所

要月数」の交互作用項を投入し、この可能性を検討することとした。

　（e）の「就業形態に関する希望の実現」は、単に「正社員だから」「非正規だから」では

なく、本人の希望が実現されたか否かによって満足度がどの程度説明されるかを検討するた

め投入した。（f）の「再就職直前の留保賃金の初任給での実現」は、本人にとって許容範囲

であった給与額を再就職によって実現できることが満足度を高めるであろうことは容易に予

想できるが、その影響力が他の説明変数と比較してどの程度大きいかを検討するため投入し

た。（g）の「職種転換」、および（h）の「業種転換」は、職種や業種といった大きな転換が、

求職活動の結果への満足度にどのような影響を及ぼすか、検討するために投入した。

　また、男性60歳以上層に関してのみ、 9 番目の説明変数として「離職理由が定年」を投入

した11。これは、男性60歳以上層については長年正社員として務めてきた企業を定年退職し

た後という文脈の人が少なくなく、こうした人たちの満足度に何か特徴が見られるか検討す

るためである。

（ 2 ）　分析結果と考察

　分析の結果を図表 3 - 2 - 2に示す。35歳未満層について分析対象ケース数が73ケースと、

説明変数の10倍（80ケース）を下回ってしまっているが、今回は係数推定の信頼性に留保が

必要であることを前提に分析を続行した。まずR 2 値を見ると.13～.22となっており、この

種の心理尺度の係数としては標準的な水準であった。もとより、求職結果に関する満足度は

今回投入できていない様々な社会的・個人的文脈によって左右されるはずであるが、そうし

た中で今回のモデルによって満足度の分散の概ね13～22％程度を説明できる、ということに

なる。

10 つまり、もともと「のんびり焦らず再就職活動していた人」の場合は所要月数が長くても短くても特に不満が
高まらないのに対して、「できるだけ早く再就職したいと考えていた人」の場合は、所要月数が長くなること
が大きな不満要因となるであろう、という予測である。

11 ここでは「現在の年齢が『60歳以上』」「離職理由が『定年・契約期間満了』」「離職前、『正社員』」「離職前の
企業での勤続年数『10年以上』」の男性を、「離職理由が定年」と定義している。男性60歳以上層の355名のうち、
148名（41. 7％）が、この「離職理由が定年」に該当する。
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図表 3 - 2 - 2　男性の再就職者における、求職結果への満足度を従属変数とする 

順序ロジスティック回帰分析の結果

表中の数値は標準化βを表す。R 2値は全てNagelkerkeの擬似決定係数を表す。

　まず35歳未満層については、「業種転換」が唯一、正の説明変数として有意であった。す

なわち、男性若年層においては再就職に際して業種転換を行った場合に、求職結果への満足

度が高くなりやすいということになる。この点について第 2 章の図表 2 - 3 - 2 （自己都合離

職者の具体的な理由）を見返してみると、男性若年層では長時間労働への不満や職場の人間

関係の不調が高い比率を占めるものの、「やりがい・生きがいを感じられる仕事に就きたい」

も12. 2％で第 3 位の比率を占めていた。また一般論としても、若年層では「思っていたよう

な仕事ではなかった」「心機一転、新しい仕事で頑張りたい」といった人は少なくないこと

が予想され、こうした人々にとっては「苦い経験」を踏まえた適職探索に基づく業種転換が、

満足度の向上に寄与するということかもしれない。

　次に男性35～49歳層では、「就業形態に関する希望の実現」が唯一、正の説明変数として

有意であった。すなわち、男性中年層においては本人が希望していた就業形態が再就職によ

って実現されることで、満足度が高まるということになる。第 2 章の図表 2 - 4 -10（求職期

間中に希望していた就業形態）を見ると、男性35～49歳層では88. 2％が「正社員」を希望し

ていたため、具体的には「正社員を希望し、それが実現した時に満足度が高まる」というこ

とになるが、これは違和感の無い結果と言える。

　続いて男性50～59歳層では 2 つの有意な説明変数が見られたが、相対的に最も大きな規定

要因であったのは「求職活動に費やした月数」であった。同変数は負の説明変数であり、ま

た「切迫度×所要月数」の交互作用項は有意ではなかったことから、男性50代においては本

人の切迫度とは無関係に、単純に再就職までの所要月数が長くなるほど満足度が低下すると

いうことになる。

　また第 2 の規定要因として、「離職理由が自己都合」が正の説明変数として有意であった。
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これはおそらく50代の場合、一般論として「リストラ」等が発生しやすい年代であり、こう

した不本意な離職理由と比べて「自己都合」の人は満足度の高い再就職に結びつきやすい、

ということなのかもしれない。

　最後に男性60歳以上層については、 2 つの説明変数が有意であった。相対的に見て最も大

きな規定要因であったのは、50代同様、「求職活動に費やした月数」であり、単純に再就職

までの所要月数が長くなるほど不満が高まる様子が窺える。一方、第 2 の規定要因としては、

35～49歳層と同様、「就業形態に関する希望の実現」が正の説明変数として有意であった。

60歳以上層に関しては、男性でも就業形態の希望は必ずしも正社員に集中するとは限らない

が、いずれにせよ、本人が望んだ就業形態を実現できることが満足度向上に有効である様子

が窺える。

3 ．女性の再就職者を対象とした求職結果満足度を説明する順序ロジスティック回帰分析

　続いて、女性の再就職者を対象として求職結果に関する満足度を従属変数とする順序ロジ

スティック回帰分析を行った結果を報告する。

（ 1）　投入変数と投入の理由

　女性の分析にあたって、基本的な説明変数は男性と共通であった。ただし、（ 1 ）女性に

ついては60歳以上層でも「離職理由が定年」を追加投入しなかった、（ 2 ）全ての年齢層に

9 番目の説明変数として「配偶者あり」を投入した、の 2 点のみ異なっていた。

　定年を投入しなかった理由は、女性の場合は男性と比べて、いわゆる定年退職に該当する

人は少数と想定されたためである。また「配偶者あり」を投入した理由は、本章第 1 節でも

一部確認した通り、女性の場合には配偶者の有無によって回答状況に違いが見られるケース

が多くあり、満足度に関しても何か特徴が見られるか検討したかったためである。なお、第

2 章の繰り返しとなるが、今回の調査票では直接配偶者の有無を尋ねていないため、「配偶

者（パートナー）」と同居中の場合を「配偶者あり」としている。

（ 2）　分析結果と考察

　分析結果を図表 3 - 2 - 3に示す。その際、60歳以上層に関してはそもそも該当者が25名し

かおらず、推定結果が安定しなかったため止むを得ず分析対象外とした。

　まず35歳未満層では、「再就職時期に関する切迫度」「求職活動に費やした月数」、および

両者の交互作用項である「切迫度×所要月数」が全て負の説明変数として有意であった。し

たがって、女性の若年層においては、早く再就職したいと思っているほど、求職期間が長引

くほど満足度は低下し、また、切迫度が高いのに求職期間が長引くことで相乗効果的に満足

度が低下することが示唆されている。

　一方、35～49歳層では、35歳未満層で有意だった変数は全て有意ではなく、代わって「就
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業形態に関する希望の実現」が正の説明変数として、また「職種転換」が負の説明変数とし

て有意であった。この年齢層では子育てと仕事の両立が図られるケースが多いと考えられる

ことから、何はともあれ、希望通りの就業形態で働けるということが何より満足度に繋がる

のだと解釈できる。また、女性の場合は男性と比べて職種の分布が事務職やサービス職に限

られている傾向にある（図表 2 - 3 - 8 、 2 - 5 -16を参照）ことから、これらの希望通りの職

種に就けず止むを得ず職種転換を行った場合に不満が高まりやすい、ということと解釈でき

る。

　続いて50～59歳層では、「切迫度×所要月数」が負の説明変数として有意であった。ただ、

切迫度と所要月数は単体では有意でないことを踏まえると、50代女性の場合にはできるだけ

早く再就職したい、と思っており、かつその希望が実現されず求職期間が長引いてしまった

時のみ、初めて不満が高まるものと推測される。つまり、急いでおらず求職期間が長引く、

急いでいるが求職期間が長引かない、といったケースは不満には繋がらないことが示唆され

たものと考えられる。

図表 3 - 2 - 3　女性の再就職者における、求職結果への満足度を従属変数とする 

順序ロジスティック回帰分析の結果

表中の数値は標準化βを表す。R 2値は全てNagelkerkeの擬似決定係数を表す。
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第 4章　留保賃金に見る求職の過程1

第 1節　はじめに

　人口減少社会を迎えた日本にとって、必要な労働力を安定的に確保することは喫緊の課題

である。この課題解決のためには、非労働力化している人々の労働市場への参入を促進する

だけでなく、成熟した産業から今後成長が見込まれる産業への円滑な労働移動を達成するこ

とが必要であろう。もちろん可能であれば失業を経ずに労働移動を実現することが望ましい

が、失業を経る場合であっても労働力需給のマッチング効率を高めて労働移動が円滑に行わ

れる環境を整備することが重要である。

　本研究の目的は、円滑な労働移動を支援するための方策を検討する際の基礎的な情報を提

供するために、求職者が希望する労働条件を調整する姿を観察することによって、失業を経

た労働移動の実態を明らかにすることである。具体的には、求職者の留保賃金はどのように

決定され、時間の経過とともにどのように変化するか。留保賃金と求職期間はどのような関

係にあるか。そして、留保賃金をはじめとする求職者の希望する労働条件の変化は、再就職

先が見つかる確率や再就職時の賃金にどのように影響を与えるかに焦点を当てる。

　本章の構成は以下の通りである。第 2 節で関連する先行研究について整理し、第 3 節では

分析する方法と使用するデータについて解説する。第 4 節で賃金と留保賃金の観察結果につ

いて概観したうえで、第 5 節で求職開始時の留保賃金、第 6 節で再就職・雇用保険の基本手

当受給終了直前の留保賃金と留保賃金の変化、第 7 節で希望する労働条件の変更、第 8 節で

再就職先が見つかる確率、第 9 節で再就職時の賃金について、それぞれ関連するデータを観

察し、第 7 節を除いて回帰モデルの推定によって決定要因を探る。第10節は、まとめである。

第 2節　先行研究

　留保賃金および失業期間の決定要因、留保賃金と失業期間との関係を検証する研究成果は

欧米を中心に蓄積されている。その先駆的な研究が、アメリカのミネソタ州における失業給

付受給者を対象としたKasper（1967）である。「賃金がいくらの職を探していますか」とい

う設問で留保賃金を調査し、留保賃金は前職賃金より低い傾向があり、失業期間が長いと留

保賃金が下がることを示している。

　Stephenson（1976）は、アメリカのインディアナ州において職業訓練を受けた後にフル

タイムの職を探している18～21歳の者を対象に調査を行い、「現在受け入れる最低の手取り

賃金はいくらですか」という設問と「探している仕事で稼ぎたい最低の手取り賃金はいくら

1  賃金研究の第一人者であり、留保賃金を直接調査することにこだわりをもっておられた故堀春彦主任研究員に
本研究を捧げる。
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ですか」という設問を用意した。その結果、前者より後者の方が高い傾向があり、前者を留

保賃金として使用している。なお、これ以降の研究はStephenson（1976）の留保賃金の定

義を踏襲している。相対留保賃金（（前職賃金-留保賃金）／前職賃金）、次職の期待在籍期間、

職探し費用、失業期間に関する 4 本の同時方程式を推定した結果、相対留保賃金は失業期間

が長くなるにつれて高くなる。つまり、失業期間が長くなると、留保賃金が低下する。また、

健康リスクが高いと留保賃金は上昇し、失業期間は長くなることが示された。

　Kiefer and Neumann（1979）は、Trade Adjustment Assistance Programの効果を研究する

ためにInstitute for Research on Human Resources of Pennsylvania State Universityが解雇され

た労働者を対象に実施した調査データを使用し、留保賃金が一定の場合と変化する場合を想

定した理論モデルに基づいて、次職の給与関数と留保賃金関数を最尤法で推定している。留

保賃金は、結婚していると、あるいは年齢が上がるにつれて低くなり、学歴、失業給付、お

よび提示される市場の給与ポテンシャルが高くなるにつれて高くなる。留保賃金は 1 週間当

たり0. 6％下がるが、これはKasper（1967）の0. 4％やStephenson（1976）の0. 06％より高く、

Kasper（1967）やStephenson（1976）の結果にはセレクション・バイアスがあると指摘し

ている。その後、Kiefer and Neumann（1981）では、さらに個人の異質性を非線形モデルと

して明示的に取り込んだ分析を行っている。

　これまでの先行研究では誘導形の回帰モデルのパラメータを推定する分析を行っていたの

に対し、Lancaster and Chesher（1983）は、イギリスの失業者に関する 2 つの調査（P.E.P. 

survey（1971年のデータ）およびOxford survey（1973年のデータ））のデータを使い、ジョ

ブサーチモデルの最適解から導出される留保賃金の水準に対する失業給付保険や求人企業と

出会う（オファーを受ける）確率の弾力性を算出している。また、再就職の確率に対する同

弾力性も算出している。Addison et al .（2008）は、1994～1999年のEuropean Community 

Household Panelのデータを用いて、Lancaster and Chesher（1983）の各弾力性をEU諸国別

に算出している。

　Feldstein and Poterba（1984） は、 ア メ リ カ の 労 働 省 が1976年 に 実 施 し たCurrent 

Population Surveyにおいて失業者に対して前職や求職活動に関する補足調査を行った結果に

基づき、求職者の多くの留保賃金は少なくとも前職の賃金と同程度であり、求職者の約25％

の留保賃金が前職の賃金より10％程度高いことを報告している。また、失業給付は前職の賃

金よりも留保賃金に強いプラスの影響をもち、失業期間にマイナスの影響があることを示し

た。

　Lancaster（1985）は、留保賃金が失業期間の減少関数であり、失業期間が留保賃金の増

加関数であることから、Lancaster and Chesher（1983）と同じデータを用い、留保賃金と失

業期間の関数を二段階最小二乗法によって同時推定している。その結果、失業期間（対数

値）関数における留保賃金（対数値）のパラメータは、P.E.Pで2. 755、Oxfordで0. 891、両

者をプールした場合で1. 813であった。
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　Narendranathan and Nickell（1985）は、1978～1979年における失業者を対象としたD.

H.S.S. Cohort Studyのデータを用い、留保賃金に対する失業給付の弾力性が0. 130～0. 162、

失業期間に対する失業給付の弾力性が0. 18～0. 26であったことを示している。

　Jones（1988）は、1982年にイギリスの失業者を対象とした調査データを用い、失業給付

の推計値、あるいは失業給付の水準を決める回答者の属性を留保賃金（対数値）の操作変数

として、失業期間（対数値）の回帰モデルを二段階最小二乗法によって推定している。通常

の最小二乗法による結果と比較すると、留保賃金のパラメータは共に有意に推定されている

が、二段階最小二乗法による推定値の方が大きくなっている。また、地域を表すダミー変数

や各地域の失業率のパラメータが有意に推定されており、雇用情勢の地域差が失業期間に影

響を与えることがわかる。

　Hogan（2004）は、1991～2001年のBritish Household Panel Survey（BHPS）のデータを用

い、留保賃金（対数値）の回帰モデルを推定している。その結果、留保賃金に対して前職の

賃金は有意に影響を与えるが、前職賃金（対数値）の内生性を考慮した操作変数法における

留保賃金に対する前職賃金の弾性値は0. 47、固定効果モデルにおけるそれは0. 15と影響は小

さいことが確認された。また、男性の方が女性よりも前職賃金の弾性値が大きく、女性の留

保賃金は市場賃金による影響が大きいことが示された。そして、失業期間が長くなると、留

保賃金に対する前職賃金の影響は小さくなり、市場賃金の影響が大きくなる。

　Krueger and Mueller（2011）は、アメリカのニュージャージー州における失業給付受給者

を対象とした調査を行い、Feldstein and Poterba（1984）と同様、相対留保賃金（留保賃金/

前職賃金）2は失業期間が長くなると低下することを示した3。個人の固定効果をコントロール

して回帰分析を行った結果、貯蓄が 1 万米ドル以上、あるいは年齢が51～65歳の場合は失業

期間が長くなると、相対留保賃金（対数値）は低下する。また、相対留保賃金（対数値）が

高いと早期に失業給付から離脱する確率が低下することが確認されている。

　Brown and Taylor（2013）は、BHPSの失業者および就労希望の非労働力人口のデータを

用いて、失業期間、留保賃金および期待賃金（「受け取れる手取り賃金はいくらだと期待さ

れるか」）の関数を同時推定している4。その結果、失業期間に対する留保賃金の弾力性は 1

より大きいこと、留保賃金に対する失業期間の弾力性は負だが－ 1 より大きいこと、留保賃

金に対する期待賃金の弾力性は 1 より大きいことが確認された。また、Working Family Tax 

Creditsの導入は期待賃金を高めるため、期待賃金を経由して留保賃金に影響を与えること

が示された。

　研究成果の蓄積がある欧米に対し5、日本における研究例はほとんどない。留保賃金を直接

2  Stephenson（1976）の相対賃金とは定義が異なることに注意されたい。
3  Krueger and Mueller（2011）のようにワーキングペーパーとして公表された研究の蓄積は、Krueger and 

Mueller（2016）として公刊されている。
4  Brown and Taylor（2011）は、BHPSのデータを用いて、留保賃金および期待賃金と予想賃金（「賃金関数に求
職者の属性を代入して求めた理論値」）との差の要因分析を行っている。

5  その他にも、最低賃金が留保賃金に与える影響に焦点を当てたFalk et al .（2006）や貯蓄が留保賃金に与える影
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調査した数少ない例の 1 つとして、ハローワークにおいて2001年12月に新規に求職申込みを

行った者を対象に厚生労働省が実施した「雇用の構造に関する実態調査（求職者総合実態調

査）」があり、その第 1 回調査（2002年 6 月）において、「ハローワークに求職申込みをした

時、最低どのくらいの賃金月額を希望していましたか」という設問が用意されている。また、

派遣労働者を中心とする非正規労働者および失業者を対象に経済産業研究所が2009年 1 月か

ら 6 ヶ月ごとに 5 回実施した「派遣労働者の生活と求職活動に関するアンケート調査」にお

いて、「あなたが、ふだん、「最低でもこれだけはもらわないと働こうと思わない」と感じる

時給はおいくらですか」という設問がある。近年では、首都圏50kmで2014年 8 月最終週に

就業していた者を対象にリクルートワークス総合研究所が2014年 9 月に実施した「ワーキン

グパーソン調査2014」において、転職者が「現在の勤務先への転職活動を始めたときに希望

していた年収」を調査している。

　久米・鶴（2013）は、経済産業所が実施したアンケート調査を用いて、留保賃金が非正規

労働者の正社員化に有意にプラスの影響を与え、失業状態になることに有意にマイナスの影

響が与えることを操作変数法による推定結果で示している。また、留保賃金に対する操作変

数として、性別、年齢、婚姻状態、学歴、卒業直後の雇用形態、世帯所得や資産、雇用保険

の加入状況、最低賃金、宿題を先送りするタイプか否か、中学 3 年生時の成績、有効求人倍

率などが、それぞれ留保賃金に有意に影響を与える結果が示されている。

　阿部（2016）は、「ワーキングパーソン調査2014」を用いて、正社員の転職者の希望年収

には年齢、性別、前職の年収が影響しており、失業を経て求職する者と就業しながら求職す

る者の別、退職理由の別、入職経路の別に希望年収の決定要因に差があることを示している。

また、失業期間に対して希望年収は負の影響を与えており、正社員の転職後 1 年目の賃金に

は希望年収が正の影響があることを示している。ただし、「ワーキングパーソン調査2014」

における転職者の希望年収は、必ずしも希望する最低限の年収とは限らないため、留保賃金

と考えて良いかは議論が分かれるところであろう。

　先行研究によれば、留保賃金の水準は、年齢・性別・学歴といった求職者の属性、失業給

付、前職の賃金、雇用情勢などによって規定される。また、計測された留保賃金の正確性の

問題もあるだろうが、Lancaster（1985）のモデルのように留保賃金が高いと失業期間が長

くなる一方で、失業期間が長くなると留保賃金が低下するという、いわば非対称な関係が存

在しているものと考えられる。

響を分析したLammers（2015）などがある。
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第 3節　分析方法およびデータ

　ジョブサーチ（求職）の理論6を基礎とする求職活動の考え方を簡単に整理すると、所得

を最大化するように行動する求職者がある確率で求人企業と出会い、その企業が提示する賃

金と自らの留保賃金を比較して前者の方が高ければ求職活動をやめてその企業に勤める意思

決定をする。反対に前者の方が低ければ、求職活動を続けるというものである。

　先行研究によって定式化にバリエーションはあるが、総じて留保賃金の最適解は以下の通

りである7。

　　　　　（ 1 ）

　ただし、wr：留保賃金、b：求職中に得る収入（失業給付など）、c：求職にともなう費用、

λ：求職者が求人企業に出会う確率、ρ：割引率、w：企業が提示する賃金、F(w)：wの分

布関数

　つまり、最適な留保賃金は、「求職中の純便益（b－c）」と「提示される賃金を受け入れる

ことによる便益（提示賃金が留保賃金を上回る分）に求人企業に出会う確率を乗じたものの

割引価値（（ 1 ）式の右辺第 3 項）」の和になる。後者は、求職活動を続けることによる機会

費用である。

　本研究では、（ 1 ）式に基づき、留保賃金やその変化の決定要因を確認する。留保賃金や

その変化を被説明変数とする線形回帰モデルを想定し、（ 1 ）式の右辺に関連すると考えら

れる求職者の属性、離職時の賃金、求職期間などの説明変数のパラメータを推定する8。また、

求職活動の成果がどう決定するかを観察するために、再就職先が見つかるか否かを被説明変

数とするプロビットモデルや再就職時の賃金を被説明変数とする線形回帰モデルを推定する。

　分析に用いるデータは、労働政策研究・研修機構が2016（平成28）年に実施した「雇用保

険受給資格取得者実態調査」のマイクロデータである。同調査の対象は2013（平成25）年度

に雇用保険の基本手当の受給資格を認定された者のうちハローワークが任意の方法で抽出し

た10, 000人であり、回収数は2, 304人（回収率は23. 0％）である（被災地である大分県、熊

本県を除く）。

　回帰モデルの被説明変数である留保賃金（これ以上でないと再就職したくないと考えてい

た最低の給与月額）は、図表 4 - 3 - 1のように求職活動を開始した頃と再就職直前もしくは

基本手当受給終了直前の 2 時点について調査されている。再就職先が見つかったか否かにつ

6  Mortensen（1970）など。
7  ここでは、Lancaster and Chesher（1983）に基づく。
8  本来は複数の関数形を比較・検討するべきであるが、本研究では先行研究の多くで使用されている対数線形モ
デルを採用している。
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いては、基本手当受給中および受給終了後の状況が調査されている9。基本手当受給中に再就

職先が見つかった場合に 1 、見つからなかった場合に 0 の値をとるダミー変数と受給中・受

給終了後を問わず再就職先が見つかった場合に 1 、見つからなかった場合に 0 の値をとるダ

ミー変数を作成している。再就職時の賃金は、2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以上

雇用労働している回答者が2013（平成25）年度に基本手当の受給資格を認定された後に再就

職した際の賃金であり、再就職後に転職していれば最初の勤務先について回答することにな

っている。

図表 4 - 3 - 1　求職の過程

注 1 ）再就職時の賃金の調査対象は、2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働して

いる者に限る。

注 2 ）留保賃金は、求職活動を開始した頃と再就職直前もしくは基本手当受給終了直前の 2 時点

について調査されている。

9  雇用保険の基本手当の所定給付日数は回答者によって異なるため、基本手当の受給中に再就職先が見つかった
からといって、必ずしも基本手当の受給終了後に再就職先が見つかった回答者よりも求職期間が短いとは限ら
ない点には注意が必要である。
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　説明変数には、回答者の年齢、年齢の 2 乗、性別（女性ダミー変数）、学歴（大学卒を基

準とする中学・高校卒、専修学校・高専・短大卒、および大学院卒の 3 つのダミー変数）、

同居人（ 2 人以上の場合に 1 の値をとるダミー変数）、離職時の勤続年数、離職時の企業規

模（1000人以上を基準とする100～999人、 1 ～99人、および官公営の 3 つのダミー変数）、

離職時の就業形態（正社員ダミー変数）、離職時の職種（事務的な仕事を基準とする管理的

な仕事、専門的・技術的な仕事、およびその他の仕事の 3 つのダミー変数）、離職時の業種

（製造業を基準とする情報通信業、医療・福祉、およびその他の産業の 3 つのダミー変数）、

離職時の雇用期間（定めがない場合に 1 の値をとるダミー変数）、離職時の勤務形態（フル

タイム勤務の場合に 1 の値をとるダミー変数）、離職時の賃金（給与月額）、求職期間、およ

び転職経験（ある場合に 1 の値をとるダミー変数）を使用している。

　年齢は2016（平成28）年 5 月末時点のものしか調査されていないため、説明変数としてそ

のまま使用するのではなく、概ね離職した時期である 3 年前の年齢、および 3 年前の年齢に

求職期間（ 1 年未満は切り捨て）を加えた概ね再就職した時期の年齢（推計値）を用いる。

　求職開始時の留保賃金を被説明変数とする回帰モデルでは、離職理由を説明変数とする場

合も考えている。離職理由は、「定年・契約期間満了」を基準として、「会社都合（倒産、希

望退職への応募、その他会社からの申し出による）」、「自己都合（もっと収入を増やしたい）」、

「自己都合（他の労働条件の改善：安定した職業に就きたいため、会社・仕事に将来性がな

いため、労働時間が長く、超過勤務が常態化していたため、土曜日・日曜日に休日が取れな

いため、通勤が不便なため、職場の人間関係がうまくいかなかったため、より知識・技能を

活かせる仕事に就きたいため、よりやりがい・生きがいの感じられる仕事に就きたいため、

肉体的により軽易な仕事に就きたいため）」、「自己都合（家庭の事情：病気・けがのため、

結婚のため、出産・育児のため、介護のため、年金を受給できる状況となったため、貯蓄が

ある、または他の家族等の収入により生活ができている等、就業の必要がなくなったため、

就学・職業訓練のため）」、および「その他（会社都合・自己都合を問わず）」の 5 つのダミ

ー変数である。

　再就職先が見つかったか否かを被説明変数とする回帰モデルでは、希望する労働条件を変

更したか否かを説明変数とする場合も考えている。給与、正社員で採用、フルタイムで就業、

週末（土・日曜日）に休みが取れること、所定労働時間の長さ、企業規模、職種、業種、お

よび仕事の内容の労働条件ごとに、希望する条件を変えなかった場合を基準として、自分の

都合で変えた場合、および現実を踏まえて仕方なく変えた場合の 2 つのダミー変数（労働条

件 9 個× 2 ＝合計18個）を作成している。

　再就職時の賃金を被説明変数とする回帰モデルにおいて説明変数として使用する再就職時

の企業規模、就業形態（正社員ダミー変数）、雇用期間、勤務時間、職種、および業種につ

いては、離職時と同様のカテゴリーでダミー変数を作成している。

　説明変数のうち求職期間は内生変数であることが疑われるため、求職期間 1 か月当たりの
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応募書類を提出した企業数、 1 か月当たり面接を受けた企業数、基本給付日額、および想定

する再就職時期を操作変数として内生性の検討を行っている。このうち基本給付日額は直接

調査されていないため、離職時の賃金× 6 ／180によって算出される賃金日額の推計値、お

よび離職時に近似される 3 年前の年齢を用い、2013（平成25）年 8 月 1 日に改正された雇用

保険の基本手当日額の計算方法に基づいて推計している。想定する再就職時期は、基本手当

受給中に再就職する時期をどう考えていたかであり、受給終了時期にかかわらず、一刻も早

く就職したいを 4 、就職に時間をかけるごとに 1 ずつ減って、できるだけ受給終了後に就職

したいと考えている場合を 1 とするカテゴリー変数である。

　なお、分析に用いたデータの記述統計量は、章末の付表 1を参照のこと。

第 4節　賃金および留保賃金の推移の概観

　再就職時の就業形態が正社員であり、2016（平成28）年 5 月末現在で週20時間以上雇用労

働している回答者について、離職時の賃金、求職中の留保賃金、および再就職時の賃金の分

布（カーネル密度関数を推定した結果10）の推移を概観する（図表 4 - 4 - 1～ 4 - 4 - 2）。離

職時の賃金と求職開始時の留保賃金の分布を比較すると、いずれも右裾の長い分布の形状で

あるが、離職時の賃金よりも求職開始時の留保賃金の方が最頻値の密度が高くなっている。

つまり、離職時の賃金よりも求職開始時の留保賃金の方が最頻値に回答が集中している。離

職時の賃金の最頻値の水準は、男性の方が女性よりも高い。また、男性では離職時の賃金よ

りも求職開始時の留保賃金の方が最頻値の水準が低くなっているのに対し、女性では高くな

っている。

　次に、求職期間中の留保賃金の変化について見ると、求職開始時と再就職・雇用保険の基

本手当受給終了直前では留保賃金の分布の形状にあまり大きな変化は確認されないが、再就

職・基本手当受給終了直前の留保賃金の最頻値の密度が高い。また、留保賃金の最頻値の水

準は、求職開始時よりも再就職直前の方が低くなっている。

　そして、再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金と再就職時の賃金の分布を比較すると、

分布の形状にあまり大きな変化はなく、再就職時の賃金の最頻値の水準は再就職直前の留保

賃金と同程度である。

10 カーネル密度関数の関数形（Epanechnikov）およびbandwidthはStataのkdensityコマンドのデフォルト値。以
下同様。
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図表 4 - 4 - 1　賃金、留保賃金の推移（男性、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 - 2　賃金、留保賃金の推移（女性、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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　回答者の性別の違いだけでなく、再就職時の就業形態の違いによっても賃金分布の推移が

異なるかを確認してみよう（図表 4 - 4 - 3～ 4 - 4 - 4）。男性で再就職時の就業形態が非正

規労働者（契約社員、パートタイム・アルバイト、派遣労働者、その他のいずれか）である

回答者は、再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金が求職開始時のそれよりも最頻値の水

準が高く、離職時の賃金と同程度の水準になっており、再就職時の就業形態が正社員の場合

と傾向が異なる。また、再就職時の賃金の最頻値が留保賃金のそれよりも低い。女性で再就

職時の就業形態が非正規労働者の場合は、再就職時の賃金の方が再就職直前の留保賃金より

も最頻値の水準が高くなっている。

図表 4 - 4 - 3　賃金、留保賃金の推移（男性、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 - 4　賃金、留保賃金の推移（女性、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

　さらに、離職時の年齢の違いによって賃金分布の推移が異なるかを確認する。「雇用保険

受給資格取得者実態調査」では2016（平成28）年 5 月末現在の年齢を調査しているものの、

離職時の年齢は調査していない。ただし、調査対象は2013（平成25）年度に雇用保険の基本

手当の受給資格を認定された者であることから、2016（平成28）年 5 月末現在から 3 年前の

年齢を離職時の年齢として近似的に用いる。男性で再就職時の就業形態が正社員の回答者を

年齢階級別に見ると、年齢の上昇とともに離職時の賃金の最頻値の水準が高くなる（図表

4 - 4 - 5 ～ 4 - 4 - 8）。このうち 3 年前に29歳以下の回答者では、離職時の賃金分布は最頻

値を中心に両裾に広がっている。留保賃金の最頻値の水準は、離職時の賃金のそれと同程度

であるが、求職開始時、再就職・基本手当受給終了直前と時点を追うごとに密度が高くなっ

ており、より最頻値に回答が集中している。再就職時の賃金の最頻値は離職時の賃金や留保

賃金の最頻値よりも低い水準である。30～44歳では、先に年齢全体で見た傾向と同様である。

45～59歳では、離職時の賃金よりも求職開始時の留保賃金の方が最頻値の水準が高くなって

いる。サンプルサイズが小さいため注意が必要であるが、60歳以上になると離職時の賃金の

最頻値と比べ、留保賃金および再就職時の賃金の最頻値の密度が低く、相対的に回答がばら

ついている。男性で再就職時の就業形態が非正規労働者の場合の図表は、章末の付図 4 - 1

～ 4 - 4 を参照いただきたいが、30～44歳を除いて、留保賃金および再就職時の賃金の最頻
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値の水準は、離職時の賃金のそれと同程度もしくは低い。30～44歳については、再就職・基

本手当受給終了直前の留保賃金の最頻値の水準が相対的に高くなっている。

図表 4 - 4 - 5　賃金、留保賃金の推移（男性、29歳以下（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 - 6　賃金、留保賃金の推移（男性、30～44歳（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 - 7　賃金、留保賃金の推移（男性、45～59歳（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 - 8　賃金、留保賃金の推移（男性、60歳以上（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

　女性で再就職時の就業形態が正社員の回答者のうち 3 年前に29歳以下の者では、男性の29

歳以下と同様、離職時の賃金分布が最頻値を中心に両裾に広がっている（図表 4 - 4 - 9～

4 - 4 -12）。留保賃金および再就職時の賃金の最頻値は離職時の賃金のそれよりも低い。最

頻値の密度は、賃金および留保賃金いずれも同程度である。30～44歳では、留保賃金および

再就職時の賃金の最頻値の水準は離職時の賃金と同程度もしくはやや低いが、密度は高くな

っており、より最頻値に回答が集中している。45～59歳では、先に年齢全体で見た傾向と同

様である。60歳以上はサンプルサイズが非常に小さいため、参考までに図表を掲載するに留

める。

　女性で再就職時の就業形態が非正規労働者の場合は（章末の付図 4 - 5～ 4 - 8 参照）、30

～44歳を除いて、留保賃金および再就職時の賃金の最頻値の水準は、離職時の賃金のそれと

同程度もしくは低い。30～44歳については、留保賃金の最頻値の水準が相対的に高くなって

いる。こうした年齢階級別に見た非正規労働者の傾向は、男性と同様である。
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図表 4 - 4 - 9　賃金、留保賃金の推移（女性、29歳以下（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 -10　賃金、留保賃金の推移（女性、30～44歳（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 -11　賃金、留保賃金の推移（女性、45～59歳（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 -12　賃金、留保賃金の推移（女性、60歳以上（ 3年前）、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。



－ 97 －

　最後に、求職期間の違いによって賃金分布の推移が異なるかを確認する。男性で再就職時

の就業形態が正社員の回答者については、求職期間が異なっていても、概して留保賃金およ

び再就職時の賃金の最頻値は離職時の賃金のそれと同程度、もしくは求職開始時、再就職・

基本手当受給終了直前と時点を追うごとに低い水準である。また、離職時の賃金の最頻値よ

りも密度は高く、つまりより最頻値に回答が集中するようになっている（図表 4 - 4 -13～

4 - 4 -17）。ただし、求職期間が長くなり 1 年以上 2 年未満になると、離職時賃金の最頻値

と求職開始時の留保賃金および再就職時の賃金のそれらとの密度の差が小さくなり、再就

職・基本手当受給終了直前留保賃金の最頻値との密度の差が拡大する。なお、男性で再就職

時の就業形態が非正規労働者の場合は、サンプルサイズの小さい 2 年以上を除いて、求職期

間の違いによる顕著な傾向な違いは確認されない（章末の付図 4 - 9～ 4 -13参照）。

図表 4 - 4 -13　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 3ヶ月未満、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 -14　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 3ヶ月～ 6ヶ月、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 -15　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 6ヶ月～ 1年、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 -16　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 1年～ 2年、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 -17　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 2年以上、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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　女性で再就職時の就業形態が正社員の回答者について、求職期間 3 ヶ月未満の者では再就

職時の賃金の最頻値が離職時の賃金のそれを上回っているが、 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満では逆

転する（図表 4 - 4 -18～ 4 - 4 -22）。さらに、サンプルサイズの小さい 2 年以上を除いて、

6 ヶ月以上になると同程度になっている。なお、女性で再就職時の就業形態が非正規労働者

の場合についても、男性同様、求職期間の違いによる顕著な傾向な違いは確認されない（章

末の付図 4 -14～ 4 -18参照、ただし 2 年以上を除く）。

　本節では、賃金および留保賃金の推移を性別、再就職時の就業形態、離職時の年齢、求職

期間別に概観してきたが、これらの回答者の属性によって傾向が異なることが確認された。

したがって、賃金および留保賃金の推移を分析する際には、少なくともこれらの属性を制御

することが求められよう。次節以降では、離職時の賃金から求職開始時の留保賃金の決定、

再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金と留保賃金の変化の決定、再就職・基本手当受給

終了直前の留保賃金から再就職時の賃金の決定というように求職の過程を分割し、これらの

決定要因について確認する。

図表 4 - 4 -18　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 3ヶ月未満、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 -19　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 3ヶ月～ 6ヶ月、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 -20　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 6ヶ月～ 1年、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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図表 4 - 4 -21　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 1年～ 2年、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

図表 4 - 4 -22　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 2年以上、再就職時に正社員）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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第 5節　求職開始時留保賃金の水準の決定

　離職時の賃金と比べて求職開始時の留保賃金の水準がどの程度にあるかを概観する。図表

4 - 5 - 1 ～ 4 - 5 - 4 は、求職開始時の留保賃金と離職時の賃金の対数値の差（対数階差）、

つまり求職開始時の留保賃金が離職時の賃金より何％高いか（マイナスなら低いか）をカー

ネル密度関数の分布で示したものである。いずれの図表においても対数階差の最頻値はゼロ

であり、求職開始時の留保賃金を離職時の賃金と同水準とする回答が多い。また、対数階差

がプラスよりもマイナスの密度の方が高くなっている。

　再就職時の就業形態が正社員の回答者について性別に比較すると、女性の対数階差の方が

最頻値であるゼロの密度が高く、求職開始時の留保賃金を離職時の賃金と同水準とする回答

がより集中している（図表 4 - 5 - 1）。また、男性の対数階差の方がゼロ以上の裾野が薄く、

ゼロ以下の裾野が厚くなっており、求職開始時の留保賃金が離職時の賃金の水準より低い場

合の密度が高くなっている。これらの性別の差は、再就職時の就業形態が非正規労働者の回

答者について見ると、より顕著である（図表 4 - 5 - 2）。

図表 4 - 5 - 1　離職時賃金に対する留保賃金の変化率の分布（性別、再就職時に正社員）
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図表 4 - 5 - 2　離職時賃金に対する留保賃金の変化率の分布

（性別、再就職時に非正規労働者）

　転職経験がある者ほどより現実的な留保賃金を設定するものと予想されるため、再就職時

に正社員の回答者について転職経験の有無別に比較すると、転職経験がある回答者の対数階

差の方がゼロの密度が高く、求職開始時の留保賃金を離職時の賃金と同水準とする回答がよ

り集中している（図表 4 - 5 - 3）。また、転職経験がない回答者の対数階差の方がゼロ以上

の裾野が薄く、ゼロ以下の裾野が厚くなっており、求職開始時の留保賃金が離職時の賃金の

水準より低い場合の密度が高い。再就職時の就業形態が非正規労働者の回答者についても同

様の傾向であり、とくに転職経験がない回答者の対数階差の最頻値がゼロ以下になっている

（図表 4 - 5 - 4）。



－ 105 －

図表 4 - 5 - 3　離職時賃金に対する留保賃金の変化率の分布

（転職の有無別、再就職時に正社員）

図表 4 - 5 - 4　離職時賃金に対する留保賃金の変化率の分布

（転職の有無別、再就職時に非正規労働者）



－ 106 －

　求職開始時の留保賃金の水準（対数値）を被説明変数とし、性別や転職経験の有無などを

含む回答者の属性を説明変数とする回帰モデルを通常の最小二乗法で推定した結果が図表

4 - 5 - 5 である。サンプル全体の結果を見ると、概ね離職した時期である 3 年前の年齢、離

職時に企業規模が 1 ～99人の企業に雇用されていること（企業規模1000人と比較して）、離

職時に雇用期間の定めなく雇用されていること、離職時にフルタイム勤務であること、転職

経験があること、離職時の賃金水準（対数値）が求職開始時の留保賃金の水準に有意にプラ

スの影響を与える。離職時の賃金水準は、留保賃金の理論的な最適解を構成する雇用保険の

基本手当受給額を規定する変数であり、人々が具体的に留保賃金を決定する目安となるもの

と考えられる。一方、 3 年前の年齢の 2 乗の項、女性、同居人がいること、離職時の勤続年

数、離職時の就業形態が正社員であること、離職時の業種が医療・福祉であること（製造業

と比較して）は、それぞれ求職開始時の留保賃金の水準に有意にマイナスの影響を与えてい

る。同居人がいることは不労所得の代理変数と考えているが、正確には2016（平成28）年 5

月末現在ではなく離職時点での同居人の有無で確認すべきである点に注意が必要である。

　サンプルを基本手当の受給期間か否かを問わず再就職先が見つかったか否かに分けて、同

じ回帰モデルを推定する。再就職先が見つかったサブサンプルでは、学歴が中学・高校卒で

あることが大学卒と比較して求職開始時の留保賃金の水準に有意にマイナスの影響を与え、

離職時の職業が専門・技術的な仕事であることが事務的な仕事と比較して有意にプラスに影

響を与える点でサンプル全体の結果と異なる。また、離職時の企業規模、離職時に雇用期間

の定めなく雇用されていること、転職経験が有意水準 5 ％で統計的に有意ではなくなってい

る点も異なる。再就職先が見つからなかったサブサンプルでは、学歴が大学院卒であること

が大学卒と比較して求職開始時の留保賃金の水準に有意にプラスの影響を与えている。同居

人がいること、離職時の勤続年数、離職時の就業形態、離職時の業種、離職時にフルタイム

勤務であることは、有意水準 5 ％で統計的に有意ではなくなっている。

　サンプルを再就職時の就業形態が正社員と非正規労働者（いずれも2016（平成28）年 5 月

末現在に週20時間以上雇用労働している者に限る）の場合に分割すると、再就職時に正社員

の場合でパラメータが有意水準 5 ％で統計的に有意な変数は、女性（－）、離職時の勤続年

数（－）、離職時の職業が専門・技術的な仕事であること（＋）、離職時の賃金水準（＋）と

サンプル全体の推定結果より減少する。再就職時に非正規労働者の場合では、学歴が中学・

高校卒であることが大学卒と比較して求職開始時の留保賃金の水準に有意にマイナスの影響

を与え、離職時の企業規模、離職時の職業、離職時に雇用期間の定めなく雇用されているこ

と、転職経験が有意水準 5 ％で統計的に有意ではなくなっている点でサンプル全体の結果と

異なる。
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図表 4 - 5 - 5　求職開始時の留保賃金の決定要因に関する推定結果（OLS）

注 1 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 2 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 3 ）括弧内は、頑健な標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計的に有意で

あることを示す。
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　図表 4 - 5 - 6は、図表 4 - 5 - 5で考慮した説明変数に離職理由のダミー変数を追加して回

帰モデルを推定し、離職理由のパラメータのみ結果を抽出したものである。離職理由が定

年・契約期間満了と比較し、収入を増やしたいという自己都合による離職は、サンプル全体、

再就職先が見つかったか否か、再就職時の就業形態が正社員か非正規労働者かを問わず、求

職開始時の留保賃金の水準に有意にプラスの影響を与える。会社都合で離職のパラメータは、

サンプル全体および再就職先が見つかったサブサンプルにおいて統計的に有意にプラスに、

家庭の事情という自己都合による離職は、サンプル全体、再就職先が見つかったサブサンプ

ルおよび再就職時に非正規労働者であるサブサンプルにおいて、それぞれ有意にマイナスに

推定される。

図表 4 - 5 - 6　求職開始時の留保賃金の決定要因に関する推定結果（OLS、その 2）

注 1 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 2 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 3 ）図表 4 - 5 - 5 の説明変数に離職理由を追加して推定し、離職理由のパラメータのみ抽出したもの。

注 4 ）括弧内は、頑健な標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計的に有意で

あることを示す。

第 6節　再就職・基本手当受給終了直前留保賃金の水準、留保賃金の変化の決定

　本節では、決定された求職開始時の留保賃金が求職の過程でどのように変化し、再就職・

基本手当受給終了直前留保賃金の水準がどう決定されるかを確認する。図表 4 - 6 - 1～

4 - 6 - 5 は、再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金と求職開始時の留保賃金の対数値の

差（対数階差）、つまり再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金が求職開始時の留保賃金

より何％高いか（マイナスなら低いか）をカーネル密度関数の分布で示したものである。い

ずれの図表においても対数階差の最頻値はゼロであり、留保賃金の水準は変化しないとする

回答が多い。なお、対数階差がプラスよりもマイナスの密度の方が高く、留保賃金の水準が

低下する回答が相対的に多くなっている。

　再就職時の就業形態が正社員の回答者について性別に比較すると、女性の対数階差の方が
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最頻値であるゼロの密度が高く、留保賃金の水準は求職の過程で変化しないとする回答がよ

り集中している（図表 4 - 6 - 1）。また、男性の対数階差の方がゼロ以下の裾野が厚くなっ

ており、再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金が求職開始時の留保賃金の水準より低い

場合の密度が高くなっている。これらの傾向は、再就職時の就業形態が非正規労働者の回答

者についても同様である（図表 4 - 6 - 2）。

　次に、再就職時に正社員の回答者について転職経験の有無別に比較すると、転職経験がな

い回答者の対数階差の方が最頻値であるゼロの密度が高い（図表 4 - 6 - 3）。一方、再就職

時の就業形態が非正規労働者の回答者については、反対に転職経験がある回答者の対数階差

の方がゼロの密度が高くなっている（図表 4 - 6 - 4）。

図表 4 - 6 - 1　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金 

の変化率の分布（性別、再就職時に正社員）
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図表 4 - 6 - 2　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金 

の変化率の分布（性別、再就職時に非正規労働者）

図表 4 - 6 - 3　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金 

の変化率の分布（転職経験の有無別、再就職時に正社員）
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図表 4 - 6 - 4　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金 

の変化率の分布（転職経験の有無別、再就職時に非正規労働者）

　求職期間による留保賃金の変化の傾向の違いを確認すると、求職期間 3 ヶ月未満を基準と

して、 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満では対数階差の最頻値であるゼロ、つまり留保賃金が変化しな

い密度が高く、より最頻値に回答が集中する（図表 4 - 6 - 5）。ただし、 6 ヶ月以上になる

と求職期間が長くなるにつれて密度は低下し、ばらつきが大きくなる。また、求職期間が長

くなるにつれて、対数階差がマイナスになる、つまり留保賃金が低下する密度が高くなる傾

向がある。



－ 112 －

図表 4 - 6 - 5　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金 

の変化率の分布（求職期間別）

　調査結果のクロス集計に基づき求職期間による留保賃金の変化の傾向の違いを整理したも

のが、図表 4 - 6 - 6である。サンプル全体で見ると、求職期間が長くなるにつれて、留保賃

金が低下する割合が高くなり、留保賃金が不変および上昇する割合が低くなる傾向がある。

雇用保険の基本手当受給期間を問わず再就職先が見つかった場合では、サンプルサイズの小

さい求職期間 2 年以上を除き、再就職先が見つからなかった場合よりも留保賃金が低下する

割合が高くなっている。2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以上雇用労働している者の

うち、再就職時に非正規労働者である場合は、求職期間 2 年以上を除き、再就職時に正社員

である場合よりも留保賃金が低下する割合が高くなっている。
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図表 4 - 6 - 6　求職期間と留保賃金の変化（％）

注 1 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 2 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 3 ）求職期間の設問が無回答の者を除く。

　再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金の水準の決定要因を確認するために、再就職・

基本手当受給終了直前の留保賃金（対数値）を被説明変数とし、求職期間（対数値）、回答

者の属性などを説明変数とする回帰モデルを通常の最小二乗法で推定した結果が図表

4 - 6 - 7 である。先行研究でも指摘されているように、求職期間は内生変数であることが疑
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われるため、求職の密度を表す 1 ヶ月当たりの応募書類を提出した企業数、および 1 ヶ月当

たりの面接を受けた企業数を操作変数として内生性の検定を行った。その結果、サンプル全

体、および基本手当受給期間か否かを問わず再就職先が見つかったサブサンプルにおいて求

職期間は内生変数ではないと判断されたため、通常の最小二乗法による推定結果を採用して

いる11。サンプル全体の推定結果を見ると、求職期間および女性であることが再就職・基本

手当受給終了直前の留保賃金に対して統計的に有意にマイナスの影響を与え、求職開始時の

留保賃金は有意にプラスの影響を与えることがわかる。求職期間のマイナスの影響および求

職開始時の留保賃金のプラスの影響は、再就職先が見つかったか否か、再就職時の就業形態

が正社員か非正規労働者かの別に作成したサブサンプルにおける推定結果でも共通している。

再就職先が見つかったサブサンプルで推定されたパラメータについては、全サンプルで有意

に推定されたものに加え、再就職時の年齢（推計値）の 2 乗、離職時の勤続年数が有意にマ

イナスに、大学院卒（大学卒が基準）、離職時がその他の職業（事務的な仕事が基準）であ

ることが有意にプラスにそれぞれ推定されている。再就職時に正社員である場合は、年齢、

離職時の企業が官公営、離職時が専門・技術的な仕事であることのパラメータが有意にプラ

スであり、再就職時の年齢（推計値）の 2 乗、離職時の勤続年数が有意にマイナスになって

いる。

　次に、求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前までの留保賃金の変化がどう決定さ

れるかを確認するために、留保賃金の変化（対数階差）を被説明変数とし、求職期間（対数

値）、回答者の属性などを説明変数とする回帰モデルを通常の最小二乗法で推定した結果が

図表 4 - 6 - 8である。先に見た再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金を被説明変数とす

る回帰モデルと同様、求職期間は内生変数であることが疑われるため、 1 ヶ月当たりの応募

書類を提出した企業数、および 1 ヶ月当たりの面接を受けた企業数を操作変数として内生性

の検定を行った。その結果、サンプル全体、および雇用保険の基本手当受給期間か否かを問

わず再就職先が見つかったサブサンプルにおいて求職期間は内生変数ではないと判断された

ため、通常の最小二乗法による推定結果を採用している。サンプル全体の結果では、求職期

間、転職経験があること、離職時の賃金が留保賃金の変化に有意にマイナスの影響を与える。

再就職先が見つかったサブサンプルの結果をサンプル全体と比較すると、学歴および離職時

の職業が有意に影響を与えるが、転職経験のパラメータは有意水準 5 ％で有意ではない。再

就職先が見つからなかった、再就職時の就業形態が正社員および非正規労働者（いずれも

2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以上雇用労働）のサブサンプルについても、サンプ

ル全体と同様、求職期間が留保賃金の変化に有意にマイナスの影響を与える結果である。

11 ただし、基本手当受給期間を問わず再就職先が見つからなかった、再就職時の就業形態が正社員および非正規
労働者のサブサンプルでは、 1 ヶ月当たりの応募書類を提出した企業数、および 1 ヶ月当たりの面接を受けた
企業数は 1 段階目の推定のF値が低く、他の適当な操作変数も見つけることができなかった。図表 4 - 6 - 8 の
結果についても同様である。適当な操作変数の模索は、今後の課題としたい。
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図表 4 - 6 - 7　再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金の決定要因 

に関する推定結果（OLS）

注 1 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 2 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 3 ）括弧内は、頑健な標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計

的に有意であることを示す。
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図表 4 - 6 - 8　留保賃金の変化の決定要因に関する推定結果（OLS）

注 1 ）再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金（対数値）と求職開始時の留保賃金（対数値）の差

注 2 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 3 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 4 ）括弧内は、頑健な標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計

的に有意であることを示す。



－ 117 －

　図表 4 - 5 - 5と図表 4 - 6 - 7の定式化が正しいとすれば、求職開始時から再就職・基本手

当受給終了直前までの留保賃金の変化はこの 2 つの式の差で表現される。その結果、求職中

に変化しない説明変数は相殺され、 2 時点の年齢の差、つまり求職期間、および求職開始時

の留保賃金と離職時の賃金の対数階差、つまり離職時の賃金から求職開始時の留保賃金をど

の程度変化させたかが残される。図表 4 - 6 - 7ではすでに求職期間の対数値が説明変数とし

て使われているので、重複する 2 時点の年齢の差は除き、留保賃金の変化（対数階差）を被

説明変数とし、求職期間（対数値）、求職開始時の留保賃金と離職時の賃金の対数階差を説

明変数とする回帰モデルを通常の最小二乗法で推定した結果が図表 4 - 6 - 9 である。図表

4 - 6 - 8 の結果と同様、求職期間は統計的に有意にマイナスの影響があり、求職期間が長く

なると留保賃金は低下する。求職開始時の留保賃金と離職時の賃金の対数階差は再就職時に

正社員のサブサンプルを除いて、有意にマイナスの影響がある。つまり、離職時の賃金より

も求職開始時の留保賃金を高めに想定する回答者ほど、求職中に留保賃金を低下させる。

図表 4 - 6 - 9　留保賃金の変化の決定要因に関する推定結果（OLS、その 2）

注 1 ）再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金（対数値）と求職開始時の留保賃金（対数値）の差

注 2 ）求職開始時の留保賃金（対数値）と離職時の賃金（対数値）の差

注 3 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 4 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 5 ）括弧内は、頑健な標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計的に有意で

あることを示す。
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第 7節　希望する労働条件の変更

1．留保賃金の変化と希望する労働条件の変更

　前節では求職の過程で留保賃金が変化する姿を見てきたが、本節では留保賃金の変化と希

望する労働条件の変更の関係について傾向を概観する。図表 4 - 7 - 1は、サンプル全体にお

ける留保賃金の変化別に見た希望する労働条件の変更割合である。留保賃金の水準は希望す

る給与の条件の構成要素と考えられるため、留保賃金が低下もしくは上昇した回答者のうち

給与の希望を変更する割合が留保賃金不変の場合よりも高くなることは自然である。ただし、

給与以外の労働条件についても、留保賃金が変化した場合の方が不変よりも希望する条件を

変更する割合が高くなっており、留保賃金の調整が給与以外の労働条件の調整とともに行わ

れる傾向が窺える。こうした傾向は、希望する労働条件を自分の都合ではなく、現実を踏ま

えて仕方なく変えた割合で見ても同様である。

図表 4 - 7 - 1　留保賃金の変化別に見る希望する労働条件を変更した割合（％）

注 1 ）括弧内は希望する労働条件を「現実を踏まえて仕方なく変えた」割合。

注 2 ）留保賃金の設問が無回答の者を除く。

　雇用保険の基本手当受給期間か否かを問わず再就職先が見つかった場合では、再就職先が

見つからなかった場合と比べ、留保賃金が上昇した回答者のうち希望する給与、正社員で採

用、企業規模、職種、業種、および仕事の内容の条件を変更した割合が 5 ％ポイント以上高

くなっている（図表 4 - 7 - 2）。ただし、再就職先が見つからず、留保賃金が上昇した回答

者のサンプルサイズが小さいため、注意が必要である。以下同様に、割合の差が 5 ％ポイン

ト以上ある場合について取り上げる。再就職先が見つかり、かつ留保賃金が低下した回答者
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のうち希望する給与の条件を変更した割合は、再就職先が見つからなかった場合と比べて高

く、フルタイムで就業、所定労働時間の長さ、企業規模、および職種の条件を変更した割合

が低い。留保賃金が不変の場合で比較すると、再就職先が見つかった場合の方が希望する週

休（土日）に休みを取れる条件を変更した割合が見つからなかった場合に比べて高く、フル

タイムで就業する条件を変更した割合が低くなっている。

図表 4 - 7 - 2　再就職先が見つかったか否か、留保賃金の変化別に見る 

希望する労働条件を変更した割合（％）

注 1 ）雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず就職先が見つかった否か。

注 2 ）括弧内は希望する労働条件を「現実を踏まえて仕方なく変えた」割合。

注 3 ）再就職先が見つかったか否か、留保賃金の設問が無回答の者を除く。

　再就職時の就業形態が正社員の場合では、非正規労働者の場合と比べ、留保賃金が低下し

た回答者のうち希望する給与、週末（土日）に休みが取れること、および業種の条件を変更

した割合が 5 ％ポイント以上高く、（当たり前と言えるが）正社員で採用、およびフルタイ

ムで就業の条件を変更した割合が低くなっている（図表 4 - 7 - 3）。サンプルサイズが小さ

いため注意が必要であるが、留保賃金が上昇した回答者では、いずれの労働条件についても

再就職時の就業形態が非正規労働者の方が希望する条件を変更した割合が高い。留保賃金が

不変の場合は、再就職時の就業形態が正社員の方が希望する週末（土日）に休みが取れるこ

との条件を変更した割合が高く、給与、（やはり当たり前だが）正社員で採用、フルタイム

で就業、および職種の条件を変更した割合が低くなっている。
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図表 4 - 7 - 3　再就職時の就業形態別、留保賃金の変化別に見る 

希望する労働条件を変更した割合（％）

注 1 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 2 ）括弧内は希望する労働条件を「現実を踏まえて仕方なく変えた」割合。

注 3 ）再就職時の就業形態、留保賃金の設問が無回答の者を除く。

2．求職期間と希望する労働条件の変更

　図表 4 - 7 - 4は、サンプル全体における求職期間別に見た希望する労働条件の変更割合で

ある。サンプルサイズの小さい求職期間 2 年以上になるとやや傾向が異なるが、概していず

れの労働条件についても、求職期間が長くなるにつれて希望する条件を変更した割合が高く

なっている。この傾向は、希望する労働条件を自分の都合ではなく、現実を踏まえて仕方な

く変えた割合で見ても同様である。
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図表 4 - 7 - 4　求職期間別に見る希望する労働条件を変更した割合（％）

注 1 ）括弧内は希望する労働条件を「現実を踏まえて仕方なく変えた」割合。

注 2 ）求職期間の設問が無回答の者を除く。

第 8節　再就職先が見つかる確率

　本節では、前節までで見たような留保賃金や他の希望する労働条件の変更が、再就職先が

見つかる確率にどのような影響を与えるかを確認する。その前に、再就職先が見つかったか

否かの別に留保賃金の分布に差があるかをカーネル密度関数の分布によって概観する。離職

時の賃金に対する求職開始時の留保賃金の変化率（対数階差）を見ると、雇用保険の基本手

当受給期間か否かを問わず、あるいは基本手当受給中に再就職先が見つかった場合の方が最

頻値であるゼロ（離職時の賃金と求職開始時の留保賃金に差がない）の密度が高く、再就職

先が見つからなかった場合の方がマイナス（離職時の賃金より求職開始時の留保賃金の方が

低い）の密度が高くなっている（図表 4 - 8 - 1～ 4 - 8 - 2）。

　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金の変化率（対数階差）

については、基本手当受給期間か否かを問わず、あるいは基本手当受給中に再就職先が見つ

かった場合の方が最頻値であるゼロ（求職の過程で留保賃金が変化しない）の密度が高い

（図表 4 - 8 - 3～ 4 - 8 - 4）。

　求職期間別に再就職先が見つかった割合を示したものが、図表 4 - 8 - 5である。求職期間

が長くなるにつれ、基本手当受給期間か否かを問わず、あるいは基本手当受給中に再就職先

が見つかる割合が低下する傾向がある。
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図表 4 - 8 - 1　離職時賃金に対する留保賃金の変化率の分布

（再就職先が見つかったか否かの別）

図表 4 - 8 - 2　離職時賃金に対する留保賃金の変化率の分布

（基本手当受給中に再就職先が見つかったか否かの別）
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図表 4 - 8 - 3　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金

の変化率の分布（再就職先が見つかったか否かの別）

図 4 - 8 - 4　求職開始時から再就職・基本手当受給終了直前にかけての留保賃金の変化率の分布

（基本手当受給中に再就職先が見つかったか否かの別）
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基本手当受給中に就職先が見つかった 見つからなかった
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図表 4 - 8 - 5　求職期間別に見る再就職が見つかった割合（％）

注）求職期間の設問が無回答の者を除く。

　再就職先が見つかる確率の決定要因を確認するために、再就職先が見つかったか否かを被

説明変数とし、求職期間（対数値）、回答者の属性、留保賃金を説明変数とする回帰モデル

を操作変数プロビットモデル12で推定した結果が図表 4 - 8 - 6 である。求職期間は内生変数

であることが疑われるため、基本手当日額（推計値、対数値）、 1 ヶ月当たりの応募書類を

提出した企業数、および 1 ヶ月当たりの面接を受けた企業数を操作変数として内生性の検定

を行った。その結果、求職期間は内生変数と判断されたため、操作変数プロビットモデルに

よる推定結果を採用している。図表 4 - 8 - 6の左欄には求職開始時の留保賃金（対数値）を

説明変数とした場合の結果を、右欄には代わりに留保賃金の変化（対数階差）を説明変数と

した場合の結果をそれぞれ示している。また、それぞれに雇用保険の基本手当受給期間か否

かを問わず再就職先が見つかった否かを被説明変数とする場合と基本手当受給中に再就職先

が見つかった否かを被説明変数とする場合の結果を示している。留保賃金の説明変数の違い、

再就職先が見つかったのが基本手当受給期間か否かを問わず、求職期間、 3 年前の年齢の 2

乗は再就職先が見つかる確率に対して統計的に有意にマイナスの影響を与え、 3 年前の年齢

は有意にプラスの影響を与える。求職開始時の留保賃金は基本手当受給中に再就職先が見つ

かる確率に有意にプラスの影響を与え、留保賃金の変化は基本手当受給期間を問わず再就職

先が見つかる確率に有意にマイナスの影響を与える13。その他、基本手当受給中に再就職先

が見つかる確率は、離職時の業種や女性であることの影響を受ける。以上より、求職期間の

長期化や留保賃金を上昇させることは再就職先が見つかる確率を下げ、基本手当受給中では

求職開始時の留保賃金の水準が高いと再就職先が見つかる確率が上がることがわかる。

12 Neweyの 2 段階推定法による。
13 再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金は内生変数である疑いが強いため本文中では触れていないが、図表

4 - 8 - 6 の左欄の説明変数のうち、求職開始時の留保賃金の代わりに再就職・基本手当受給終了直前の留保賃
金を使用する操作変数プロビットモデルの推定も行った。その結果、雇用保険の基本手当受給期間か否かを問
わず再就職先が見つかった否かを被説明変数とする場合では、留保賃金のパラメータは統計的に有意ではなか
った。基本手当受給中に再就職先が見つかった否かを被説明変数とする場合では、留保賃金のパラメータは
0. 34146、その標準偏差は0. 09669であり、有意水準 1 ％で有意であった。

 　なお、求職期間を再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金の操作変数として用いる操作変数プロビットモ
デルを検討したが、 2 段目の再就職先が見つかるか否かを被説明変数とする回帰モデルのフィットが著しく悪
くなった。より適当な回帰モデルの作成は、他の操作変数の模索とともに今後の課題としたい。



－ 125 －

図表 4 - 8 - 6　再就職先が見つかる確率の決定要因に関する推定結果

（操作変数プロビット）

注）括弧内は、標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計的に有意であること

を示す。

　図表 4 - 8 - 7は、図表 4 - 8 - 6の回帰モデルの説明変数から求職開始時の留保賃金および

留保賃金の変化を除き、労働条件の項目ごとに希望する条件を自分の都合もしくは現実を踏

まえて仕方なく変更した場合に 1 をとるダミー変数（基準は労働条件の項目ごとに希望する

条件を変更しなかった）を追加した後、操作変数プロビットモデルで推定した結果である。
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図表 4 - 8 - 7　再就職先が見つかる確率の決定要因に関する推定結果

（操作変数プロビット、その 2）

2段目 2段目 1段目

-2.1981 -1.3052

( 0.2688 )*** ( 0.1302 )***

0.1906 0.0923 0.0233

( 0.0399 )*** ( 0.0279 )*** ( 0.0137 )*

-0.0024 -0.0011 -0.0003

( 0.0005 )*** ( 0.0003 )*** ( 0.0002 )

-0.3142 -0.2673 -0.1362

( 0.1507 )** ( 0.1036 )** ( 0.0515 )***

0.0678 -0.1007 -0.0164
（基準は大学卒） ( 0.1450 ) ( 0.1027 ) ( 0.0509 )

-0.0482 -0.1365 -0.0599
( 0.1586 ) ( 0.1088 ) ( 0.0537 )

0.2760 0.1196 -0.0084
( 0.4613 ) ( 0.3176 ) ( 0.1572 )

-0.1710 -0.0153 -0.1352

( 0.1793 ) ( 0.1239 ) ( 0.0606 )**

-0.0008 -0.0109 0.0026

( 0.0072 ) ( 0.0054 )** ( 0.0026 )

-0.0189 0.0718 -0.0357
( 0.1544 ) ( 0.1104 ) ( 0.0546 )

0.0361 0.2160 -0.0162

( 0.1573 ) ( 0.1118 )* ( 0.0549 )

0.0448 0.1641 -0.1040
( 0.2789 ) ( 0.2008 ) ( 0.0980 )

-0.0980 0.0918 -0.1160

( 0.1684 ) ( 0.1162 ) ( 0.0601 )*

-0.1421 0.1564 -0.2071

( 0.2649 ) ( 0.1917 ) ( 0.0927 )**

0.1919 0.0430 -0.0853
( 0.1751 ) ( 0.1232 ) ( 0.0609 )

-0.1466 0.0922 -0.1188

( 0.1493 ) ( 0.1036 ) ( 0.0507 )**

0.2521 -0.2382 0.2429

( 0.2709 ) ( 0.2016 ) ( 0.0959 )**

-0.3194 -0.2854 -0.1015

( 0.2079 ) ( 0.1468 )* ( 0.0712 )

0.1184 -0.1938 -0.0034

( 0.1399 ) ( 0.0996 )* ( 0.0487 )

0.2583 0.0316 0.1128

( 0.1368 )* ( 0.0957 ) ( 0.0467 )**

-0.0612 -0.0201 -0.0860
( 0.1966 ) ( 0.1437 ) ( 0.0796 )

-0.0719 0.0521 -0.0358
( 0.1348 ) ( 0.0978 ) ( 0.0478 )

離職時管理的な仕事

求職期間（対数）

年齢（3年前）

年齢（3年前）の2乗

女性

中学・高校卒

専修学校・高専・短大卒

大学院卒

同居人あり

離職時正社員

離職時企業規模（100～999人）
（基準は1000人以上）
離職時企業規模（1～99人）

離職時企業規模（官公営）

再就職先
が見つかった

再就職先が
見つかった
（基本手当

受給期間中）

離職時医療・福祉

離職時その他の産業

離職時雇用期間の定めなし

離職時フルタイム勤務

転職経験あり

離職時勤続年数

（基準は事務的な仕事）

離職時専門・技術的な仕事

離職時その他の職業

離職時情報処理業

（基準は製造業）

求職期間
（対数）

　希望する労働条件の変更ダミー変数のパラメータを見ると、現実を踏まえて仕方なく希望

する給与および業種の条件を変更すると雇用保険の基本手当の受給期間か否かを問わず再就

職先が見つかる確率を有意に高め、希望するフルタイムで就業する条件を変更すると再就職

先が見つかる確率を有意に下げる。また、自分の都合で希望する業種の条件を変更すると基

本手当の受給中に再就職先が見つかる確率が高くなり、自分の都合および現実を踏まえて仕
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方なく希望するフルタイムで就業する条件を変更すると再就職が見つかる確率が低くなる。

フルタイムで就業する条件の変更が再就職先の見つかる確率を低くする理由の解明は、今後

の課題としたい。

図表 4 - 8 - 7　再就職先が見つかる確率の決定要因に関する推定結果

（操作変数プロビット、その 2）（続）

2段目 2段目 1段目

希望する給与を変えた 0.0270 -0.2013 0.1559

( 0.2229 ) ( 0.1622 ) ( 0.0794 )*

希望する正社員で採用を変えた 0.1721 0.0208 -0.1206
( 0.2601 ) ( 0.1775 ) ( 0.0870 )

希望するフルタイムで就業を変えた -0.1770 -0.4534 0.0945

( 0.2636 ) ( 0.1896 )** ( 0.0909 )

希望する週末に休みが取れることを変えた 0.0478 0.1269 -0.0079
( 0.2174 ) ( 0.1538 ) ( 0.0756 )

希望する所定労働時間の長さを変えた 0.1334 -0.0334 0.1054
( 0.2296 ) ( 0.1693 ) ( 0.0816 )

希望する企業規模を変えた 0.1125 0.0301 0.0710
( 0.2233 ) ( 0.1590 ) ( 0.0785 )

希望する職種を変えた -0.0263 -0.2657 0.0827
( 0.3421 ) ( 0.2332 ) ( 0.1189 )

希望する業種を変えた 0.2706 0.4405 0.1122

( 0.3359 ) ( 0.2215 )** ( 0.1151 )

希望する仕事の内容を変えた 0.0759 0.1629 -0.1028
( 0.3074 ) ( 0.2144 ) ( 0.1078 )

希望する給与を変えた 0.5498 0.1105 0.1488

( 0.1492 )*** ( 0.0984 ) ( 0.0477 )***

希望する正社員で採用を変えた 0.2577 0.1346 -0.1145

( 0.1743 ) ( 0.1117 ) ( 0.0556 )**

希望するフルタイムで就業を変えた -0.5288 -0.4800 0.2422

( 0.2168 )** ( 0.1538 )*** ( 0.0706 )***

希望する週末に休みが取れることを変えた 0.1033 0.1434 -0.1084

( 0.1746 ) ( 0.1163 ) ( 0.0564 )*

希望する所定労働時間の長さを変えた 0.3125 0.0610 0.0637

( 0.1808 )* ( 0.1239 ) ( 0.0607 )

希望する企業規模を変えた -0.0449 0.1738 0.1027

( 0.1720 ) ( 0.1187 ) ( 0.0572 )*

希望する職種を変えた -0.5078 -0.3898 -0.0657

( 0.3052 )* ( 0.2088 )* ( 0.1021 )

希望する業種を変えた 0.6581 0.0401 0.2032

( 0.2846 )** ( 0.1963 ) ( 0.0946 )**

希望する仕事の内容を変えた 0.1266 0.1862 -0.0279
( 0.2662 ) ( 0.1793 ) ( 0.0896 )

0.0763
( 0.1022 )

0.0302

( 0.0088 )***

-0.4572

( 0.0267 )***

0.6863 0.2207 0.8433
( 0.9080 ) ( 0.6202 ) ( 0.8386 )

1,498 1,498 1,498
0.2604

172.86 *** 261.48 ***

13.55 ***

48.36 *** 6.93 ***

3.599 3.281

現
実
を
踏
ま
え
て
仕
方
な
く

自
分
の
都
合

Amemiya-Lee-Newey minimum chi2

1ヶ月当たり応募書類提出企業数

1ヶ月当たり面接を受けた企業数

定数項

Number of Obs
R-squared

Wald chi2

基本手当日額（対数、推計値）

F値（test of weak instruments)

Wald test of exogeneity: chi2

Test of overidentifying restrictions:

再就職先
が見つかった

再就職先が
見つかった
（基本手当

受給期間中）

求職期間
（対数）

注）括弧内は、標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計的に有意

であることを示す。
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　最後に、離職時と再就職時の労働条件の変化別に再就職先が見つかった割合の傾向を確認

する（図表 4 - 8 - 8）。2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以上雇用労働している者に

限られるが、離職時と再就職時で労働条件が同じか否かによって、雇用保険の基本手当受給

中に再就職先が見つかった割合を比較すると、離職時あるいは求職中に希望していた就業形

態、あるいはフルタイム勤務か否かという勤務形態が再就職時のそれらと異なる場合で割合

が低くなっている。なお、企業規模、職種および業種の同一カテゴリー内での変更について

は、離職時と再就職時で変更なし、つまり同じとしている点に注意が必要である。

図表 4 - 8 - 8　離職時と再就職時の労働条件の変化別に見る

再就職先が見つかった割合（％）

注 1 ）2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 2 ）企業規模、就業形態、職種、業種については、第 3 節のとおり本研究で作成

したカテゴリーではなく、調査票のオリジナルのカテゴリーを用いて離職時と再

就職時を比較している。

注 3 ）比較している労働条件ごとに関連する設問が無回答の者を除く。
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第 9節　再就職時賃金の水準の決定

　再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金と比べて再就職時の賃金の水準がどの程度にあ

るかを概観する。図表 4 - 9 - 1～ 4 - 9 - 4は、再就職時の賃金と再就職・基本手当受給終了

直前の留保賃金の対数値の差（対数階差）、つまり再就職時の賃金が再就職・基本手当受給

終了直前の留保賃金より何％高いか（マイナスなら低いか）をカーネル密度関数の分布で示

したものである。

　再就職時の就業形態が正社員の回答者について性別に比較すると、対数階差の最頻値であ

るゼロの密度は男女で同程度である（図表 4 - 9 - 1）。また、男性の対数階差の方がゼロ以

上の裾野が薄く、ゼロ以下の裾野が厚くなっており、再就職時の賃金が再就職・基本手当受

給終了直前の留保賃金の水準より低い場合の密度が高くなっている。再就職時の就業形態が

非正規労働者の回答者について見ると、女性の方が対数階差の最頻値であるゼロの密度が高

い（図表 4 - 9 - 2）。

　再就職時に正社員の回答者について転職経験の有無別に比較すると、転職経験がない回答

者の対数階差の方がゼロの密度が高い（図表 4 - 9 - 3）。一方、再就職時の就業形態が非正

規労働者の回答者については、反対に転職経験がある回答者の対数階差がゼロである密度が

高くなっている（図表 4 - 9 - 4）。

図表 4 - 9 - 1　留保賃金に対する再就職時賃金の変化率の分布（性別、再就職時に正社員）
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図表 4 - 9 - 2　留保賃金に対する再就職時賃金の変化率の分布

（性別、再就職時に非正規労働者）

図表 4 - 9 - 3　留保賃金に対する再就職時賃金の変化率の分布

（転職の有無別、再就職時に正社員）
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図表 4 - 9 - 4　留保賃金に対する再就職時賃金の変化率の分布

（転職の有無別、再就職時に非正規労働者）

　再就職時の賃金の水準（対数値）を被説明変数とし、求職期間（対数値）、再就職・基本

手当受給直前の留保賃金（対数値）、および回答者の属性を説明変数とする回帰モデルを通

常の最小二乗法で推定した結果が図表 4 - 9 - 5 である14。求職期間は内生変数であることが

疑われるため、求職の密度を表す 1 ヶ月当たりの応募書類を提出した企業数、および 1 ヶ月

当たりの面接を受けた企業数を操作変数として内生性の検定を行った。その結果、求職期間

は内生変数ではないと判断されたため、通常の最小二乗法による推定結果を採用している。

サンプル全体の結果を見ると、再就職時の年齢（推計値）、再就職時の就業形態が正社員で

あること、再就職時の職業が管理的および専門・技術的な仕事であること（事務的な仕事と

14 再就職時の賃金は、2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以上雇用労働している者に対してのみ調査してい
るため、セレクション・バイアスが生じる可能性がある。そこで、2016（平成28）年 5 月末現在に週20時間以
上雇用労働しているか否かを選択変数とし、求職期間（対数値）、再就職時の年齢（推計値）、その 2 乗、離職
時の勤続年数、性別（女性ダミー）、学歴、同居人の有無、離職時の勤続年数、離職時の企業規模、離職時の
就業形態（正社員ダミー）、離職時の職種、離職時の業種、離職時の雇用期間（定めなしダミー）、離職時の勤
務形態（フルタイム勤務ダミー）、転職経験の有無、および再就職・基本手当受給直前の留保賃金（対数値）
を説明変数とする 1 段目の推定を行う形でヘックマンの二段階推定を行った。その結果、逆ミルズ比のパラメ
ータは0. 038（標準偏差0. 129）であり、有意水準 5 ％で（10％でも）統計的に有意ではなかったため、ここで
は通常の最小二乗法の推定結果を報告している。

　 　なお、求職期間を再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金の操作変数として用いる二段階最小二乗法によ
る推定も検討したが、 2 段目の再就職時賃金を被説明変数とする回帰モデルで再就職・基本手当受給終了直前
の留保賃金のパラメータは有意水準 5 ％で有意ではなかった。
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比較して）、再就職時にフルタイム勤務であること、および再就職・基本手当受給直前の留

保賃金が再就職時の賃金の水準に有意にプラスの影響を与える。一方、再就職時の年齢（推

計値）の 2 乗の項、学歴が中学・高校卒であること（大学卒と比較して）、再就職時の企業

規模が 1 ～99人であること（1, 000人以上と比較して）、および再就職時の職業がその他であ

ること（事務的な仕事と比較して）は、それぞれ再就職時の賃金の水準に有意にマイナスの

影響を与えている。なお、求職期間は再就職時の賃金の水準に有意に影響を与えない15。

図表 4 - 9 - 5　再就職時の賃金の決定要因に関する推定結果（OLS）

注 1 ）2016（平成28）年 5 月末現在、週20時間以上雇用労働している者に限る。

注 2 ）括弧内は、頑健な標準誤差。***、**および*はそれぞれ有意水準 1 ％、 5 ％および10％で統計的に有

意であることを示す。

15 求職期間の内生性を検討する際に行った求職期間（対数値）を被説明変数とする 1 段目の推定において、再就
職・基本手当受給終了直前の留保賃金（対数値）のパラメータは－0. 15093、標準偏差は0. 08393であり、有意
水準10％で有意であった。
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第10節　おわりに

　本研究では、「雇用保険受給資格取得者実態調査」のマイクロデータを使用し、留保賃金

およびその変化の決定要因、留保賃金と求職期間の関係、留保賃金をはじめとする労働条件

の変化が再就職先の見つかる確率や再就職時の賃金に与える影響を確認してきた。以下に、

本研究で確認されたことを整理する。

　離職時の賃金と求職開始時の留保賃金の分布を比較すると、最頻値は同程度の水準である。

ただし、求職開始時の留保賃金が離職時の賃金よりも低い密度も相対的に高い。求職開始時

の留保賃金の水準は、年齢、転職経験といった回答者の属性に加え、雇用期間（定めがな

い）、勤務形態（フルタイム）、および賃金といった離職時の雇用状態にプラスの影響を受け

る。また、性別（女性）、離職時の勤続年数および就業形態（正社員）にマイナスの影響を

受ける他、離職時に雇用されていた企業規模、職種、業種、および離職理由の影響を受ける。

　求職開始時と再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金の分布を比較すると、最頻値は同

程度の水準である。ただし、再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金が求職開始時のそれ

よりも低い密度も相対的に高い。求職期間が長くなると、再就職・基本手当受給終了直前の

留保賃金が求職開始時のそれよりも低くなる、つまり留保賃金が低下する。

　再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金の水準は、求職期間が長いと低くなり、求職開

始時の留保賃金が高いと高くなる。留保賃金を変化させる者ほど留保賃金以外の労働条件を

変更する傾向がある。また、求職期間が長くなると、留保賃金以外の労働条件も変更する割

合が高い。

　再就職先が見つかる確率は、年齢が高いと上昇し、求職期間が長いと低下する。求職開始

時の留保賃金が高いと、基本手当受給中に再就職先が見つかる確率が上昇する。また、求職

の過程で留保賃金を上昇させると、基本手当の受給期間か否かを問わず再就職先が見つかる

確率が低下する。現実を踏まえて仕方なく希望する給与および業種の条件を変えると、基本

手当の受給期間か否かを問わず再就職先が見つかる確率が上昇する。現実を踏まえて仕方な

く希望するフルタイムで就業という条件を変えると、基本手当の受給期間か否かを問わず再

就職先が見つかる確率が低下する。自分の都合で希望する業種の条件を変えると、基本手当

の受給中に再就職先が見つかる確率が上昇する。一方、自分の都合か現実を踏まえて仕方な

くかを問わず希望するフルタイムで就業という条件を変えると、基本手当の受給中に再就職

先が見つかる確率が低下する。フルタイムで就業という条件の変化の影響については、さら

なる検証が必要であると思われる。

　再就職・基本手当受給終了直前の留保賃金と再就職時の賃金の分布を比較すると、最頻値

は同程度の水準である。再就職時の賃金の水準は、年齢（＋、符号は影響の方向）という回

答者の属性に加え、雇用される企業規模、就業形態（正社員は＋）、職種、勤務形態（フル

タイムは＋）といった再就職時の雇用状態、そして再就職直前・基本手当受給終了直前の留
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保賃金（＋）の影響を受ける。ただし、求職期間の影響を受けない。

　ここで転職経験の有無に注目すると、転職経験の有る回答者は求職開始時の留保賃金が高

いものの、求職の過程で留保賃金を下げる。また、留保賃金を低下させると再就職先の見つ

かる確率は高くなる。本研究では検証することはできないが、転職経験の有る者は、その経

験を踏まえて留保賃金を柔軟に変化させることによって、再就職先の見つかる確率を高めて

いる可能性がある。先に見たように希望する給与や業種といった労働条件の変更が再就職先

の見つかる確率を高めていることから、求職者が希望する労働条件について柔軟な考えをも

つことは再就職の実現に寄与しうる。

　最後に、本研究に残された留保条件について述べる。「雇用保険受給資格取得者実態調査」

は単年の調査であるため、時点による回答者の属性の変化を正確に捉えることができない。

また、パネルデータになっていないため、観測されない回答者の属性を制御した分析を行う

ことができない。そして、留保賃金を回顧する調査方法であるため、本来は調査時点の留保

賃金を調査する方が正確であろう。

　「雇用保険受給資格取得者実態調査」の調査対象は、雇用保険の基本手当の受給資格が認

定された者であるため、本研究で見た求職の過程は失業者の一部によるものである。離職時

の雇用労働が週20時間未満であるなどの理由により、失業しても基本手当の受給資格が認定

されない者は含まれない。また、非労働力人口に含まれている者や就業しながら求職活動を

行う者の求職の過程は対象となっていない。そのため、求職の過程の全体像をつかむには、

対象とする失業者の範囲を拡大するだけではなく、失業を経由せずに求職・転職する非労働

力人口や就業者も対象とする調査が必要である。

　「雇用保険受給資格取得者実態調査」の調査項目には、求職者が求人企業と出会う確率に

影響を与えると考えられる失業率、有効求人倍率といった雇用情勢を示す指標が含まれてい

ない。調査対象者が求職活動を行ったのはほぼ同じ時期であり、この期間に雇用関連指標が

大きく変動することはなかった。そのため、時系列での違いではなく、横断面での違いを考

慮すべきであるが、居住地域が調査されていないため、先行研究で留保賃金に影響を与える

ことが示されている地域による雇用情勢の違いを制御することはできない。

　本研究は、労働移動の過程を求職者側から見たものであり、労働力需給のマッチング過程

を捉えるには求人側の企業の行動も観察する必要があるだろう。こうした留保条件について

は、今後の課題としたい。
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付図

付図 4 - 1　賃金、留保賃金の推移（男性、29歳以下（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 - 2　賃金、留保賃金の推移（男性、30～44歳（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 - 3　賃金、留保賃金の推移（男性、45～59歳（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 - 4　賃金、留保賃金の推移（男性、60歳以上（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 - 5　賃金、留保賃金の推移（女性、29歳以下（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 - 6　賃金、留保賃金の推移（女性、30～44歳（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 - 7　賃金、留保賃金の推移（女性、45～59歳（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 - 8　賃金、留保賃金の推移（女性、60歳以上（ 3年前）、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 - 9　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 3ヶ月未満、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 -10　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 3ヶ月～ 6ヶ月、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 -11　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 6ヶ月～ 1年、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 -12　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 1年～ 2年、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 -13　賃金、留保賃金の推移（男性、求職期間 2年以上、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 -14　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 3ヶ月未満、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 -15　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 3ヶ月～ 6ヶ月、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 -16　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 6ヶ月～ 1年、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。

付図 4 -17　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 1年～ 2年、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。
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付図 4 -18　賃金、留保賃金の推移（女性、求職期間 2年以上、再就職時に非正規労働者）

注）「再就職直前留保賃金」は、再就職・雇用保険の基本手当受給終了直前の留保賃金である。



－ 146 －

付表 1　回帰モデルの推定に用いたデータの記述統計量
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第 5章　全体のまとめ

　第 1 章の冒頭でも述べた通り、本調査シリーズは2016年 3 月末に成立した雇用保険法改正

法案の国会審議の際の附帯決議において「基本手当の受給者及び受給終了者について、再就

職できない理由及び生活の実態を調査すること。」との文言が盛り込まれたことを受けて、

雇用保険の受給資格取得者を対象として実施された調査の結果をまとめたものである。

　この調査の趣旨に照らして見たとき、第 2 章の基礎的集計、ならびに第 3 章第 1 節の若年

層自己都合離職者に関する追加集計の結果からは、次のような知見が得られた。

( 1 )　全体では雇用保険（失業給付基本手当）の受給期間中に再就職先が見つかった人は 4

割程度であり、男女で差はあまり見られなかった。一方、受給期間終了後 1 年以上経過し

た調査時現在においても再就職先が見つかっていない人が 4 人に 1 人程度いた（図表

2 - 4 - 2 ）。

( 2 )　受給期間終了後、調査時点までに再就職先が見つかった人に、受給期間中に再就職先

が見つからなかった理由を尋ねた結果、該当者数が限定的ではあるものの、概ね「雇用保

険の受給終了までの就職にこだわらず、自分に合う仕事をじっくり探したかったため」が

4 割前後を占め最も多く、次いで「熱心に求職活動を行っていたが、就職に結びつかなか

ったため」が 2 ～ 3 割程度で多かった（図表 2 - 4 - 3）。

( 3 )　現在、週20時間以上の雇用労働をしていない人に理由を尋ねたところ、男性では「熱

心な求職活動をするも実らず」という人が若年層で53. 3%、中年層でも32. 1%と多い一方、

女性の場合は「妊娠・出産・育児のため」が若年層で64. 1%、中年層でも40. 5%と大きな

比率を占めていた。また、60歳以上の高齢層では「年金受給」や「貯蓄や家族への依存」

も高かった（図表 2 - 5 - 7）。

( 4 )　上記( 3 )の回答者に、現在の具体的な生計維持手段を尋ねたところ、60歳以上層では

「年金受給」が非常に多かったが、男性若年層、および女性の60歳未満の層では「配偶者

や親に依存」の比率が高かった。これに対して男性の中年層では「アルバイト等」が、50

代では「蓄えがあり当面生活可能」が多くなっている（図表 2 - 5 - 5）。

( 5 )　同じく上記( 3 )の回答者に、今後の就職活動への意識を尋ねたところ、男性の若年

層・中年層では「 1 日でも早く」と考えている人が最も多く、逆に女性の若年層、中年層

では「（子育てなど過程の事情や、病気・通学などの個人的な事情のために）当面予定は

ないが、就職できる状況になれば求職活動を行う」が最も多かった。また男女ともに50代
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や高齢層では、回答が大きく分散していた（図表 2 - 5 - 8）。

( 6 )　上記の( 1 )～( 5 )の結果を含め、本調査では全般にわたって男女間の様々な違いが見

られたが、自己都合で離職した若年層を「男性」「無配偶女性」「有配偶女性」に分けて回

答状況を確認してみると、無配偶女性に関しては離職の理由、再就職への切迫感、正社員

志向等において同年代の男性に準じる高い水準であり、最終的な再就職率についても男性

若年層と同水準であった（第 3 章第 1 節全般）。

　以上から、当初の調査の趣旨であった「再就職できない理由及び生活の実態を調査する」

という点について、男性若年層では熱心に活動しても見つからず、その間、家族などに頼っ

ている人が多いこと、男性中年層ではもはや親には頼れずアルバイト等をしながら生活して

いること、女性や高齢者においては「再就職できない」というより貯蓄の存在や家庭の事情

等から「再就職しない」人が多いことなど、ある程度基礎的な知見を提供することができた

のではないかと考えられる。

　その上で、本調査シリーズでは関連するトピックとして、第 3 章第 2 節にて求職活動結果

に関する満足度の規定要因を、また第 4 章では特に留保賃金に焦点を当て、その決定のメカ

ニズムや求職期間との関係性、再就職確率や再就職時の賃金への影響を吟味した。

　前者の求職活動結果に関する満足度については、男性若年層では業種転換が、中年層・高

齢層では希望就業形態の実現が満足度を高めることが示唆された。また男性50代・高齢層で

は再就職までの所要月数が長くなるほど不満が高まる傾向も見られている。さらに女性35歳

未満層では再就職への切迫度が高かったり、再就職までの所要月数が長かったりすることで

不満が高まる一方で、女性中年層では就業形態に関する希望の実現が満足度を高め、職種転

換は満足度を下げることも示唆された。加えて、50代では「早く再就職したいのに、再就職

まで時間がかかること」の複合によって不満が高まることなどが示されている。

　後者の留保賃金については、まず留保賃金が年齢、性別、転職経験、勤続年数、離職前の

企業規模、就業形態、職種、業種、雇用期間、勤務形態、賃金、および離職理由がそれぞれ

正負の規定要因であることが示唆された。また、求職活動が長引くほど留保賃金は低下する

こと、また留保賃金を変化させる人は、他の労働条件の希望も変化させることが多いことも

示されている。さらに、求職開始時に留保賃金が高い人は再就職先が見つかる確率が高くな

り、求職活動中に留保賃金を上げる人は再就職先が見つかる確率が下がることや、再就職時

の賃金水準は、他の諸要因と並び、再就職直前・基本手当受給終了直前の留保賃金額により

正の影響を受けることなども示されている。

　以上の発展的分析から導かれる政策的インプリケーションとして、まず就職活動結果への
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満足度の分析からは、「本人が満足できる、質の高い再就職を促すためには、性別・年齢に

応じたサポートが重要である」ということが言える。具体的には、「自己都合離職者が多い

男性若年層では、業種を転換しての再就職をサポートこと」、「男女とも中年層では、希望す

る就業形態の実現をサポートすること」、「その他の層では、所要月数を減らすためのサポー

トをすること」、などが有効と考えられる1。

　一方、留保賃金の分析からは、「希望条件について柔軟な考え方を持つことが再就職確率

を高める上で重要である」ということが言える。具体的には、「希望する給与や業種等の労

働条件に関する柔軟な考え方は、たとえそれが自分の都合ではなく現実を踏まえた仕方なく

の変更であっても、再就職の実現に寄与する」ことが示唆されている。

　上記の 2 つの政策的インプリケーションは、それぞれ再就職の量と質の促進要因に着目し

たものだが、特に希望条件という観点から両者を総合すると、「再就職確率を高めるために

は、給与や業種等、柔軟な希望条件の変更を促すべきである。しかし、より満足感の高い再

就職を促進するためには、中年層の希望就業形態等、可能な限り維持すべき条件もある。」

ということになるだろう。希望条件をめぐって、再就職確率と本人の再就職後の満足度はあ

る程度はトレードオフの関係とならざるを得ないが、その中でも特にいかなる要因に注目す

べきかが、今回の分析で見えてきたものと考えられる。

　最後に、今後の展望について簡潔に述べる。今回の調査結果を概観すると、特に「熱心に

求職活動を行っても、再就職先が見つからない」という男性若年層や無配偶女性若年層に焦

点をあてた調査の必要性がより一層明確になったものと考えられる。また、男性中年層にな

ると「依然として仕事は見つからないが、親には頼れなくなるためアルバイト等で生計を立

てる」という結果は、それによって本来の求職活動時間が取れなくなるという悪循環の可能

性も示唆している。さらに、やや広範な話題となるが、やはり女性の結婚後の性役割の発生

については我が国の根深い課題であることが本調査からも示唆されている。留保賃金につい

ても、その求職活動中の「妥協」が本人にとってどのような意味を持つのか等、更なる文脈

の精査が必要である。これらの諸問題について、引き続き実証的なデータを蓄積してゆくこ

とが求められている。

1  なお、事務職等、職種への拘りの強い女性中年層では、職種を転換しない再就職が満足感を高めることが示唆
されている。しかし、この年齢層の労働市場においては、一般論として事務の仕事は供給過多の状況であり、

「職種を転換しない再就職をサポートする」ということは現実的には難しいと考えられる。再就職の「質」が
問われるのは、あくまで「量」が十分に確保された後であり、「質」に固執して再就職できないのでは意味が
ない。したがって、女性中年層についてはたとえ満足度が下がっても職種転換を促すことも必要と考えられる
ため、本文では言及しなかった。



調査票



－ 153 －



－ 154 －



－ 155 －



－ 156 －



－ 157 －



－ 158 －



－ 159 －



－ 160 －



－ 161 －



－ 162 －



－ 163 －



－ 164 －



付属統計表



－ 167 －



－ 168 －



－ 169 －



－ 170 －



問４　現在（平成28年５月末）あなたの世帯（同居人）は、あなたを含めて全部で何人ですか。□に数字をご記入ください。

（人）

全
体

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答

全
体

平
均

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

全体 2,304 259 674 650 443 271 7 2,297 3.0 1.4 1.0 11.0
100.0 11.2 29.3 28.2 19.2 11.8 0.3 100.0

男 907 123 270 252 152 106 4 903 2.9 1.4 1.0 11.0
100.0 13.6 29.8 27.8 16.8 11.7 0.4 39.3

女 1,383 134 396 397 290 163 3 1,380 3.1 1.4 1.0 9.0
100.0 9.7 28.6 28.7 21.0 11.8 0.2 60.1

20代 172 20 24 59 37 32 - 172 3.3 1.4 1.0 7.0
100.0 11.6 14.0 34.3 21.5 18.6 - 7.5

30代 490 52 89 157 135 55 2 488 3.2 1.4 1.0 11.0
100.0 10.6 18.2 32.0 27.6 11.2 0.4 21.2

40代 508 56 121 148 114 68 1 507 3.1 1.4 1.0 9.0
100.0 11.0 23.8 29.1 22.4 13.4 0.2 22.1

50代 517 61 175 135 90 55 1 516 2.9 1.3 1.0 8.0
100.0 11.8 33.8 26.1 17.4 10.6 0.2 22.5

60歳以上 607 68 260 149 67 60 3 604 2.7 1.3 1.0 9.0
100.0 11.2 42.8 24.5 11.0 9.9 0.5 26.3

１年未満 124 24 28 38 20 13 1 123 2.9 1.5 1.0 9.0
100.0 19.4 22.6 30.6 16.1 10.5 0.8 5.4

１年以上５年未満 833 110 198 247 164 111 3 830 3.0 1.4 1.0 9.0
100.0 13.2 23.8 29.7 19.7 13.3 0.4 36.1

５年以上10年未満 458 39 129 136 104 50 - 458 3.1 1.3 1.0 11.0
100.0 8.5 28.2 29.7 22.7 10.9 - 19.9

10年以上20年未満 350 36 121 84 73 36 - 350 3.0 1.4 1.0 9.0
100.0 10.3 34.6 24.0 20.9 10.3 - 15.2

20年以上 489 47 188 129 69 56 - 489 2.9 1.3 1.0 8.0
100.0 9.6 38.4 26.4 14.1 11.5 - 21.3

1,000人以上 508 51 178 138 87 54 - 508 2.9 1.3 1.0 8.0
100.0 10.0 35.0 27.2 17.1 10.6 - 22.1

100～999人 675 79 184 188 136 88 - 675 3.1 1.4 1.0 11.0
100.0 11.7 27.3 27.9 20.1 13.0 - 29.4

30～99人 392 40 112 109 84 44 3 389 3.0 1.4 1.0 9.0
100.0 10.2 28.6 27.8 21.4 11.2 0.8 16.9

30人未満 559 67 148 161 114 68 1 558 3.0 1.4 1.0 9.0
100.0 12.0 26.5 28.8 20.4 12.2 0.2 24.3

官公営 125 9 44 42 17 13 - 125 2.9 1.3 1.0 9.0
100.0 7.2 35.2 33.6 13.6 10.4 - 5.4

正社員 1,336 164 387 372 263 148 2 1,334 3.0 1.4 1.0 11.0
100.0 12.3 29.0 27.8 19.7 11.1 0.1 58.1

契約社員 296 37 99 77 51 31 1 295 2.9 1.3 1.0 9.0
100.0 12.5 33.4 26.0 17.2 10.5 0.3 12.8

パートタイム・アルバイト 493 34 130 145 106 78 - 493 3.2 1.4 1.0 9.0
100.0 6.9 26.4 29.4 21.5 15.8 - 21.5

派遣労働者 117 19 40 38 15 5 - 117 2.6 1.1 1.0 7.0
100.0 16.2 34.2 32.5 12.8 4.3 - 5.1

その他 53 5 17 16 7 7 1 52 3.0 1.4 1.0 7.0
100.0 9.4 32.1 30.2 13.2 13.2 1.9 2.3

10万円未満 228 5 61 80 53 29 - 228 3.3 1.3 1.0 9.0
100.0 2.2 26.8 35.1 23.2 12.7 - 9.9

10万円～14万円 445 51 119 112 91 71 1 444 3.1 1.5 1.0 9.0
100.0 11.5 26.7 25.2 20.4 16.0 0.2 19.3

15万円～19万円 489 58 141 135 93 59 3 486 3.0 1.4 1.0 8.0
100.0 11.9 28.8 27.6 19.0 12.1 0.6 21.2

20万円～24万円 376 58 98 111 68 41 - 376 2.9 1.4 1.0 9.0
100.0 15.4 26.1 29.5 18.1 10.9 - 16.4

25万円～29万円 234 34 67 61 52 19 1 233 2.9 1.4 1.0 11.0
100.0 14.5 28.6 26.1 22.2 8.1 0.4 10.1

30万円以上 500 52 176 142 81 48 1 499 2.8 1.3 1.0 8.0
100.0 10.4 35.2 28.4 16.2 9.6 0.2 21.7
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